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はじめに

特別区23区長が組織する特別区長会は、平成30（2018）年６月15日、特別
区長会調査研究機構を設置しました。
その設立趣旨は、特別区及び地方行政に関わる課題について、大学その他の
研究機関、国及び地方自治体と連携して調査研究を行うことにより、特別区長
会における諸課題の検討に資するとともに、特別区の発信力を高めることにあ
ります。
平成31（2019）年４月からは、各区より提案された特別区政に係る研究テー
マについて、特別区職員・学識経験者が研究員となり、プロジェクト方式で調
査研究を開始しました。以降、特別区の課題解決を中心に据えながら、広く地
方行政の一助となるよう、さらには国及び他の地方自治体との連携の可能性も
視野に入れ、調査研究を進めています。
令和４年度の研究テーマ（６テーマ）に関しては、報告書をホームページに
掲載して公表するとともに、７月には報告会を開催し、アーカイブ配信を行う
など、研究成果を広く発信しています。このような取組を通じて、これらの調
査研究が特別区政に活かされる事例が見られるようになりました。
令和５（2023）年度においては、「『ゼロカーボンシティ特別区』に向けた取
組み（令和３・４年度）」で提案した連携方策が、23区で設置した気候変動対
策推進組織にて検討されることになりました。また、７月には、「特別区にお
ける森林環境譲与税の活用（令和３年度）」を踏まえて、東京都・６区・都内
６市町村との間で「森林環境譲与税の活用に係る都内連携に関する協定」が締
結されています。今後も、特別区の課題解決に寄与できるよう調査研究に取り
組んでまいります。
本年度は、５月に新型コロナウイルス感染症の位置付けが５類となり、感染防

止に配慮しながらも研究プロジェクトメンバーが一堂に会して、調査結果の分析
や今後の方策等について議論を深めることができました。この調査研究報告書
は、１年間の各研究プロジェクトの調査研究による成果を取りまとめたものです。
これらの調査研究報告書が、今後とも特別区政の関係者のみならず、地方自
治体、研究機関など多方面でご活用いただけると幸いです。
最後に、調査研究にご協力いただいた地方自治体関係者、さらに国や民間企
業の皆様をはじめとして、報告書の作成にあたり、ご協力をいただきました全
ての方に深く御礼申し上げます。

特別区長会調査研究機構
令和６年３月
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第1章

調査研究の概要



第１章 調査研究の概要

1-1．調査研究の目的
平成18年の東京都の新たな公会計制度の導入あるいは総務省「新地方公会
計制度研究会報告書」を契機とした新地方公会計制度の広がりによって、自治
体は複式簿記・発生主義会計に基づく財務書類を作成・公表してきた。
自治体に関する財政状況を幅広く住民に公表するという点では一定の役割を
果たしているものの、実際に財務書類を自治体経営に活用している事例は皆無
といって良く、現状においても官庁会計に基づいた議論がほとんどである。
一方で、民間企業においては、複式簿記・発生主義会計に基づく財務書類を
用い、情報開示や内部マネジメントを行っているところである。このギャップ
の背景には、新地方公会計が単式簿記・現金主義会計の情報を補完するという
位置付けであることから、自治体担当者の財務書類に対する認識や理解が十分
に醸成されていないことが考えられよう。
そこで本調査研究では、複式簿記・発生主義会計に基づく財務書類 1を用い
ることで初めて得ることができる（すなわち官庁会計では得ることができない）
財務情報について検討し、アカウンタビリティのみならず、予算編成をはじめ
とした内部マネジメントにおいても活用できる方策を調査してきた。

1-2．調査研究の方法
本調査研究では、３つの調査研究を行った。
第一に文献調査及び先行事例調査である（第２章2-1）。総務省における研
究会や先進自治体において、実践的かつ学術的な整理が精力的に行われている
ため、それらの情報を収集・レビューした。また、総務省での研究等を踏まえ
て、複式簿記・発生主義に基づく財務書類の「活用」に関する概念について整
理を行った。
第二に23区に対するアンケート分析である（第２章2-2）。23区にアンケー
ト票を配布・回収し、新地方公会計の活用に関する各区の実情や取組み・課題
等について把握・分析するとともに、財務書類（データ）を収集した。
第三に活用方法のケーススタディである（第４章）。23区へのアンケート結
果を踏まえ、比較的ニーズが高い内部マネジメントへの活用が想定される活用

1　 なお、以下において、複式簿記・発生主義会計による財務情報・財務書類等をまとめて「新地方公会計」と
呼ぶ。
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策を３ケース設定し、ケーススタディを実施した。
以上の調査研究を取りまとめて、第５章で具体的な活用策について提案を行
う。

1-3．調査研究結果の概要
本調査研究においては、新地方公会計によって得られる情報、特に減価償却
情報を用いた活用場面を中心に、以下の内部マネジメントに係る場面を提案す
る。

図表1-1　新地方公会計の４つの活用場面と活用イメージ・活用メリット

活用場面 活用イメージ 新地方公会計の活用メリット

①�予算編成におけ
る参考情報とし
ての活用

減価償却情報に基づく有形固
定資産減価償却率を維持・改
修費の予算編成に用いる

減価償却費を用いることで、改修
費等を含む精緻な老朽化度合いの
算定が可能

施設別・事業別のフルコスト
情報（減価償却費含む）を施
設・事業の予算編成に用いる

減価償却費や引当金を含むこと
で、施設運営・事業実施に係るフ
ルコスト情報の算定が可能

施設別のフルコスト情報（減
価償却費含む）をもとに、施
設使用料の改定を行う

減価償却費や引当金を含むこと
で、施設運営に係るフルコスト情
報の算定が可能

②�公共団体全体に
おける財政運営
方針の検討にあ
たっての活用見
直し等

施設別のフルコスト情報（減
価償却費含む）をもとに、施
設使用料の改定を行う（再掲）

減価償却費や引当金を含むこと
で、施設運営に係るフルコスト情
報の算定が可能（再掲）

公共施設の維持・改修費や施
設整備費用の将来費用を推計
することで、基金積立額の検
討・施設総量の検討に用いる

減価償却累計額の情報を活用する
ことで、将来費用の推計額におけ
る妥当性の確認が可能

一人あたり資産・負債・純資
産評価、基金の水準等を他団
体と比較することで、各団体
における全般的な財政運営方
針の見直し等の意思決定に用
いる

現金以外の資産情報・負債情報等
を把握することが可能
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活用場面 活用イメージ 新地方公会計の活用メリット

③�公共施設マネジ
メントに関わる
検討資料として
の活用

施設別コスト分析を用いて、
効率的な運営がなされている
施設等を抽出し、施設運営方
法の見直し等の意思決定に用
いる

減価償却費や引当金を含むこと
で、施設運営に係るフルコスト情
報の算定が可能

施設別のフルコスト情報（減
価償却費含む）をもとに、施
設使用料の改定を行う（再掲）

減価償却費や引当金を含むこと
で、施設運営に係るフルコスト情
報の算定が可能（再掲）

公共施設の維持・改修費や施
設整備費用の将来費用を推計
することで、基金積立額の検
討・施設総量の検討に用いる
（再掲）

減価償却累計額の情報を活用する
ことで、将来費用の推計額におけ
る妥当性の確認が可能（再掲）

④�行政評価におけ
る評価指標等と
しての活用

事業別のフルコスト情報（減
価償却費含む）を施設・事業
の評価に用いる

減価償却費や引当金を含むこと
で、施設運営・事業実施に係るフ
ルコスト情報の算定が可能（再掲）

活用にあたっては以下の点に留意する必要がある。
まず、新地方公会計は、政策の意思決定の補強材料の一つに過ぎないことが
あげられる。新地方公会計から得られる財務情報（コスト情報）のみを用いて
政策決定することはできない。
また、活用の費用対効果を考えることも重要であり、手間・労力と効果との
バランスを意識することが重要である。手間・労力を軽減する上では、コード
設定によってセグメント分析 2を容易にすること、固定資産台帳の精度を向上
させることも考えられる。更に、庁内の取組として、部局間の連携の促進や職
員に対する新地方公会計の知識の普及・人材育成も新地方公会計の活用を進め
るうえで重要なポイントである。

2　 財務書類の情報をもとに、施設、事業等のより細かい単位（セグメント）で財務書類を作成し、コスト等の
分析を行うことであり、同種のセグメント間で比較すること等により、財務活動上の課題や成果をより明確
化することが可能となる。
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第2章

現状把握



第２章 現状把握

2-1．文献調査� ※詳細は【調査研究内容編】P.58 ～ 79を参照

（1）財務書類の活用策の概要

新地方公会計（財務書類・固定資産台帳）の活用方法については、総務省「統
一的な基準による地方公会計マニュアル（令和元年８月改訂）」の「財務書類
等活用の手引き」の章において整理されている。「行政内部での活用」と「行
政外部での活用」に大別した上で、前者については、「財政指標の設定」、「適
切な資産管理（マクロ的視点）」及び「セグメント分析（ミクロ的視点）」に分
類し、限られた財源を賢く使う「内部マネジメント」における活用方法として
整理されている。一方、後者については、「情報開示」として「アカウンタビ
リティ」における活用方法として整理されている。
なお、令和４年８月から総務省において開催されている「今後の地方公会計
のあり方に関する研究会」においては、今後さらに活用の余地のある方向性と
して、特に「セグメント分析の推進」（財務書類の活用）及び「公共施設マネ
ジメント等の推進」（固定資産台帳の活用）の二つについて検討が進められて
いる。

（出所）総務省「地方公会計の更なる活用について」（今後の地方公会計のあり方に関する研究会 第１回 資料３）

図表2-1　新地方公会計（財務書類・固定資産台帳）の活用方法
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（2）財務書類の方式の違いについて（東京都方式と統一的な基準の比較） 3

平成26年の「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」報告書において、
固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書類の作成に関する
「統一的な基準」が示された。総務大臣通知 4により、平成27年度から平成29
年度までの３年間で、全ての地方公共団体において統一的な基準による地方公
会計を整備するよう、各地方公共団体に要請され、ほぼ全ての地方公共団体に
おいて、統一的な基準による財務書類の作成及び固定資産台帳の整備が完了し
ている。
他方、東京都においては、平成18年度より別途、複式簿記の導入と固定資
産台帳の整備を前提とした「東京都方式」が導入されており、東京都・特別区
の一部の区等においては、平成27年度以降も東京都方式から会計処理を変更
せず、また財務書類は東京都方式で作成した上で、様式等の組み替えにより統
一的な基準に基づく財務書類を作成している。東京都方式と統一的な基準の主
な相違点は以下の通りである。

①財務書類の体系・作成範囲

図表2-2　財務書類の方式の違い（財務書類の体系）

東京都方式 統一的な基準

財
務
書
類
の
体
系

ストック 【貸借対照表】
・流動項目が先、固定項目が後
・歳入歳出外現金なし

【貸借対照表】
・固定項目が先、流動項目が後
・歳入歳出外現金あり

フロー
（損益）

【行政コスト計算書】
・税収を収入に計上

【行政コスト計算書】
・税収を収入に計上せず

資本変動 【正味資産変動計算書】
・項目等、統一的な基準と差

【純資産変動計算書】
・項目等、東京都方式と差

フロー
（現預金）

【キャッシュ・フロー計算書】
・統一的な基準と同等

【資金収支計算書】
・東京都方式と同等

（注１）赤文字は東京都方式と統一的な基準の差異のうち、比較可能性に影響するもの。
（注２）青文字は東京都方式と統一的な基準の間に差異はあるが比較可能性には影響しないもの。
（出所）東京都（2020）「東京都の新たな公会計制度解説」をもとにMURC作成

3　 総務省「統一的な基準による地方公会計の現状について」（今後の地方公会計のあり方に関する研究会 第１
回 資料２）、総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル（令和元年８月改訂）」、東京都「東京都会
計基準（平成31年３月18日改正）」、東京都「東京都の新たな公会計制度解説書」をもとに作成

4　統一的な基準による地方公会計の整備促進について（平成27年１月23日総務大臣通知（総財務第14号））
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②会計基準

図表2-3　財務書類の方式の違い（会計基準）

東京都方式 統一的な基準

有
形
固
定
資
産

評価基準 ・ 原則として取得原価（取得年度に
関わらない）

・ 取得原価でないもの
 取得原価不明な場合：推計原価
 H18年以前取得のインフラ資産

　土地⇒面積×推計単価
　構造物⇒再調達価格×物価指数

・ 原則として取得原価
・ 取得原価でないもの
S59年以前取得又は取得原価不明の場合
 事業用資産：再調達原価
 インフラ資産（原則）：再調達原価
 インフラ資産（うち道路、河川、水路
敷地）：備忘価格１円

償却 ・ 原則として毎会計年度減価償却
・ 一部インフラ資産（道路等）は取
替法

・ 毎会計年度減価償却
・ 取替法は原則適用なし（自治体判断で適

用も可）
（出所） 東京都（2020）「東京都の新たな公会計制度解説」、総務省（2019）統一的な基準による地方公会計

マニュアル（令和元年８月改訂）をもとにMURC作成

なお、異なる団体間の財務書類を比較する上では、評価方法の相違等に留意
することが必要である。各団体の財務書類において採用されている評価方法に
ついては、注記等において記されているところである。
厳密には、評価方法が全く同一の団体間でなければ正しい比較にはならな
い。例えば道路等における取替法/減価償却法の相違、備忘価格１円/推計原
価の相違については、ストック・フロー双方への影響が大きい。比較対象とな
るストック・フロー全体に対する評価方法の相違がみられるストック・フロー
の割合が大きい場合には、異なる評価方法が採用されている団体間では、対象
資産を除いたうえで比較することが考えられる。ただし、影響の小さな評価方
法の相違については、捨象した上で、比較することは考えられる。

【参考：償却方法の相違】
　有形固定資産の償却について、取替法と減価償却の相違を下記に示す。
　取替法は減価償却を行わず、取替に要する費用を費用として計上するものである。
固定資産の評価額は原則として取得時から変わらない。なお、企業会計においても、
同種の物品が多数集まって
一つの全体を構成し、老朽
品の部分的取替を繰り返す
ことにより全体が維持され
るような固定資産において
取替法が採用されうる。

図表2-4　償却方法の相違
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② 会計基準

図表２-3 財務書類の方式の違い（会計基準）

東京都方式 統一的な基準

有

形

固

定

資

産

評価基準  原則として取得原価(取取得得年年
度度にに関関わわららなないい) 

 取得原価でないもの
 取取得得原原価価不不明明なな場場合合：：推推

計計原原価価
 HH1188 年年以以前前取取得得ののイインンフフ

ララ資資産産
土土地地⇒⇒面面積積××推推計計単単価価
構構造造物物⇒⇒再再調調達達価価格格××物物
価価指指数数

 原則として取得原価
 取得原価でないもの

SS5599 年年以以前前取取得得又又はは取取得得原原価価
不不明明のの場場合合
 事事業業用用資資産産：：再再調調達達原原価価
 イインンフフララ資資産産((原原則則))：：再再

調調達達原原価価
 イインンフフララ資資産産((ううちち道道路路、、

河河川川、、水水路路敷敷地地))：：備備忘忘価価
格格１１円円

償却  原則として毎会計年度減価償
却

 一一部部イインンフフララ資資産産（（道道路路等等））はは
取取替替法法

 毎会計年度減価償却
 取取替替法法はは原原則則適適用用ななしし（自治

体判断で適用も可）

(出所)東京都(2020)「東京都の新たな公会計制度解説」、総務省(2019) 統一的な基準による地方公会計マ

ニュアル （令和元年８月改訂）をもとに MURC作成

なお、異なる団体間の財務書類を比較する上では、評価方法の相違等に留意

することが必要である。各団体の財務書類において採用されている評価方法に

ついては、注記等において記されているところである。

厳密には、評価方法が全く同一の団体間でなければ正しい比較にはならない。

例えば道路等における取替法/減価償却法の相違、備忘価格 1 円/推計原価の相

違については、ストック・フロー双方への影響が大きい。比較対象となるストッ

ク／フロー全体に対する評価方法の相違がみられるストック／フローの割合が

大きい場合には、異なる評価方法が採用されている団体間では、対象資産を除い

たうえで比較することが考えられる。ただし、影響の小さな評価方法の相違につ

いては、捨象した上で、比較することは考えられる。

【【参参考考：：償償却却方方法法のの相相違違】】

有形固定資産の償却について、取替法と減価償却の相違を下記に示す。

取替法は減価償却を行わず、取替に要する費用を費用として計上するものである。固

定資産の評価額は原

則として取得時から

変わらない。なお、

企業会計において

も、同種の物品が多

数集まって一つの全

体を構成し、老朽品

の部分的取替を繰り

返すことにより全体

が維持されるような

図表２-4 償却方法の相違

取
替
法

 減価償却⇒行わない
 取替に要する費用⇒収益的支出(修繕費等)とし
て処理

減
価
償
却

 減価償却⇒行う
 修繕等に要する費用
 価値を高める・耐用年数を延長させる等：資
本的支出として処理

 通常の維持管理等：収益的支出として処理

取得時から変
わらない

減価償却等に
より取得時から

変わる

取替に要する
費用

減価償却費＋
収益的支出

B/S上の評価額 P/L上の費用
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（3）主な先行事例

財務書類の活用については下記の事例などがある。※詳細は【調査研究内容編】P.68
～79参照）

図表2-5　財務書類の活用に関する主な先行事例

自治体名 事例の概要

町田市 セグメント分析等の内部マネジメントへの活用を早くから組織的に実践し、全庁的
に定着しており
・�決算課別・事業別・会計別の行政評価シートの作成、同シートを用いた新型コロ
ナウイルス感染症の影響の分析、10か年分のデータ分析による中長期的な課題の
抽出

・�比較分析表を用いた同種施設の複数の単位あたりコスト等の相互比較・分析によ
る、運営コストの削減等の取組

・�全組織、全職員による日々仕訳の実施による、行政評価シートの作成・公表（４
月～８月）、決算審査（９月）、予算編成（10月以降）など通年における財務書類
の活用

・�議会決算審査での課別・事業別・会計別行政評価シートなどを用いた議論におけ
る活用

・�予算編成における課別・事業別・会計別行政評価シートを用いた事業の有効性や
効率性の検証、予算の見直し

・�事業別財務書類に新地方公会計情報を組み込むことによるストックマネジメント
の実践

などを実施し、課題解決や市民サービス向上に寄与している。

板橋区 ・�施設の主要な部位の更新を行った際には、財務会計システム上の支出情報と連動
して、固定資産台帳の情報が更新する仕組みとしている。

・�有形固定資産減価償却率の推移については、国のインフラ長寿命化基本計画にお
ける「公共施設等総合管理計画」及び「個別施設毎の長寿命化計画」に対応する
ものとして位置づけている「いたばし№１実現プラン�2025」の「第６章　公共
施設等ベースプラン」の資料編に掲載している。

大阪市 ・�所管課における自律的な活用を促すため、汎用的な活用例を作成しており、テー
マとして債権回収対策の重点化等の債権管理の強化、施設管理コストの低減化等
の資産管理の効率化、業務のシステム化の検討、施設更新手法の検討を扱ってい
る。

・�令和５年度予算から新たに民間委託化やシステム化を行う場合において、市政改
革室・会計室から財務書類のデータを活用した「フルコストによる施策・事業の
見直し検証シート」の活用を所管課に依頼できる制度を導入している。

・�持続可能な施設マネジメントに向けた新地方公会計制度の活用として、一定規模
以上の一般施設（学校施設、市営住宅及び特別会計施設を除く施設）については、
建物の基本情報に加え、新地方公会計制度に基づくコスト情報を取り入れた資産
カルテを作成し、資産情報の見える化に努めている。

四日市市 行財政改革課が保有する「公会計決算書作成システム」に基づいて固定資産台帳及
び財務書類を作成し、
・�施設別行政コスト計算書の作成・公開
・�予算科目と財務会計科目を一対一対応とすること、データ入力を税理士に外部委
託することなどによる財務書類作成の効率化

などを実施している。
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2-2．特別区へのアンケート調査� ※詳細は【調査研究内容編】P.80～118を参照

（1）調査概要

①調査目的
複式簿記・発生主義会計に基づく財務書類の活用策に関する各区の実情や取
組み・課題等について調査するとともに、財務書類（データ）を収集する。

②調査対象
23区（各区　企画・財政担当課長宛て）

③調査方法
『特別区長会調査研究機構「複式簿記・発生主義会計に基づく財務書類の活
用策」研究会　リーダー 宮脇 淳』名にて、電子メールにて依頼状及びアンケー
ト調査票（ワードファイル）を送付し、電子メールにて回答票（ワードファイ
ル）を回収した。

④調査期間
令和５年５月26日（金）～令和５年６月23日（金）

⑤回収状況
回答区23区（回収率：100%）

（2）調査結果の概要

①財務書類・固定資産台帳の作成に関する庁内体制等について
・ 財務書類と固定資産台帳の作成の担当課・担当者を兼ねる区が多く、担当者
が１～２名の区もある。主たる担当者の平均在職年数は１～３年程度と短
い区が多いが、中には５年程度と長期になっている区もあり、専門性の確保
に一定の認識・配慮をしているものと考えられる。また、当該担当の専門職
を会計年度任用職員として雇用している区もある
・ 主な課題としては、マンパワー不足・経験不足があげられており、それに起
因する担当者の引継ぎやチェック体制の不備・不安をあげる区が多い。ま
た、意識やスキルが施設所管課の担当者まで浸透していないことや、それに
起因する担当者の引継ぎやチェック体制の不備・不安なども課題としてあげ
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られている。固定資産台帳の作成に関しては、現地確認等の体制確保や繁忙
期となる資産登録期のマンパワー不足等があげられている。

②財務書類の作成
・�東京都方式を採用している区は７区であり、すべてが統一的な基準（総務省）
への組替えを行い、公表している。
・�仕訳方法については、日々仕訳が14区と多くを占める。統一的な基準で作
成していても、日々仕訳を採用しているケースが約半数を占める。
・�固定資産台帳に施設コードを設定している区は９区で、事業コードを設定し
ている区は４区となっている（うち２区は双方を設定）。
・�財務書類の作成・更新における体制面以外の課題については、「日々仕訳の
考え方・作業が定着していないこと」「資産管理や予算編成への活用が進ん
でいないこと」「セグメント分析が進んでいないこと」「他自治体との比較が
難しい・できていないこと」「作業量が多いこと」などがあげられている。
・�固定資産台帳の作成・更新における体制面以外の課題としては、「耐用年数
と使用可能年数の乖離が大きいこと」「公有財産台帳及び道路台帳との連携
ができていないこと」「固定資産台帳の精度が低いこと」「資本的支出と修繕
費の区分ができていないこと」「資産計上の単位が統一されていないこと（特
に附属設備や工作物）」「除却処理ができていないこと」「システム連携がう
まくできていないこと」などがあげられている。

③財務書類及び固定資産台帳の活用状況
・�「活用意向・期待度」が高い項目については、「現在の活用状況」も高いとい
う相関関係が見られる。新地方公会計の導入から一定期間が経過しており、
総務省や東京都の研究会等において財務書類等の活用に関する研究が進めら
れてきていることから、自治体においても一定の取組・試行が進んできてい
るものと考えられる。ただし、「現在の活用状況」が、５段階評価で３を超え
ている項目はほとんどなく、活用が十分に進んでいるという状況にはない。
・�最も活用度が高くなっている項目も「区民へのわかりやすい情報公開の資料
として活用」や「議会の決算審査における説明資料として活用」といった項
目であり、アカウンタビリティの分野から財務書類の活用が進みつつある状
況である。「公共施設マネジメントや行政評価におけるセグメント分析」に
関しては、施設別や事業別の行政コスト計算書を作成・活用する取組が広が
りつつある。「予算編成」に関しては、活用意向・期待度は高いものの、実
際に活用している事例はほとんどないため、活用事例が出始め、活用イメー
ジが広がれば、さらに活用意向・期待度が高まることも考えられる。
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・ 以上から、財務書類の活用は「アカウンタビリティ」から「マネジメント」
へとステージが移りつつあるといえる。「マネジメント」の中でも、活用意
向・期待度が高く、先進的な取組が進みつつあるセグメント分析（公共施設
マネジメント及び行政評価）について、先進事例をもとに実践的な取組を広
げることを核として、潜在的な活用意向・期待度が高い予算編成における活
用について試行的・モデル的な取組を展開していくことが、さらなる活用の
促進に有効であると考えられる。

図表2-6　財務書類及び固定資産台帳の「活用意向・期待度」と「現在の活用状況」（単一回答）

16



④財務書類の活用における期待と課題
・ 財務書類の活用における期待としては、わかりやすい公表や説明といったア
カウンタビリティの向上、職員におけるコスト意識や費用対効果に対する意
識の向上、持続可能な財政運営や事業の見直し・事業のスクラップ＆ビルド
につながること、財務書類の活用による分析力の向上（発生主義による財政
力の分析、事業検証ツールとしての活用、施設規模に見合った行政サービス
のチェック等）があげられている。
・ 財務書類の活用における課題としては、基準や指標などがバラバラで団体間
比較が難しいこと、全庁的な理解や気運が高まっていないこと、職員の事務
負担が大きいこと、現実的な実務への活用方法が確立されていないこと、固
定資産台帳や減価償却費等のデータの精緻化が必要なことなどがあげられて
いる。

⑤財務書類の活用に向けた今後の方向性
・ 他自治体の先進事例や研究会など、さらなる活用方法の研究を検討していく
とする区が多い。事業評価への活用の意向や、自治体間比較の意向をあげる
区も見られる。
・ 課題としては、職員の意識・知識や区民認知度の向上などがあげられてい
る。また、現状であまり活用されておらず、区としての活用意思を明確にす
ることも必要といった指摘も見られる。
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第3章

仮説の設定



第３章 仮説の設定

3-1．具体的な活用に向けた基本的な考え方

（1）活用のニーズ

特別区へのアンケート調査の結果、「総務省が示す指標を設定・分析」といっ
た財務指標の設定・分析、議会・区民への説明資料としての活用（アカウンタ
ビリティ）については、特別区担当者からの期待が高く、活用度も高かった。
他方、公共施設マネジメントへの活用（施設別の行政コスト計算書等の財務書
類の作成等）、予算編成への活用（予算編成におけるコスト情報に活用等）、行
政評価への活用（事業別行政コスト計算書等の財務書類を作成し、参考資料と
して行政評価に活用等）については、特別区担当者からの期待が高いものの、
活用度は低かった。
これまで新地方公会計制度の導入・活用が進められてきたところであるが、
行政外部に対するアカウンタビリティ面での活用は進められてきているもの
の、行政内部でのマネジメント面での活用は十分に進められてきていないとい
える。少子高齢化の進展等に伴って財政状況が更に厳しくなるとともに、働き
手の減少により、効率的・効果的な行政サービスを実現する必要が高まる。効
率的・効果的な行政サービスの実現に向け、内部マネジメント面で公会計情報
（財務書類・固定資産台帳）の活用を進めていくことが望ましい。本調査にお
いては、主に内部マネジメント面で新地方公会計情報を活用することを主眼に
置き、特別区の担当者が、実務において実際に取り組むことが可能な方策を検
討する。

（2）内部マネジメントに係る新地方公会計情報の活用

区政運営における活用策として、内部マネジメント、つまり行政における意
思決定のための検討材料としての活用策を検討する。すなわち、官庁会計によ
る情報に加えて、追加的・補足的・複眼的な視点を提供することで、これまで
よりも多角的な検討を行えるようにし、より適切な意思決定に資することを活
用の意義として捉えることが重要である。
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3-2．活用の視点と具体的な活用法・イメージ
新地方公会計情報の活用場面としては、①予算編成、②行政評価、③公共施
設マネジメント、④財政運営が想定される。
それぞれにおける具体的な活用イメージとしては、下図のように短期・長期
で分けた上で、第４章においてケーススタディを設定し、具体的に検討する。

図表3-1　財務書類の活用の視点と具体的な活用法・イメージ

行政評価

財政運営

短 期 長 期

維持・改修費の査定

事業別コスト分析

区債発行限度額の算定

中長期的な目標・方針の設定

活用場面

公共施設マネジメント

施設別コスト分析

将来コストの推計

使用料の算定

予算編成

基金積立額の算定

図表３－１
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第４章 ケーススタディ

4-1．ケーススタディの設定

（1）内部マネジメントに活用できる新地方公会計情報（財務書類・固定資産台帳）

官庁会計だけでは得られないが、新地方公会計情報（財務書類・固定資産台
帳）によって得られる情報として、資産に関わる情報、特に減価償却費があげ
られる。減価償却費を用いることにより、現在の資産の老朽化度合いを知るこ
とで施設の改修等の必要性を把握することや、施設・事業のフルコストを把握
することが可能となる。
なお、資産の老朽化度合いや、施設・事業のフルコストに関しては、官庁会
計においても耐用年数を用いることにより算定することは可能であるが、減価
償却費を用いることで、経年変化等についてより適切な情報が入手できる。

図表4-1　減価償却費を用いるメリット

官庁会計での代替 減価償却費を用いるメリット

資産の老朽化度
合いを知りたい

耐用年数と取得日をもとに老朽
化度合いを算定する。

減価償却累計額を用いた有形固
定資産減価償却率では、施設改
修等の情報も加味した計数とな
る。

施設・事業のフ
ルコストを知り
たい

人件費・委託費・維持管理費等
の当年度の支出を合わせて「フ
ルコスト」として算定する。
⇒施設整備費等は含まれず、施
設・事業のコストとは言えない。

左記に加えて、公共施設を利用
する費用としての「減価償却費」
を含めた計数となる。
⇒施設整備費等も加味したコス
トとなる。

（2）ケーススタディの設定

こうした減価償却費の活用に特に着目し、ケーススタディを設定する。
特別区へのアンケート調査においては、財務書類の活用は「アカウンタビリ
ティ」から「内部マネジメント」へとステージが移りつつあることがわかった。
その中でも、セグメント分析（公共施設マネジメント・行政評価）及び予算編
成における活用に対する活用意向・期待度が高く見られたため、予算査定に関
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わるものとして「維持・改修費の査定」、予算査定に加えて公共施設マネジメ
ント・行政評価に関わるものとして「施設別コスト分析」、さらに財政運営に
関わるものとして「基金積立額の算定」について、ケーススタディを実施する。

図表4-2　ケーススタディの設定
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4-2．ケーススタディの結果の概要

（1）維持・改修費の査定  ※詳細は【調査研究内容編】P.119を参照

①ケーススタディの概要
①-1）目的・活用シーン

活用の目的
・ 減価償却費の情報を活用して、施設別に有形固定資産減価償却率や当
期減価償却費・減価償却累計額を算出し、改修費等を含む精緻な老朽
化状況を施設間で比較することで、施設の維持・改修の優先順位を検
討する判断材料とし、維持・補修費の予算編成の意思決定に用いる。

具体的な活用シーン例
・ 営繕部門または施設所管課による点検・現場確認等に基づく優先順位
だけでなく、有形固定資産減価償却率を比較し、より老朽化度が進ん
でいる施設の維持・補修の必要性を加味して予算編成の検討を行う。

・ 維持・補修費の予算要求額について、当期減価償却費や減価償却累計額を
比較し、適切な維持・補修費の額を検討する材料の一つとして活用する。
・ 施設所管課において、有形固定資産減価償却率や当期減価償却額を基
に、施設の維持・補修の必要性を再検討し、維持・補修費の予算要求
を行う際の根拠の一つとして活用する。

①-2）ケーススタディの実施内容

図表4-3　ケーススタディの実施内容（フロー）
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４－２．ケーススタディの結果の概要

（（１１））維維持持・・改改修修費費のの査査定定

① ケーススタディの概要

①-1）目的・活用シーン

活用の目的

・減価償却費の情報を活用して、施設別に有形固定資産減価償却率や当期

減価償却費・減価償却累計額を算出し、改修費等を含む精緻な老朽化状況

を施設間で比較することで、施設の維持・改修の優先順位を検討する判断

材料とし、維持・補修費の予算編成の意思決定に用いる。

具体的な活用シーン例

・営繕部門または施設所管課による点検・現場確認等に基づく優先順位だ

けでなく、有形固定資産減価償却率を比較し、より老朽化度が進んでいる

施設の維持・補修の必要性を加味して予算編成の検討を行う。

・維持・補修費の予算要求額について、当期減価償却費や減価償却累計額を

比較し、適切な維持・補修費の額を検討する材料の一つとして活用する。

・施設所管課において、有形固定資産減価償却率や当期減価償却額を基に、

施設の維持・補修の必要性を再検討し、維持・補修費の予算要求を行う際

の根拠の一つとして活用する。

①-2）ケーススタディの実施内容

図表４-3 ケーススタディの実施内容（フロー）

施設ごとに取得価額と減価償却累計額
を抽出し、有形固定資産減価償却率を

算出する

固定資産台帳の情報をもとに、
施設ごとに減価償却費をリンクさせる

施設ごとに、有形固定資産減価償却率及
び当期減価償却額と、所管課による維持

補修費・施設管理費を比較する
（可能であれば経年比較する）

※詳細は【調査研究内容編】P.110を参照
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②ケーススタディの結果概要

・�施設の老朽化状況は、営繕部門または施設所管課による点検等に基づ
く現場の状況が最重要になるが、限られた予算の中で判断に迷う事案
等、施設の老朽化状況を客観的に判断し、優先順位づけを行うための
一つの指標としては活用できる可能性がある。

・�ただし、現場で確認する実際の老朽化状況を超える視点を提供するも
のではなく、あくまでも判断の補足として活用する一指標に過ぎない。
対外的な説明に使うことにより、本来とは異なる受け取られ方をして
しまう可能性もあるため、積極的に活用できるものとはいえない。

図表4-4　施設別の有形固定資産減価償却率の比較
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② ケーススタディの結果概要

・施設の老朽化状況は、営繕部門または施設所管部門による点検等に基づ

く現場の状況が最重要になるが、限られた予算の中で判断に迷う事案等、

施設の老朽化状況を客観的に判断し、優先順位づけを行うための一つの

指標としては活用できる可能性がある。

・ただし、現場で確認する実際の老朽化状況を超える視点を提供するもの

ではなく、あくまでも判断の補足として活用する一指標に過ぎない。対外

的な説明に使うことにより、本来とは異なる受け取られ方をしてしまう

可能性もあるため、積極的に活用できるものとはいえない。

図表４-4 施設別の有形固定資産減価償却率の比較

＜留意点＞

・予算要求・予算査定のエビデンスに占める割合としてはそこまで大きい

ものではないため、実際の必要性を検討する必要があり、作業負担と必要

性の費用対効果の検証が求められる。

③ ケーススタディ結果に対する研究会参加区担当者のコメント

■財政課職員が査定に活用できる可能性と限界

・ 技術的な視点が十分でない財政課職員が、財務情報等の分かりやすい数値の

指標を使い、査定に活用していくことは望むところである。

・ ただ、実際の所管からの要求は、施設に関しての空調や外壁、便所等といっ

た個別箇所で要求をしてくるため、活用が難しいように思える。改築、大規

模改修であれば活用が可能か。

・ 営繕担当部署が現場を見て判断しているため、工事の必要性について、減価

償却などの数値だけを見て判断するのが難しい。

0%

20%

40%

60%

80%

100%

施設Ａ 施設Ｂ 施設Ｃ 施設Ｄ 施設Ｅ 施設Ｆ 施設Ｇ 施設Ｈ

有形固定資産減価償却率(％) 平均値

＜留意点＞
・�予算要求・予算査定のエビデンスに占める割合としてはそこまで大き
いものではないため、実際の必要性を検討する必要があり、作業負担
と必要性の費用対効果の検証が求められる。

③ケーススタディ結果に対する研究会参加区担当者のコメント
■財政課職員が査定に活用できる可能性と限界
・�技術的な視点が十分でない財政課職員が、財務情報等の分かりやすい数値の
指標を使い、査定に活用していくことは望むところである。
・�ただ、実際の所管からの要求は、施設に関しての空調や外壁、便所等といっ
た個別箇所で要求をしてくるため、活用が難しいように思える。改築、大規
模改修であれば活用が可能か。
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・ 営繕担当部署が現場を見て判断しているため、工事の必要性について、減価
償却などの数値だけを見て判断するのが難しい。

■公共施設等総合管理計画や修繕計画による総合的な判断が優先
・ 維持、改修費の工事単価は過去の工事と比べて判断することはあるが、全体
としては公共施設等総合管理計画の中で総合的に判断している。参考にはな
るかもしれないが、査定で活用することは難しい。
・ 中長期のある程度大きな規模における修繕計画については、計画全体に対し
ての査定となるため、施設ごとのデータを活用する余地がない。
・ 各施設を管理する所管が予算を保有する軽微な修繕・修理計画についても、
技術的な知識を持った職員が施設の経年数等を考慮の上で計画を立てている
ので、財務書類のデータの中でも経年具合に関する内容については査定で使
用できる余地はないように思える。

■過去・将来の情報の必要性
・ 過年度の情報だけではなく、将来の情報も必要ではないか。
・ 過去の毎年度の維持補修費が出せるのであれば、参考資料としては有用であ
ると思えるが、その数値を出すのに苦慮するようであれば、わざわざ出す必
要があるかは疑問が残る。
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（2）施設別コスト分析  ※詳細は【調査研究内容編】P.120 ～ 133を参照

①ケーススタディの概要
①-1）目的・活用シーン

活用の目的
・ 施設別に減価償却費や引当金等を含めたフルコストを算出し、フルコ
ストで比較分析することで、施設の運営方法の見直しや改修・建替え
等の優先順位の検討、統廃合の方針の検討などの意思決定に用いる。

具体的な活用シーン例
・ 同種の施設同士で単位あたりコストを比較し、コストのかかっている
施設／コストのかかっていない施設を明確にし、その違いからコスト
の改善策を検討する。

・ 有形固定資産減価償却率を比較することで、施設の老朽化度を明確に
し、改修・建替えの優先度の判断材料とする。

・ 単位コストと有形固定資産減価償却率をクロス分析することで、施設
の統廃合の判断材料とする。

・ 単位コストを民間施設と比較することで、民営化や指定管理者制度の
導入等の民間活力活用の判断材料とする。

・ 他の自治体と単位コストや有形固定資産減価償却率を比較することで、
他の自治体と単位コストや運営方法、老朽化状況等の差異を比較する
ことができ、より効率的な手法やサービス向上に向けた検討に活用す
る。
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①-2）ケーススタディの実施内容

図表4-5　ケーススタディの実施内容（フロー）
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①-2）ケーススタディの実施内容

図表４-5 ケーススタディの実施内容（フロー）

② ケーススタディの結果概要

＜自治体内比較＞

・図書館ごとに単位コストのばらつきがあり、コストのかかっている施設／

コストのかかっていない施設が明確になった。両者を比較することによ

り、コスト要因が明確になり、コストの改善策を検討できる可能性があ

る。

・施設１㎡あたりコストと貸出数１冊あたりコストでは、貸出数の方が図書

館による差が大きいため、後者の方のばらつきが大きい。

・減価償却費は、図書館によりかなりばらつきがあり、単位コストとの相関

関係は特に見られない。

「図書館事業」を取り上げる

図書館ごとの
「施設別行政コスト計算書」
（令和４年度）を作成する

分析に必要な
非財務情報を収集する

（施設面積、貸出数、蔵書数、
開館日数、来館者数等）

図書館ごとの「単位コスト」
を算出する

自治体内の図書館ごとの
比較分析を行う

自治体間の図書館の
比較分析を行う

研究会参加区
で実施

研究会参加区で
実施した結果を
持ち寄り実施

②ケーススタディの結果概要

＜自治体内比較＞
・ 図書館ごとに単位コストのばらつきがあり、コストのかかっている施
設／コストのかかっていない施設が明確になった。両者を比較するこ
とにより、コスト要因が明確になり、コストの改善策を検討できる可
能性がある。

・ 施設１㎡あたりコストと貸出数１冊あたりコストでは、貸出数の方が
図書館による差が大きいため、後者の方のばらつきが大きい。

・ 減価償却費は、図書館によりかなりばらつきがあり、単位コストとの
相関関係は特に見られない。
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図表４-6 施設１㎡あたりコストの施設間の比較

※アルファベットは区を表し、番号は図書館番号を表す（以下同様）。

図表４-7 貸出数１冊あたりコストの施設間の比較
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図表4-8　施設面積１㎡あたりコストと減価償却費の分析
図表４-8 施設面積１㎡あたりコストと減価償却費の分析
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＜自治体間比較＞
・ 自治体規模によってコスト総額は異なるため、単位あたりコストに着
目した比較が有用である。施設１館あたりのコストで比較すると、運
営方法等によるコストの差異が分かるため、運営方法の見直し等への
活用が期待できる。

・ 住民１人あたりコスト、施設１㎡あたりコスト及び貸出数１冊あたり
コストで傾向の違いが見られる。例えば、D区は全般的に単位コストが
低く、B区は住民一人あたりのコストでは高いが貸し出しが多いため貸
出数１冊あたりのコストは低い。C区は住民１人あたりコストは低いが
施設１㎡あたりコスト及び貸出数１冊あたりコストは高い。

・ 有形固定資産減価償却率については、A区が低く、その他の区はほぼ差
が見られなかった。
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図表4-9　住民１人あたりコストの比較図表４-9 住民１人あたりコストの比較

図表４-10 施設１㎡あたりコストの比較
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図表4-11　貸出数１冊あたりコストの比較図表４-11 貸出数１冊あたりコストの比較

図表４-12 有形固定資産減価償却率の比較
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図表4-13　住民１人あたりコストと住民１人あたり貸出数の分析
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図表４-13 住民１人あたりコストと住民１人あたり貸出数の分析
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図表4-15　施設別行政コスト計算書作成の前提条件

項目 内容

人件費の配賦方法
各施設の配置人員や定数をもとに配賦する。
退職給付引当金・賞与等引当金については、職員１人あた
りの額を施設別の職員数に乗じて算出する。

共通経費の按分方法

・施設維持管理経費
　施設面積で按分して配賦する。
・施設で実施している事業に要する経費
　図書館事業は蔵書数で按分して配賦する。

指定管理施設経費の
取扱い

分かる範囲で各経費に分割する。
難しいようであれば（公会計担当課で分からないようであ
れば）、物件費で処理する。
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・ 今回のケーススタディにおける施設別分析は、財務書類の具体的な活
用策を検討するために実施したものであり、公会計担当課が歳入歳出
執行伝票データから事業内容等を判断して図書館事業で発生したこと
が考えられる費用を集計している。

・ 財務書類の具体的な活用策の検討に向けて算出した一定の根拠のある
数値ではあるが、公表されている決算書や事業概要等の資料と一致し
ないことがある。

・ 自治体間比較を行う際の前提として、予算事業の単位や構成、人件費
単価は各区で異なるため、精緻な比較を行う場合には、コストの考え
方や単価の統一などの整理が必要である。

・ 特に人件費については、職員を本庁に配置するケースや中央館に配置
するケースがあったり、会計年度任用職員を配置したり、指定管理者
制度や窓口業務の委託など民間活力を活用するケースなど、区による
違いが大きく表れている。

③ケーススタディ結果に対する研究会参加区担当者のコメント
■所管部署の作業・専門性、所管部署の協力
・ 作業に一定程度の負荷がかかる。
・ 所管部署に財務情報（新地方公会計）の知識が求められる。
・ 本来、図書館事業で発生した費用については、担当部署で作成する必要があ
るが、活用方法が明確になっていない時点では担当部署の協力を得づらい状
況である。
・ そもそも図書館で発生している歳入歳出か否かについては担当所管に確認す
る必要があるが、確認等をしておらず、網羅的・正確に集計できているかは
不明である。

■中央図書館と地区図書館の区分
・ 事業区分として中央図書館と地区図書館が分かれており、その区分で按分を
した結果、中央図書館のコストが圧倒的に高くなっているケースがある。中
央図書館の予算の中に本来は地区館のコスト分として計上するのが望ましい
ものが含まれている（按分が難しいため）。所管の協力等があればより精緻
な分析が期待できる。
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■経費の按分
・�光熱水費など個別施設単位で集計できない経費や複合施設で正確に算出する
ことができない経費があることから、100%の正確性があるわけではなく、
比較するためのデータであることを認識しておく必要がある。

■分析の位置付け
・�コストの比較だけでなく、各自治体の業務手法や特徴的な事例を共有するこ
とにより、各区の業務改善やサービスの向上にもつなげることができる。
・�財務書類担当ではコスト比較が目的になってしまうため、分析まで行うに
は、各事業所管も含めて実施することが重要であると考える。

■分析の限界
・�自治体によって予算科目や事業実施方法が異なるので、分析する事業ごとに
作成基準を設定する必要があり、手間・労力と効果のバランスを意識する必
要がある。
・�新地方公会計を用いた分析は、その自治体の状況を浮き彫りにし、改善の余
地のある項目を明確にするだけで、具体的な中身を改善できるわけではな
い。
・�前提条件の整理が分析の肝であり、中途半端な整理で比較すると実態と乖離
し、数字が独り歩きすることによるハレーションが懸念される。
・�今回のケーススタディでは単年度のみの分析であり、限られた分析内容にと
どまっている。

■行政評価との違い
・�公会計はフルコスト等コスト情報を提示する手段に過ぎないので、行政評価
は切り離して考えた方がよい。
・�行政評価に関しては、公会計とは別の視点からさらなる検討が必要である。
・�官庁会計のコストを使ったとしてもコスト情報が変わらない分野もあるので
はないか。

37

複式簿記・発生主義会計に基づく財務書類の活用策

第１章
1-1.
1-2.
1-3.

第２章
2-1.
2-2.

第３章
3-1.
3-2.

第４章
4-1.
4-2.

第５章
5-1.
5-2.
5-3.

調査研究内容編

おわりに

参考資料編



（3）基金積立額の算定  ※詳細は【調査研究内容編】P.134 ～ 139を参照

①ケーススタディの概要
①-1）目的・活用シーン

活用の目的
・ 施設整備に関する特定目的基金の積み立てについて、固定資産台帳に
おける減価償却費の情報を活用することで、後年度に発生する施設整
備負担に対して、現状の基金積立額が適切であるか、基金積立額の妥
当性を判断することに用いる（基金積立ルールを客観的なデータに基
づき作成する。）。

具体的な活用シーン例
・ 施設整備に関する特定目的基金について、毎年度の適切な積立額を当
期減価償却費の額から算出し、当期の基金繰入額の目安とする。

・ 施設整備に関する特定目的基金について、確保することが望ましい年
度末残高を減価償却累計額から算出し、基金積立の目標とする。

①-2）ケーススタディの実施内容

図表4-16　ケーススタディの実施内容（フロー）
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（（３３））基基金金積積立立額額のの算算定定

① ケーススタディの概要

①-1）目的・活用シーン

活用の目的

・施設整備に関する特定目的基金の積み立てについて、固定資産台帳にお

ける減価償却費の情報を活用することで、後年度に発生する施設整備負

担に対して、現状の基金積立額が適切であるか、基金積立額の妥当性を判

断することに用いる（基金積立ルールを客観的なデータに基づき作成す

る。）。

具体的な活用シーン例

・施設整備に関する特定目的基金について、毎年度の適切な積立額を当期

減価償却費の額から算出し、当期の基金繰入額の目安とする。

・施設整備に関する特定目的基金について、確保することが望ましい年度

末残高を減価償却累計額から算出し、基金積立の目標とする。

①-2）ケーススタディの実施内容

図表４-16 ケーススタディの実施内容（フロー）

固定資産台帳の情報をもとに
基金別の将来の減価償却費及び
減価償却累計額を算定する

当期減価償却費相当額の25％※

を当初予算編成時の
基金繰入額の目標とする

減価償却累計額相当額の25％
を年度末残高の目標とする

※起債充当の上限が75％であ
ることが多いことを踏まえ、
25％を目標とする。

基金分類と固定資産台帳をリンクさせる
（固定資産台帳の各資産に基金分類を付与）

既存の償却資産
及び建設仮勘定に
おける固定資産

将来整備が
予定される
固定資産

※将来整備が予定される固定資産
については、共通の条件での算
定が難しいため、今回のケース
スタディにおいては対象外とした。

※詳細は【調査研究内容編】P.124～129を参照
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②ケーススタディの結果概要

○総額の推移（減価償却費及び減価償却累計額の25%）
図表4-17　A区における減価償却費及び減価償却累計額の25%の推移

35 

② ケーススタディの結果概要

○総額の推移（減価償却費及び減価償却累計額の 25％）

図表４-17 Ａ区における減価償却費及び減価償却累計額の 25％の推移

図表４-18 Ｂ区における減価償却費及び減価償却累計額の 25％の推移

図表４-19 Ｃ区における減価償却費及び減価償却累計額の 25％の推移
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図表4-18　B区における減価償却費及び減価償却累計額の25%の推移
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② ケーススタディの結果概要

○総額の推移（減価償却費及び減価償却累計額の 25％）

図表４-17 Ａ区における減価償却費及び減価償却累計額の 25％の推移

図表４-18 Ｂ区における減価償却費及び減価償却累計額の 25％の推移

図表４-19 Ｃ区における減価償却費及び減価償却累計額の 25％の推移
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図表4-19　C区における減価償却費及び減価償却累計額の25%の推移
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② ケーススタディの結果概要

○総額の推移（減価償却費及び減価償却累計額の 25％）

図表４-17 Ａ区における減価償却費及び減価償却累計額の 25％の推移

図表４-18 Ｂ区における減価償却費及び減価償却累計額の 25％の推移

図表４-19 Ｃ区における減価償却費及び減価償却累計額の 25％の推移
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図表4-20　D区における減価償却費及び減価償却累計額の25%の推移
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図表４-20 Ｄ区における減価償却費及び減価償却累計額の 25％の推移

図表４-21 Ｅ区における減価償却費及び減価償却累計額の 25％の推移

・ 適切に基金積み立てができているか確認するひとつの指標にはなると考

えられる。過去の工事実績に基づく積立なので、対外的にも説明しやす

い可能性がある。

・ 公共施設総合管理計画等を策定してから計算するよりも簡便に計算する

ことができ、毎年の更新の負担も少ない。数字で並べることで、基金の残

高が不足しているかどうか一目でわかる。減価償却累計額の何％に相当

する基金残高があるのかが見えわかりやすい。

＜留意点＞

・ 実際に必要な額よりも低く見積もられている可能性がある。

＊昭和 59 年度以前に取得した資産の取得価額を再調達原価で再計算し

ている。
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図表4-21　E区における減価償却費及び減価償却累計額の25%の推移
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図表４-20 Ｄ区における減価償却費及び減価償却累計額の 25％の推移

図表４-21 Ｅ区における減価償却費及び減価償却累計額の 25％の推移

・ 適切に基金積み立てができているか確認するひとつの指標にはなると考

えられる。過去の工事実績に基づく積立なので、対外的にも説明しやす

い可能性がある。

・ 公共施設総合管理計画等を策定してから計算するよりも簡便に計算する

ことができ、毎年の更新の負担も少ない。数字で並べることで、基金の残

高が不足しているかどうか一目でわかる。減価償却累計額の何％に相当

する基金残高があるのかが見えわかりやすい。

＜留意点＞

・ 実際に必要な額よりも低く見積もられている可能性がある。

＊昭和 59 年度以前に取得した資産の取得価額を再調達原価で再計算し

ている。
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・�適切に基金積み立てができているかを確認するひとつの指標にはなる
と考えられる。過去の工事実績に基づく積立なので、対外的にも説明
しやすい可能性がある。

・�公共施設総合管理計画等を策定してから計算するよりも簡便に計算す
ることができ、毎年の更新の負担も少ない。数字で並べることで、基
金の残高が不足しているかどうか一目でわかる。減価償却累計額の何%
に相当する基金残高があるのかが見えわかりやすい。
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＜留意点＞
・�実際に必要な額よりも低く見積もられている可能性がある。
＊�昭和59年度以前に取得した資産の取得価額を再調達原価で再計算し
ている。

＊�建築費用の上昇を積立額に反映できない。
＊�過去の資産について、資本的支出などが含まれていないものが多い。
＊�将来の施設整備を考慮しきれない。建設仮勘定に一部の経費しか計
上されていないケースもある。

・�実際に必要な額よりも高く見積もられている可能性がある。
＊�実際の使用年数に比べて耐用年数が短いため、例えば70年間使用す
る建物も47年間で積み立てることになる。

＊�道路等が適切に除却できていないため、除却済みの資産も一部減価
償却累計額にカウントされてしまっている。

＊�初度備品以外の物品やソフトウェアが含まれている。

③ケーススタディ結果に対する研究会参加区担当者のコメント
■昭和59年度以前に取得した資産の取扱い（特に学校施設）
・�昭和59年度以前に取得した資産の再調達原価が低いため、積立額も低くなっ
てしまう点については、減価償却費の積立割合で調整するか、固定資産台帳
の再調達原価を再計算することを検討すればよいのではないか。
・�学校施設については昭和59年度以前の建物が多く、実際の更新経費は減価
償却累計額の３倍以上かかる可能性がある。

■建築費用の上昇の反映方法
・�建築費用の上昇を積立額に反映できない点については、減価償却費の積立割
合で調整すればよいのではないか（建築単価が上がっているのであれば積立
割合を増やす等）。

■要積立額が過少であることを踏まえた係数の設定
・�逆にこれらを踏まえた上での割合ということで、その割合を係数として減価
償却費にかけることで、適正な積立額を算出することは可能であると考えら
れる。
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■固定資産台帳の正確性（特に道路等の資産の除却）
・�固定資産台帳の正確性がより求められる。
・�過去の資産については資本的支出などが含まれておらず、フルコストではな
い資産が大半を占めている。
・�減価償却費累計額を将来の基金残高計画に使おうとすると、除却が行われな
い分の累計額が積み重なり、年度が経つにつれて実際の減価償却累計額より
過大になる傾向があることから、向こう２～３年程度であれば扱えるかも
知れないが、それ以上先については難しいかも知れない。
・�固定資産台帳上の資産の除却を適切に行わないと減価償却累計額が高く見積
もられてしまう。特に、道路等の除却の事務をどのように行っていくか。道
路の除却を適切に行うことが困難なため、道路については専用の基金を設け
て、別のルールで積立をすることも考えられる。

■将来の施設整備・更新の取扱い
・�あくまでも過去の工事実績額を積み立てる仕組みであり、既存施設をそのま
ま更新する想定であるため、将来の施設計画や施設更新経費がどうなるかは
考慮されない。

■より多くの積み立てを行う場合の説明
・�減価償却費の25%以上を積立する場合にどのように説明を行うか。

■退職給付引当金を含めた考え方
・�退職給付引当金を基準にした基金への積立（要積立額＝固定資産減価償却累
計額＋退職給付引当金）の考え方もあるのではないか。

■基金の活用ルールの設定
・�積立をした上で、基金の活用のルールも作る必要があるのではないか。例え
ば、減価償却累計額を積立目標にするのであれば資産除却時にその減価償却
累計額分を取り崩すという考え方でよいかも知れない。

■全庁的な連携の必要性
・�固定資産台帳は管財部門、基金積立・繰入については財政部門、新地方公会
計制度については会計課と所管が分かれているため、実際に基金積立額の算
定をこのように行う場合は、全庁的な連携が必要となる（基金積立額算定
PTのような）。
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第5章

区政経営における
具体的な活用策の検討・提案



第５章 区政経営における具体的な活用策の検討・提案

5-1．具体的な活用策
本調査研究において、新地方公会計によって得られる情報、特に減価償却情
報を用いた活用場面を中心に、以下の内部マネジメントに係る場面を提案す
る。

図表5-1　新地方公会計の４つの活用場面と活用イメージ・活用メリット

活用場面 活用イメージ 新地方公会計の活用メリット

①�予算編成におけ
る参考情報とし
ての活用

減価償却情報に基づく有形固定
資産減価償却率を維持・改修費
の予算編成に用いる

減価償却費を用いることで、改
修費等を含む精緻な老朽化度合
いの算定が可能

施設別・事業別のフルコスト情
報（減価償却費含む）を施設・
事業の予算編成に用いる

減価償却費や引当金を含むこと
で、施設運営・事業実施に係る
フルコスト情報の算定が可能

施設別のフルコスト情報（減価
償却費含む）をもとに、施設使
用料の改定を行う

減価償却費や引当金を含むこと
で、施設運営に係るフルコスト
情報の算定が可能

②�公共団体全体に
おける財政運営
方針の検討にあ
たっての活用見
直し等

施設別のフルコスト情報（減価
償却費含む）をもとに、施設使
用料の改定を行う（再掲）

減価償却費や引当金を含むこと
で、施設運営に係るフルコスト
情報の算定が可能（再掲）

公共施設の維持・改修費や施設
整備費用の将来費用を推計する
ことで、基金積立額の検討・施
設総量の検討に用いる

減価償却累計額の情報を活用す
ることで、将来費用の推計額に
おける妥当性の確認が可能

一人あたり資産・負債・純資産
評価、基金の水準等を他団体と
比較することで、各団体におけ
る全般的な財政運営方針の見直
し等の意思決定に用いる

現金以外の資産情報・負債情報
等を把握することが可能
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活用場面 活用イメージ 新地方公会計の活用メリット

③�公共施設マネジ
メントに関わる
検討資料として
の活用

施設別コスト分析を用いて、効
率的な運営がなされている施設
等を抽出し、施設運営方法の見
直し等の意思決定に用いる

減価償却費や引当金を含むこと
で、施設運営に係るフルコスト
情報の算定が可能

施設別のフルコスト情報（減価
償却費含む）をもとに、施設使
用料の改定を行う（再掲）

減価償却費や引当金を含むこと
で、施設運営に係るフルコスト
情報の算定が可能（再掲）

公共施設の維持・改修費や施設
整備費用の将来費用を推計する
ことで、基金積立額の検討・施
設総量の検討に用いる（再掲）

減価償却累計額の情報を活用す
ることで、将来費用の推計額に
おける妥当性の確認が可能（再
掲）

④�行政評価におけ
る評価指標等と
しての活用

事業別のフルコスト情報（減価
償却費含む）を施設・事業の評
価に用いる

減価償却費や引当金を含むこと
で、施設運営・事業実施に係る
フルコスト情報の算定が可能
（再掲）

ただし、上記活用場面は全てすぐに実施できるものではない。まずは、減価
償却情報に着目し、本調査研究でケーススタディとして実施している項目を実
施してみることで、活用の第一歩を踏み出すことが重要である。後述する留意
点を踏まえつつ、実際に活用することで得られるメリットを確認しながら、行
政評価での活用等、活用の範囲を段階的に広げていくことが考えられる。

図表5-2　活用に向けたSTEP（例）
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活用場面 活用イメージ 新地方公会計の活用メリット

施設別のフルコスト情報(減

価償却費含む)をもとに、施

設使用料の改定を行う(再

掲) 

減価償却費や引当金を含むこと

で、施設運営に係るフルコスト情

報の算定が可能(再掲) 

公共施設の維持・改修費や施

設整備費用の将来費用を推

計することで、基金積立額の

検討・施設総量の検討に用い

る(再掲) 

減価償却費を用いることで、改修

費等を含む金額の算定が可能(再

掲) 

④行政評価における

評価指標等としての

活用

事業別のフルコスト情報(減

価償却費含む)を施設・事業

の評価に用いる

減価償却費や引当金を含むこと

で、施設運営・事業実施に係るフル

コスト情報の算定が可能(再掲) 

ただし、上記活用場面は全てすぐに実施できるものではない。まずは、減価償

却情報に着目し、本調査研究でケーススタディとして実施している項目を実施

してみることで、活用の第一歩を踏み出すことが重要である。後述する留意点を

踏まえつつ、実際に活用することで得られるメリットを確認しながら、行政評価

での活用等、活用の範囲を段階的に広げていくことが考えられる。

図表５-2 活用に向けた STEP（例）

複式簿記・発生主義に基づく新地方公会計を導入する
【全ての特別区において導入済】

予算編成や財政運営、公共施設マネジメントの場面で、減価償却情報
を活用する。
※本調査研究でケーススタディとして実施している【維持・改修費の査定】、
【施設別コスト分析】、【基金積立額の算定】等を想定。

本調査研究で実施したケーススタディを超え、将来コストの推計、事業別
コスト分析等を実施し、行政評価等にも活用する。

【STEP２】
減価償却情報を用いた

①予算編成、②財政運営、
③公共施設マネジメントでの活用

【STEP1】
新地方公会計の導入

[STEP３]
活用範囲の拡張

（予算編成・財政運営・公共施設マネジメン
トでの活用拡大＋行政評価）
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（1）予算編成における参考情報としての活用

予算編成プロセス（予算要求事項・予算要求額の精査、予算査定）において、
減価償却情報に基づく有形固定資産減価償却率、施設・事業別フルコスト情報
や施設間比較情報を参考情報として用いる。

■現行の対応
・ 予算編成プロセスにおいて、過去の実績値や現況確認の結果に基づき、
維持管理費や修繕費の算定（査定）や、施設間の優先順位付けを行っ
ている。
　⇒ 維持管理費や修繕費の算定（査定）、施設間の優先順位付けにあたっ

て、上記に加えて、新地方公会計情報を用いることができないか。

■新地方公会計情報の活用イメージ
・ 予算編成における維持管理費や修繕費の算定（査定）において、施設
間の優先順位付けを行う上での、修繕の必要性・緊急性を示す指標と
して有形固定資産減価償却率を用いる。（⇒【ケーススタディ（1）維持・
改修費の査定】）
・ 予算編成における維持管理費や修繕費の金額の妥当性を判断する上で、
施設別フルコスト情報や施設間比較情報を用いる。（⇒【ケーススタディ
（2）施設別コスト分析】）
・ 予算編成の前提として、公共施設の使用料の検討にあたって、当該施
設のフルコストを参考として算定する。
　※ いずれにおいても、公会計情報のみで判断するのではなく、現行の

予算査定において用いられている情報に併せて、総合的に判断する
ことを前提とする。

■新地方公会計情報を用いることのメリット
○減価償却情報を用いた有形固定資産減価償却率等の活用
・ 会計情報に基づく有形固定資産減価償却率（減価償却累計額／取得原
価）は、財務書類から容易に算定することが可能であり、かつ客観的
な指標である。
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○施設・事業別フルコスト情報、施設間比較情報の活用
・�減価償却費や引当金を含めることで、施設運営あるいは事業実施にか
かるフルコストを把握することが可能である。

　※�施設間の比較にあたり、施設面積や利用者数等の非財務情報を組み
合わせることで、単位あたりコストを算出し、分析に活用すること
ができる。

（2）公共団体全体における財政運営方針の見直し等

住民一人あたりの資産・負債・純資産等の財政状況、基金積立額の状況等を
区の財政運営方針の参考情報とする。

■現行の対応
・�区における財政指標としては、負債（特に区債発行額）が最重要視さ
れており、資産、純資産等は用いられていない。また、指標化したう
えで他団体と比較した水準比較はなされていない。

　⇒�新地方公会計情報（資産情報）を用いることで、資産規模や純資産
規模を指標とした団体間比較を行い、区が有する資産の適正な規模
を検討できないか。

・�基金積立額の算定にあたって、根拠となる基準がない。
　⇒�新地方公会計情報（資産情報・減価償却費情報等）を用いることで、

将来の施設更新需要の見込と連動した基金積立額の算定ができない
か。

■新地方公会計情報の活用イメージ
・�公共施設の維持・改修費や施設整備費用の将来費用を推計することで、
基金積立額の検討・施設総量の検討に用いる。基金積立額の算定にあ
たって、固定資産台帳の情報をもとにした基金種類別の将来の減価償
却費及び減価償却累計額を根拠とする。（⇒【ケーススタディ（3）基
金積立額の算定】）

・�区の財政状況を加味したうえで、区債発行の限度額を検討することも
考えられる。
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・ 一人あたり資産・負債・純資産額の指標を用いて、区における財政運
営方針（新規の投資的経費の要否、区有財産の売却の方向性の検討等）
の検討の参考情報とする。（⇒本調査研究における特別区間の比較）

　  資産規模に係る評価としては、各区の状況により一律の基準を設け
ることはできないが、一般論として以下の評価軸が考えられる。
◆ 資産：例えば住民一人あたり資産額が大きい場合には、区が有す
る施設等の規模が過大となっている可能性がある。施設の統廃合、
非保有方式 5の活用検討の端緒となりうる。
◆ 流動資産：一般論としては一定有する方が良い。
◆ 純資産：一般論としては規模が大きな方が良い。ただし、将来の
行政需要・財政の推移も加味したうえで、区民負担の軽減や行政
サービスの充実等を検討することはありうる。
◆ 負債：負債は小さい方が良い。【官庁会計のみによる評価も可】

■新地方公会計情報を用いることのメリット
○資産情報の活用
・ 資産情報を加味したうえでの財政運営方針の検討が可能となる。
・ 区債発行の限度の検討等にあたって、負債のみでなく資産情報も考慮
することが可能となる。ただし、区が保有する資産の中で償還財源と
なるものは限定的であることに留意が必要である。

○客観的な会計情報の利用
・ 会計情報に基づく客観的な計数であるため、基金積立額等についての
議会・住民等に対する説明が比較的容易である。

■エクセルシート
・ 本調査研究におけるケーススタディで用いたエクセルシート 6を、下記
の特別区長会調査研究機構のホームページからダウンロードして活用
することが可能。

　https://www.tokyo23-kuchokai-kiko.jp/

5　リース方式、BOO方式、民間サービスによる代替、施設借り上げ方式等が考えられる
6　参考資料P.137～139（ケーススタディ３　基金積立額の算定（■策定手順～■集計表））

48



（3）公共施設マネジメントに関わる検討資料としての活用

公共施設マネジメントに係る検討（施設運営方法、施設の総量等の検討）に
おいて、施設別フルコスト情報に基づく施設間比較情報を用いる。例えば、指
定管理者制度の導入の可能性や業務委託範囲を検討する上で、運営方式の異な
る施設間のコスト比較を行うことが考えられる。また、使用料の設定にあたっ
て、施設のフルコストを参考として算定することが考えられる。

■現行の対応
・�図書館、学校等、同区が複数施設を有する施設類型が存在する。施設
の利用状況等については施設間比較がなされており、施設運営方法の
検討に用いられる。

・�施設運営方法の検討にあたって、他の運営方法を導入している他施設
のコスト情報との比較は十分になされていない。

　⇒�新地方公会計情報（減価償却費を含むフルコスト情報）を用いて施
設間比較をより精緻に行うことで、施設運営方法の見直し等に繋げ
られないか。

■新地方公会計情報の活用イメージ
・�施設別フルコスト情報を活用し、施設間の費用等に関わる指標を算定
する。施設間の運営の違い等を考慮しながら、施設間の指標を比較す
ることで、より効率的な施設運営方法等の検討につなげる（⇒【ケー
ススタディ（2）施設別コスト分析】）

　※�同一の基準を用いて団体間比較を行えば、単位コストや運営方法等
の差異を比較することができ、より効率的な手法やサービス向上に
向けた検討に活用することができる。（⇒【ケーススタディ（2）施
設別コスト分析】）

・�公共施設の使用料の検討にあたって、当該施設のフルコストを参考と
して算定する。

・�公共施設の維持・改修費や施設整備費用の将来費用を推計することで、
基金積立額の検討・施設総量の検討に用いる。基金積立額の算定にあ
たって、固定資産台帳の情報をもとにした基金種類別の将来の減価償
却費及び減価償却累計額を根拠とする。（⇒【ケーススタディ（3）基
金積立額の算定】）。あるいは、推計した将来費用について、区の今後
の財政状況の見込を考慮して課題であると判断される場合には、施設
総量の削減を検討することが考えられる。
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■新地方公会計情報を用いることのメリット
○施設別フルコスト情報、施設間比較情報の活用
・ 減価償却費を含めることで、施設運営あるいは事業実施にかかるフル
コストを把握することが可能である。

　※ 新地方公会計情報を用いずとも、施設・事業にかかる支出を合計す
ることも可能であるが、施設整備費や大規模改修費の平準化が困難
である。

　※ 施設間の比較にあたり、施設面積や利用者数等の非財務情報を組み
合わせることで、単位あたりコストを算出し、分析に活用すること
ができる

■エクセルシート
・ 本調査研究におけるケーススタディで用いたエクセルシート 7を、下記
の特別区長会調査研究機構のホームページからダウンロードして活用
することが可能。

　https://www.tokyo23-kuchokai-kiko.jp/

7　 参考資料P.131～133（ケーススタディ１　施設別コスト分析（■行政コスト計算書作成用エクセルシート（図
書館事業　東京都方式～■出力シート・概要版（図書館事業　共通）））

50



（4）行政評価における評価指標等としての活用

行政評価において事業別フルコスト情報を指標の一つとして用いる。

■現行の対応
・�行政評価において、事業に関連する支出額等の情報が活用されるケー
スは多いが、施設整備費等を含む費用の全体像が活用されるケースは
少なく、実際の公費負担と成果の関連性を見ることが困難である。費
用対効果を見るうえでは、実際の公費負担と成果の関連性を把握する
ことが望ましい。

　⇒�行政評価において、新地方公会計情報（減価償却費を含むフルコス
ト情報）を用いることで、事業に関連するフルコスト情報を把握し、
成果との関連性を示すことができないか。

■新地方公会計情報の活用イメージ
・�行政評価における情報の一つとして、事業別フルコスト情報を提示す
る。その上で、行政評価における指標として、フルコスト情報を活用
した指標を採用する。

■新地方公会計情報を用いることのメリット
○事業別フルコスト情報、施設間比較情報の活用
・�減価償却費や引当金を含めることで、施設運営あるいは事業実施にか
かるフルコストを把握することが可能である。
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5-2．活用の留意点
以上、実務的に活用できる可能性が比較的高いと考えられる活用場面につい
て具体的な活用方法をとりまとめたが、共通する留意点として次の点があげら
れる。これらの留意点を踏まえつつ、解釈には一定の幅を持たせつつも、まず
は活用の第一歩を踏み出すことが重要である。

■政策の意思決定の補強材料の一つとしての活用
・�先ほど示した活用手法は、官庁会計に基づく財務データにおいても把握・分
析可能なものである。新地方公会計を用いることの付加価値としては、①減
価償却情報・引当金情報等の一部会計情報の追加（ただし、これも官庁会計
に基づく財務データをもとに算定可能）、②情報集約や分析の容易さ、③企
業会計等との親和性の高さ�8といった点である。
・�新地方公会計の会計情報は、あくまでもコスト情報算定の手段にすぎない。
各団体はコスト情報のみを用いて政策決定することはできない。
・�あくまでも、複式簿記・発生主義の視点を入れることで視野を広げ、ストッ
ク面を含めて多様な視点で検討することでより適切な判断をできるようにす
る、政策の意思決定の判断における補強材料の一つとして位置づけ、活用す
ることが重要である。

■効果の出やすい方法での活用
・�施設別あるいは事業別のコスト分析を新規に実施する区においては、当初か
らすべての施設や事業を対象とするのではなく、課題がある事業や施設に
絞った方が活用が進みやすいといえる。
・�また、上記のように官庁会計でカバーできる領域が広いことから、固定資産
台帳等から簡易に、一律でデータ・指標値を得られることによるメリットを
生かすことが効果的と考えられ、一次的なスクリーニングや判断に迷う場合
の補完資料として活用することも考えられる。

■コード設定によるセグメント分析の推進
・�上記のように手間なく財務書類のデータを活用するためにも、固定資産台帳
における施設別コードや事業別コードの設定、予算科目の見直し等により、
施設別コスト分析や事業別コスト分析を効率的に実施し、公共施設マネジメ

8　�企業会計との親和性が高いことで、①企業会計における企業の内部マネジメントでの活用事例を参考としや
すくなる、②議会・市民への説明が容易になること、③民間事業者や外部専門家（公認会計士等）との協働
が容易になること等の効果が期待される。
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ントや行政評価、予算査定・政策の意思決定に活用できるようにすることが
考えられる。

■固定資産台帳そのものの精度の向上
・�新地方公会計の利活用を推進するうえでは、当然ながらその大本となる固定
資産台帳そのものの精度が問われることとなる。
・�固定資産台帳への計上における精度に関する課題（固定資産の計上範囲、計
上基準、資産の除却のタイミング等�9）、実際の資産の状況との乖離に関する
課題（法定耐用年数と実際の使用年数の差、取得価額と時価の差等）等につ
いて、一定の考え方の整理が求められる。

■部門間の連携の促進
・�新地方公会計の利活用に関する所管の部門が分かれているケースが多い（固
定資産台帳：管財部門、基金：財政部門、公会計：会計部門等）。
・�活用の促進にあたっては、これらの関連部門間の連携が必要不可欠であり、
全庁的なプロジェクトチームでの推進などの体制構築が求められる。

■職員に対する新地方公会計の知識の普及・人材育成
・�新地方公会計は従前の官庁会計とは異なる考え方が取り入れられており、活
用の検討にあたって、新地方公会計制度に係る専門的な知識を有する人材を
育成することが重要である。また、財政部門・会計部門のみならず、企画部
門や予算要求部門、施設管理部門においても、新地方公会計の知識を普及さ
せることが重要である。

■国における検討の動向の注視
・�新地方公会計の利活用については、総務省においても継続的に検討が進めら
れている。総務省における検討状況、先進事例の紹介等を注視し、特別区に
おける利活用方策の検討に活かすべきである。

9　区の間、あるいは同一区においても年度・職員によって解釈が異なる可能性がある
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5-3．さらなる活用に向けて
最後に、新地方公会計の利活用をさらに推進していくためのポイントとし
て、以下の４点をあげる。

■自治体間比較によるサービス水準や財政運営状況の検討
・�自治体内の分析だけでなく、自治体間・23区間での比較分析を行うことで、
施設の運営方法やサービス水準の妥当性、財政運営の状況など、内部に目を
向けるだけではわかりにくい構造的な課題について気づきを得るきっかけに
なり得る。
・�23区内においては、７区が東京都方式を採用しており、作成方式の違いが
ある。また、資産の評価方法や計上する資産の範囲などについても区によっ
て取扱いが異なるケースもある。
・�ただし、東京都方式を採用している区は、すべての区が総務省の統一的な基
準への組替えを行っており、一定の留意を行えば23区間での比較分析が可
能である。
・�参考として、本調査研究において23区から令和３年度の財務書類を収集し、
そのデータをもとに各種指標による比較分析を行ったため参照されたい（調
査研究内容編P.140～149）。現状では、横並びで比較できるようにするには
一定のデータ整理の作業が必要であるが、フォーマットの共通化等により
23区間での比較分析が行いやすいような環境整備が進めば、活用可能性は
高まるといえる。

図表5-3　23区比較の例（住民一人あたり行政コスト）
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■マネジメントシステムへの組み込み
・�新地方公会計の利活用を個別に実施するのではなく、政策マネジメントの仕
組みの中に組み込むことで、手間なく効果的な活用の推進が図れると考えら
れる。
・�例えば、行政評価や予算査定におけるコスト情報に、固定資産台帳における
減価償却費や退職給付引当金等のデータが自動的に反映され、フルコストと
して活用できるようにすることなどが考えられる。
・�そのための前提条件としては、固定資産台帳において施設別や事業別のコー
ド設定を行い、自動的にセグメント分けができるようにしておく必要があ
る。

■アカウンタビリティにおけるさらなる活用の促進
・�本調査研究では内部マネジメントへの活用にフォーカスして検討を行った
が、アカウンタビリティにおいて、新地方公会計のさらなる活用を促進する
ことも考えられる。
・�すでに一定程度活用が進んでいる議会の決算審査における説明資料としての
活用や区民へのわかりやすい情報公開の資料としての活用に加えて、例えば
GIS（地理情報システム）を用いた固定資産台帳の地理的可視化の活用など
が考えられる。

（出所）https://www2.wagmap.jp/nakanodatamap/PositionSelect?mid=22

図表5-4　GISを用いた活用例：なかのデータマップ（固定資産台帳マップ）
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■トップの意識、トップダウンでの推進
・ 財政や会計の各所管だけで新地方公会計の利活用を推進していくことは難し
く、自治体として活用していくという方向性が必要となる。首長のトップダ
ウンや全管理職が率先して活用を促すことが求められる。
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調査研究内容編

文献調査

（1）財務書類の活用策の概要

新地方公会計の活用については、総務省「統一的な基準による地方公会計マ
ニュアル（令和元年８月改訂）」にて設けられている「財務書類等活用の手引き」
の章において、整理されている。

図表1　財務書類の活用の視点と活用方法

活用の
視点 活用の種別 主な活用方法

分析の
視点

指標による分析 ・�資産の状況（住民一人あたり資産額、有形固定資産の行政目
的別割合、歳入額対資産比率、有形固定資産減価償却率等）

・�資産と負債の比率（純資産比率、将来世代負担比率等）
・�負債の状況（住民一人あたり負債額、基礎的財政収支、債務
償還可能年数）

・�行政コストの状況（住民一人あたり行政コスト）
・�受益者負担の状況（受益者負担の割合）

活用の
視点

行政内部での活用 ・�適切な資産管理（施設更新必要額という数値データでの公共
施設等の老朽化対策という課題の見える化等）

・�予算編成への活用（施設別行政コスト計算書の予算編成過程
での利用、直営の場合と民間委託の場合で試算した事業別・
施設別の行政コスト計算書の活用による民間委託の検討等）

・�施設の統廃合（施設別行政コスト計算書等によるセグメント
分析の統廃合検討への活用等）

・�受益者負担の適性化（行政コスト計算書を活用した使用料・
手数料等の改定）

・�行政評価との連携（事業別・施設別の行政コスト計算書等を
用いたフルコスト情報に基づく精緻な行政評価）

行政外部での活用 ・�住民への公表や地方議会での活用（財務書類について、地方
自治法第233条により義務付けられている決算書類と併せ
て提出することによる議会審議の活性化等）

・�地方債IRへの活用（財務状況をIR説明会の基礎資料として
活用）

・�PPP/PFIの提案募集（セグメント分析を活用したPPP/PFIの
導入検討、固定資産台帳の公表による民間事業者からの積極
的な提案の喚起）

（出所）総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル（令和元年８月改訂）」をもとにMURC作成
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なお、当該マニュアル策定後においても、総務省においては先進的な取り組
みを行う地方公共団体の担当者、公認会計士をはじめとする有識者等から構成
される研究会を継続して開催しており、活用状況の現状整理や、新たな活用策
の検討を進めている。
令和４年８月からは、統一的な基準等の検証及び改善、新地方公会計情報の
継続的かつ具体的な活用手法等について検討を行うことを目的として「今後の
地方公会計のあり方に関する研究会」が開催されている。
当該研究会の第１回研究会において、総務省より新地方公会計の活用状況や
活用の体系が示された上で、更なる活用が必要であるとの認識の下、セグメン
ト分析の推進、公共施設マネジメントの推進等に向けた検討が進められてい
る。

（出所）総務省「地方公会計の更なる活用について」（今後の地方公会計のあり方に関する研究会 第１回 資料３）

図表2　地方公会計の活用状況（令和３年度）
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（出所）総務省「地方公会計の更なる活用について」（今後の地方公会計のあり方に関する研究会 第１回 資料３）

図表3　財務書類・固定資産台帳の活用方法

（出所）総務省「地方公会計の更なる活用について」（今後の地方公会計のあり方に関する研究会 第１回 資料３）

図表4　地方公会計（財務書類・固定資産台帳）のさらなる活用に向けて
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令和５年３月に公表された当該研究会の中間とりまとめにおいて、新地方公
会計情報の活用について、議会説明や住民理解への活用、個別施設におけるラ
イフサイクルコストを含めた中長期の分析という視点が共有されている。

（出所）総務省「『今後の地方公会計のあり方に関する研究会』中間とりまとめのポイント」

図表5　今後の地方公会計のあり方に関する研究会　中間とりまとめのポイント

また、当該研究会の第６回研究会において、財務書類等の情報の一部を活用
する、いわゆる「部分的な活用」について、自治体において多様な活用例があ
ることから、これらの情報を整理して示すことで、活用の認識を広げることの
検討がなされている。

（出所）総務省「部分的な活用について」（今後の地方公会計のあり方に関する研究会 第６回 資料３）

図表6　財務書類等の情報の「部分的な活用」における分野と内容
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（2）財務書類の方式の違いについて（東京都方式と統一的な基準の比較） 10

新地方公会計に係る取組は平成11年度から検討がはじめられたところであ
る。平成18年に「新地方公会計制度研究会」が総務省において開催され、同
研究会報告書において、複式簿記の導入と固定資産台帳の整備を前提とした
「基準モデル」と、総務省方式に固定資産台帳の段階的整備を盛り込んだ「総
務省方式改訂モデル」が示された。他方、各地方公共団体が採用すべき基準は
当該モデルに限定される訳ではなく、東京都においては、別途複式簿記の導入
と固定資産台帳の整備を前提とした「東京都方式」が導入されていた。

（出所） 総務省「統一的な基準による地方公会計の現状について」（今後の地方公会計のあり方に関する研究会 
第１回 資料２）

図表7　統一的な基準と従前の公会計基準・モデルとの比較

様々な会計方式が並列している中で、平成22年から「今後の新地方公会計
の推進に関する研究会」が開催され、平成26年の同研究会報告書において、
固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書類の作成に関する
「統一的な基準」が示された。総務大臣通知 11により、平成27年度から平成29
年度までの３年間で、全ての地方公共団体において統一的な基準による地方公

10　 総務省「統一的な基準による地方公会計の現状について」（今後の地方公会計のあり方に関する研究会 第
１回 資料２）、総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル（令和元年８月改訂）」、東京都「東京
都会計基準（平成31年３月18日改正）」、東京都「東京都の新たな公会計制度解説書」をもとに作成

11　統一的な基準による地方公会計の整備促進について（平成27年１月23日総務大臣通知（総財務第14号））
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会計を整備するよう、各地方公共団体に要請された。平成29年度末までに、
ほぼ全ての地方公共団体において、統一的な基準による財務書類の作成及び固
定資産台帳の整備が完了している。
なお、東京都・特別区の一部等においては、従前より東京都方式を導入して
おり、東京都方式と会計処理を変更せず、また財務書類の体系は東京都方式の
ものを作成している。その後、様式等の組み替えにより統一的な基準に基づく
財務書類を作成している。
東京都方式と統一的な基準の主な相違点について、以下に整理する。

①財務書類の体系・作成範囲

図表8　財務書類の方式の違い（財務書類の体系）

東京都方式 統一的な基準

財
務
書
類
の
体
系

ストック 【貸借対照表】
・ 流動項目が先、固定項目が後
・ 歳入歳出外現金なし

【貸借対照表】
・ 固定項目が先、流動項目が後
・ 歳入歳出外現金あり

フロー
（損益）

【行政コスト計算書】
・ 税収を収入に計上

【行政コスト計算書】
・ 税収を収入に計上せず

資本変動 【正味資産変動計算書】
・ 項目等、統一的な基準と差

【純資産変動計算書】
・ 項目等、東京都方式と差

フロー
（現預金）

【キャッシュ・フロー計算書】
・ 統一的な基準と同等

【資金収支計算書】
・ 東京都方式と同等

作成範囲 下図のとおり

（注１）赤文字は東京都方式と統一的な基準の差異のうち、比較可能性に影響するもの。
（注２）青文字は東京都方式と統一的な基準の間に差異はあるが比較可能性には影響しないもの。
（出所）東京都（2020）「東京都の新たな公会計制度解説」をもとにMURC作成
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②会計基準

図表9　財務書類の方式の違い（会計基準）

東京都方式 統一的な基準

有
形
固
定
資
産

評価基準 ・ 原則として取得原価（取得年度に
関わらない）

・ 取得原価でないもの
 取得原価不明な場合：推計原価
 H18年以前取得のインフラ資産

　土地⇒面積×推計単価
　構造物⇒再調達価格×物価指数

・ 原則として取得原価
・ 取得原価でないもの
S59年以前取得又は取得原価不明の場合
 事業用資産：再調達原価
 インフラ資産（原則）：再調達原価
 インフラ資産（うち道路、河川、水路
敷地）：備忘価格１円

償却 ・ 原則として毎会計年度減価償却
・ 一部インフラ資産（道路等）は取
替法

・ 毎会計年度減価償却
・ 取替法は原則適用なし（自治体判断で適

用も可）
（出所） 東京都（2020）「東京都の新たな公会計制度解説」、総務省（2019）統一的な基準による地方公会計

マニュアル（令和元年８月改訂）をもとにMURC作成

【参考：償却方法の相違】
　有形固定資産の償却について、取替法と減価償却の相違を下記に示す。
　取替法は減価償却を行わず、取替に要する費用を費用として計上するものであ
る。固定資産の評価額は原則として取得時から変わらない。なお、企業会計におい
ても、同種の物品が多数集まって一つの全体を構成し、老朽品の部分的取替を繰り
返すことにより全体が維持されるような固定資産において取替法が採用されうる。

図表10　償却方法の相違
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② 会計基準

図表 9 財務書類の方式の違い（会計基準）

東京都方式 統一的な基準

有

形

固

定

資

産

評価基

準

 原則として取得原価(取取得得年年度度にに関関わわ

ららなないい) 

 取得原価でないもの

 取取得得原原価価不不明明なな場場合合：：推推計計原原価価

 HH1188年年以以前前取取得得ののイインンフフララ資資産産

土土地地⇒⇒面面積積××推推計計単単価価

構構造造物物⇒⇒再再調調達達価価格格××物物価価指指数数

 原則として取得原価

 取得原価でないもの

SS5599年年以以前前取取得得又又はは取取得得原原価価不不明明のの場場合合

 事事業業用用資資産産：：再再調調達達原原価価

 イインンフフララ資資産産((原原則則))：：再再調調達達原原価価

 イインンフフララ資資産産((ううちち道道路路、、河河川川、、水水路路敷敷

地地))：：備備忘忘価価格格１１円円

償却  原則として毎会計年度減価償却

 一一部部イインンフフララ資資産産（（道道路路等等））はは取取替替法法

 毎会計年度減価償却

 取取替替法法はは原原則則適適用用ななしし（自治体判断で適用

も可）

(出所)東京都(2020)「東京都の新たな公会計制度解説」、総務省(2019) 統一的な基準による地方公会計マニュア

ル （令和元年８月改訂）をもとに MURC作成

【【参参考考：：償償却却方方法法のの相相違違】】

有形固定資産の償却について、取替法と減価償却の相違を下記に示す。

取替法は減価償却を行わず、取替に要する費用を費用として計上するものであ

る。固定資産の評価額は原則として取得時から変わらない。なお、企業会計におい

ても、同種の物品が多数集まって一つの全体を構成し、老朽品の部分的取替を繰り

返すことにより全体が維持されるような固定資産において取替法が採用されうる。

図表 0-10 償却方法の相違

異なる団体間の財務書類を比較する上では、評価方法の相違等に留意することが

必要である。各団体の財務書類において採用されている評価方法については、注記

等において記されているところである。

厳密には、評価方法が全く同一の団体間でなければ正しい比較にはならない。た

だし、影響の小さな評価方法の相違については、捨象した上で、比較することは考

取
替
法

 減価償却⇒行わない
 取替に要する費用⇒収益的支出(修繕費等)とし
て処理

減
価
償
却

 減価償却⇒行う
 修繕等に要する費用
 価値を高める・耐用年数を延長させる等：資
本的支出として処理

 通常の維持管理等：収益的支出として処理

取得時から変
わらない

減価償却等に
より取得時から

変わる

取替に要する
費用

減価償却費＋
収益的支出

B/S上の評価額 P/L上の費用

異なる団体間の財務書類を比較する上では、評価方法の相違等に留意するこ
とが必要である。各団体の財務書類において採用されている評価方法について
は、注記等において記されているところである。
厳密には、評価方法が全く同一の団体間でなければ正しい比較にはならな
い。ただし、影響の小さな評価方法の相違については、捨象した上で、比較す
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ることは考えられる。
�道路等における取替法/減価償却法の相違、備忘価格１円/推計原価の相違
については、ストック・フロー双方への影響が大きい。比較対象となるス
トック・フロー全体に対する評価方法の相違がみられるストック・フロー
の割合が大きい場合には、異なる評価方法が採用されている団体間での比
較は望ましくない。対象資産を除いたうえで比較することが考えられる。

③仕訳の頻度
・�東京都方式においては、日々仕訳（日々の予算執行時にその都度仕訳を計上
する仕組み）を導入
・�統一的な基準においては、日々仕訳が望ましいとしつつ、期末一括仕訳（期
末に一括して仕訳を計上する仕組み）を容認
�日々仕訳では、導入時の負担が大きいものの、迅速な財務４表作成・様々
な切り口の財務書類が作成可能
�期末一括仕訳では、導入時の負担は小さいものの、財務４表作成に時間が
かかり、かつ様々な切り口の財務書類の作成に困難が生じる可能性

図表11　日々仕訳と期末一括仕訳の違い

日々仕訳 期末一括仕訳

導入の負担 大
⇒�期中の会計事務を変更する必要
があり、会計システムの改修や
業務フローの修正等の範囲が大
きい。

小
⇒�期中の会計事務は変更する必要
がないことから、会計システム
の改修や業務フローの修正等の
範囲が小さい。

財務書類作
成のスピー
ド

速い
⇒�日々仕訳により勘定残高が適時
に更新されるため、出納整理期間
後に迅速に財務書類を作成可能。

遅い
⇒�出納整理期間終了後に資料の集
計や仕訳を行う必要がある。

セグメント
別の財務書
類・四半期
財務書類等

比較的容易に作成できる
⇒�個々の取引ごとに、リアルタイ
ムで仕訳が蓄積されるため、四
半期財務書類等を比較的容易に
作成できる。

　�また、同時に事業コードや施設
コードを割り振ることが多いた
め、事業別財務書類をはじめとす
る様々なセグメント別の財務書
類についても作成が容易となる。

作成に手間がかかる
⇒�個々の取引ごとに、リアルタイ
ムで仕訳が蓄積される訳ではな
いため、四半期財務書類等を作
成することはできない。

　�また、事業コードや施設コードを
後から割り振ることが多いため、
事業別財務書類をはじめとする
様々なセグメント別の財務書類
を作成するのに手間がかかる。

（出所）東京都（2020）「東京都の新たな公会計制度解説」をもとにMURC作成
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（3）基金に係る規定・現状について
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（注）令和３年度末時点の計数　なお、基金名称は特別区ごとに異なり、かつ類似名称であっても目的が異なる場合がある
（出典）総務省基金残高等一覧（令和３年度）

【特別区における基金（積立基金）の状況－　特定目的基金の残高上位３位】
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（4）主な先行事例

①町田市
①-1）新公会計制度の導入
町田市は平成24年４月に新公会計制度を導入している。セグメント分析等
の内部マネジメントへの活用を早くから組織的に実践し、全庁的に定着してい
る全国で唯一の事例といえる。同市の財務書類の作成・活用状況について質問
票を送付 12し、得られた回答を踏まえて同市の取組状況を整理する。

①-2）課別・事業別・会計別行政評価シートの作成
決算課別・事業別・会計別の行政評価シートを作成している。予算科目を課
の単位に整理したことにより、課別の財務書類を作成可能としている。
令和２年度決算、令和３年度決算においては、新型コロナウイルス感染症が
事業に及ぼした影響やその対策、財務への影響を把握するために、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を踏まえた分析を行っている。
また、令和４年度決算では、平成24年度４月に新公会計制度を導入してか
ら10年が経過したこともあり、蓄積された10か年分のデータを比較分析する
ことで、事業の課題を浮き彫りにし、中長期的な課題の抽出に活用している。
一方で、課別・事業別行政評価シートの作成において、課単位で作成する課
別行政評価シートのほか、目的別に細分化した事業別行政評価シートを作成し
ているが、事業別行政評価シートは担当部署によって作成数に偏りが大きく、
例えば児童青少年課では、子どもセンター・学童保育クラブ・子どもクラブな
ど多くの施設を所管しているため、合計15事業の行政評価シートを作成する
など、負担の偏りが生じるなど、課題もあるという。
今後は目標達成・課題解決に向けた取り組みについて、短期的な取り組みだ
けでなく、中長期的な取り組みについての進捗管理方法についても検討してい
くとしている。

12　 町田市に対し、令和５年８月下旬に質問状を送付し、令和５年９月上旬に回答を得た。質問内容は次の①
～⑧のとおりである。①課別・事業別・会計別行政評価シートの作成について、②同種施設比較分析によ
る活用状況について、③作成から活用までの流れ（年間のサイクル）について、④議会決算審査での活用
について、⑤予算編成での活用について、⑥公会計情報を入れることによるアカウンタビリティの充実以
外での有益な事例について、⑦公共施設マネジメントにおける活用状況について、⑧体制面での課題につ
いて
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（出所） 新公会計制度普及促進連絡会議　公会計制度改革シンポジウム2014「事業別財務書類の進化～単年度
分析から経年比較へ～」（平成26年11月12日）

図表12　事業別財務書類の作成対象

①-3）同種比較分析による活用状況
分析ツールとして比較分析表を活用している。同種施設の複数の単位あたり
コスト等を相互に比較・分析することで、運営コストの削減等につなげてい
る。
令和２年度決算以降は、より有効な施設活用に向け、月ごとの利用人数を把
握し、その要因を分析するため、事業の成果の月次推移及び分析を行ってい
る。
分析ツールがあることで、「市民センター」「図書館」等の同種の施設が複数
ある施設については、活用しやすく、同種施設比較分析表を作成し、「単位あ
たりコスト」等、同種施設ごとに一律の指標を用いて比較・分析することで、
各施設個別の課題を浮き彫りにし、成果の拡大や運営コストの削減を図ってい
る。
今後も、成果の拡大や運営コストの削減につながる分析ツールとしての改良
を重ねていくとしている。
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（出所）東京都（平成29年）第８回新公会計制度普及促進連絡会議資料「町田市の財務書類の作成・活用状況」

図表13　同種比較分析表

①-4）財務書類作成から活用までのサイクル（年間サイクル）
通年で全組織、全職員による日々仕訳を実施している。４月末に行政評価
シートの作成を開始し、８月に行政評価シートを公表するとともに、行政評価
シートを主要な施策の成果に関する説明書として議会に提出している。９月に
は決算審査で活用をし、10月以降の予算編成で活用することとなっている。
今後は、集中管理経費等の配賦について、短期間で多量の事務作業を要して
いるため、効率化に向けた検討を進めていくとしている。

①-5）議会決算審査での活用
議会決算審査においては、地方自治法第233条第５項の「主要な施策の成果
に関する説明書」として活用されている。同審査会でのほとんどの質問が①
-2）で示した課別・事業別・会計別行政評価シートを起点にされており、行
政評価シートで明らかとなった事業の課題が議会で議論されることで、課題解
決や市民サービス向上につながっている。
今後も市民目線に立ち、市民のニーズに適した情報を提供できるよう、行政
評価シートのより一層の充実化、有用化に向けた改良を行っていくとしてい
る。
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①-6）予算編成での活用
予算編成においては、課別・事業別・会計別行政評価シートを用いることに
より、事業の有効性や効率性が検証でき、マネジメント上の課題があきらかと
なるため、その課題を解決するための予算の見直し・配分が適切に行われてい
る。
行政評価シートにおいて、事業の課題解決に向けた取り組みを明示してお
り、今後もこれを確実に予算要求に反映していくとしている。

①-7）新地方公会計情報を入れることによる事業改善
事業別財務書類において、新地方公会計情報（減価償却、引当金（繰入金含
む）、累計額など）を入れることにより、ストックマネジメントが実践できて
いるとしている。計画的な建物等の維持、修繕、更新といった中長期的な政策
判断が可能となり、ライフサイクルコストの意識醸成につながり、また、各施
設の有形固定資産減価償却率を一覧で示すことにより、公共施設等の老朽化対
策の優先度を踏まえたメリハリのある予算編成につながることを期待してい
る。

（出所）総務省「地方公会計に関する取組事例集」

図表14　有形固定資産減価償却率の公共施設等マネジメントへの活用
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②板橋区
板橋区においては、施設の主要な部位の更新を行った際には、財務会計シス
テム上の支出情報と連動して、固定資産台帳の情報が更新する仕組みとなって
いる。

公共施設等ベースプラン（資料編）

13

＜施設別行政コスト 用語の説明等＞

（行政コスト計算書 各項目の説明）

支出の部 収入の部
給与関係費 給料、各種手当、退職年金等、労働の対価

に関係する経費
地方税・財調交付金
等

特別区民税等の地方税や、特別区財政調
整交付金等の交付金

物件費 需用費、役務費、委託料、賃借料、資産形
成にならない備品購入費等、消費的性格が
強い経費

国庫支出金 国庫支出金のうち、行政サービス活動に
充当された額

維持補修費 施設等の効用を維持するために必要な経費
(当該施設等の資産価値を向上させる経費
を除く)

都支出金 都支出金のうち、行政サービス活動に充
当された額

扶助費 社会保障制度の一環として、生活困窮者・
障がい者等の方を援助するための経費

分担金及負担金 事業を行う際、その事業費に充てるため
に受益者から徴収する額等

補助費等 他の団体等に支出する負担金、補助金、交
付金等の経費

使用料及手数料 施設利用の対価として徴収する額等

その他の行政費用 上記に含まれない現金取引の経費 その他の行政収入 財産貸付収入や諸収入・寄付金 等
金融費用・特別費 特別区債の利子、発行手数料等用 金融収入・特別収入 預金利子、固定資産の売却による収入等
減価償却費 建物、工作物、一定金額以上の物品等、固

定資産の１年間の価値の減少分を費用とし
た経費

賞与・退職引当金
繰入額

当年度に新たに計上された賞与引当金・退
職給与引当金

その他 引当金の繰入額等

（出所）板橋区「いたばし№１実現プラン 2025『公共施設等ベースプラン』（資料編）」

図表15　板橋区における施設別行政コスト計算書
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有形固定資産減価償却率の推移については、国のインフラ長寿命化基本計画
における「公共施設等総合管理計画」及び「個別施設毎の長寿命化計画」に対
応するものとして位置づけられている「いたばし№１実現プラン 2025」の「第
６章　公共施設等ベースプラン」の資料編において掲載されている。

（出所）板橋区「いたばし№１実現プラン 2025『公共施設等ベースプラン』（資料編）」

図表16　板橋区における有形固定資産減価償却率の推移
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③大阪市
大阪市では、平成29年５月に会計室（事務局）、市政改革室、財政局、政策
企画室、契約管財局、都市整備局の課長級職員で構成される財務書類等の活用
促進調整会議が設置され、３か年をかけて活用に向けた方策の実践、検証がな
された。所管課における自律的な活用を促すため、債権回収対策の重点化等の
債権管理の強化、施設管理コストの低減化等の資産管理の効率化、業務のシス
テム化の検討、施設更新手法の検討 13における汎用的な活用例の作成がなさ
れ、令和２年３月に各所管課に対して周知がなされた。
汎用的な活用例について、例えば施設管理コストの検討の場合、勘定残高集
計表の作成と非財務情報の収集、行政コスト等の施設間比較、施設の課題を踏
まえた施設管理手法の検討と効果試算までのフローが示されており、以下の活
用例の場合には、設備更新により年間100万円のコスト減となることが分かる
こととなっている。

（出所）大阪市会計室「大阪市における新公会計制度活用の取組」

図表17　大阪市における施設管理手法の検討の効果試算の例

13　 これらの方向性については、平成24年度から平成28年度にて実施された財務書類活用検討WGにて打ち出
されたものである。
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施策・事業の見直しにおける新公会計制度の活用として、令和５年度予算か
ら新たに民間委託化やシステム化を行う場合において、市政改革室・会計室か
ら財務書類のデータを活用した「フルコストによる施策・事業の見直し検証
シート」の活用を所管課に依頼できる制度を導入している。

（出所）大阪市会計室「大阪市における新公会計制度活用の取組」

図表18　大阪市におけるフルコストによる施設・事業の検証方法

この際活用される「フルコストによる施策・事業の見直し検証シート」にお
いては、職員数や資産情報を所管課にて入力すると、フルコストによる費用が
自動計算される仕組みとなっており、例えばシステム構築に係る歳出予算の増
加に対し、省力化によりフルコストとしては、どの程度の費用が増減するか分
かるようになっている。

（出所）大阪市会計室「大阪市における新公会計制度活用の取組」

図表19　大阪市におけるフルコストによる費用の自動計算の仕組み
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また、持続可能な施設マネジメントに向けた新公会計制度の活用として、一
定規模以上の一般施設 14については、建物の基本情報に加え、新公会計制度に
基づくコスト情報を取り入れた資産カルテを作成し、資産情報の見える化に努
めている。市内の全475施設のうち、令和３年度は325施設、令和４年度は
150施設を公表している。

（出所）大阪市会計室「大阪市における新公会計制度活用の取組」

図表20　大阪市における資産情報の「見える化」

14　市設建築物のうち、学校施設、市営住宅及び特別会計施設を除く施設
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④四日市市
④-1）新公会計制度の導入
四日市市では、平成20年度決算から基準モデルによる財務書類を作成して
いたが、平成28年度決算から統一的な基準による財務書類を作成・開示する
こととなった。これは、平成28年12月に公認会計士の市長が就任したことが
契機となっており、同市長は公会計推進を公約に掲げるなど、新公会計制度の
必要性を提唱していた。
また、平成31年２月より、外部の公認会計士を会計専門監として採用し、
新公会計データ利活用推進や庁内研修の実施を行っている。

④-2）公会計決算書作成システムの導入と財務書類の作成
固定資産台帳及び財務書類の作成は行財政改革課が保有する「公会計決算書
作成システム」に基づいて行われる。
同システムに、費用データやインフラ資産等のデータ、公有財産台帳や備品
台帳データ、引当繰入などの非資金データを入力し、仕訳一覧表や固定資産台
帳の作成を行い、財務書類を作成する流れである。

（出所）総務省「今後の地方公会計のあり方に関する研究会」第５回資料6-1

図表21　財務書類作成の流れ

④-3）施設別行政コスト計算書の作成
公共施設の老朽化や人口動態の変化に伴う税収減・社会保障費の増加等を背
景に、公共施設マネジメントの検討に役立つデータを整備するため、施設別行
政コスト計算書を作成している。
同計算書では、60の施設について公会計ベースでの施設ごとの行政コスト
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を集計するとともに、平成29年度決算より、議会に提出するとともにホーム
ページ上で市民に開示し、今後の在り方の検討に活用している。加えて、令和
４年３月には市民公開講座での周知を行い、アカウンタビリティの向上に取り
組んでいる。

④-4）決算の早期化に向けた取組
予算科目と財務会計科目の整合を速やかにはかるため、両者の科目コードを
一対一対応としている。また、公会計決算書作成ソフトへの予算執行データや
マッチングデータ、非資金取引データといったデータの入力は税理士に外部委
託しているとともに、財務書類作成にかかわる職員を限定することで、効率化
を図っている。

④-5）財務書類作成に向けたスケジュール
４月中に公有財産に係る期中取引などの前倒し作業を実施し、７月から８月
中に財務書類を作成するとともに、固定資産台帳の更新を行っている。

（出所）総務省「今後の地方公会計のあり方に関する研究会」第５回資料6-1

図表22　財務書類作成スケジュール

④-6）課題
総務省「今後の地方公会計のあり方に関する研究会」 15において、課題とし
て「職員のコスト意識の低さがある」こと、「財務書類等分析結果の次年度予
算への反映に限界がある」ことを挙げている。

15　 総務省「今後の地方公会計のあり方に関する研究会　第５回（令和５年６月７日（水）開催）資料6-1四
日市市における公会計の取組み」より
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同市では、決算の早期化に向けた取組として、財務書類作成に関わる職員を
限定しており、施設所管課における公会計データへのアクセス権限がないこと
から、公会計データの日常的な利活用が困難であり、結果として、職員のコス
ト意識の醸成につながらない、あるいは職員のコスト意識の低下とのことであ
る。令和５年４月より固定資産管理システムを導入することや、施設別行政コ
スト計算書の具体的な活用に関する検討を行うとしている。
また、財務書類等の作成期間と作成人員の制約があることから、分析結果を
次年度予算に反映することが困難であるとしており、政策部門や財政部門との
連携を強化することや、分析結果を政策反映する体制の構築に向けた検討を行
うとしている。
なお、公会計制度は自治体が中長期的に存続し続けるためのツールであると
指摘しており、これを利活用するには、市職員の理解、協働、共感が必要であ
るほか、職員の関与を促す組織体制やシステム導入の検討が必要であるとのこ
とである。
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特別区へのアンケート調査

（1）調査概要

①調査目的
複式簿記・発生主義会計に基づく財務書類の活用策に関する各区の実情や取
組み・課題等について調査するとともに、財務書類（データ）を収集する。

②調査対象
23区（各区　企画・財政担当課長宛て）

③調査方法
『特別区長会調査研究機構「複式簿記・発生主義会計に基づく財務書類の活
用策」研究会　リーダー 宮脇 淳』名にて、電子メールにて依頼状及びアンケー
ト調査票（ワードファイル）を送付し、電子メールにて回答票（ワードファイ
ル）を回収した。

④調査期間
令和５年５月26日（金）～令和５年６月23日（金）

⑤回収状況
回答区23区（回収率：100%）

（2）調査結果

①財務書類・固定資産台帳の作成に関する庁内体制等について
①-1）財務書類の作成に関する庁内体制等について
① -1-1）財務書類の作成に関する庁内体制 -担当の状況
・ 担当者１～２名の区も多い。主たる担当者の平均在職年も１～３年程度
で、専門性の確保は課題といえる。
・ 一方で、主たる担当者の平均在籍年数が５年程度と長期になっている区が
４区あり、専門性の確保に一定の認識・配慮をしているものと考えられ
る。
・ また、専門職の会計年度任用職員の雇用を行っている区もある。
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① -1-2）財務書類の作成に関する庁内体制 -外部委託の有無
・�財務書類の作成に関する外部委託については、18区（78.3%）が行っている。
・�このうち、７区で連結財務書類の作成支援を委託しており、５区で分析や
活用に関する指導・助言の委託も行っている。

図表23　財務書類の作成に関する外部委託の有無（単一回答）図表 23 財務書類の作成に関する外部委託の有無（単一回答）

【財務書類の作成に関する外部委託の概要】

・ 財務書類作成支援

・ 財務書類等の作成支援に対する指導助言及び分析

・ 連結財務書類作成支援

・ 作成支援委託あり（相談・質問に対する回答、整合性の確認等）

・ 全体計画の策定、決算整理仕訳の作成支援、連結組替処理等

・ 財務書類作成等支援業務委託

・ 財務書類作成に係る指導・助言

・ １．財務書類・財務書類の作成等支援 ２．固定資産台帳更新に係る支援 ３．財務書
類・財務書類の分析に関する支援 ４．財務分析レポートの作成支援および説明会の開
催 ５．経営情報誌の作成支援 ６．その他公会計に関する支援

・ 固定資産台帳更新業務、財務書類作成支援、地方公会計制度活用支援

・ 連結財務書類の作成等

・ ⅰ内容確認・助言・提案 ⅱ連結財務書類の作成支援

・ （固定資産台帳と同一契約）伝票データ取込、決算整理仕訳、連結会計処理、財務書類
出力・検証、精算表・注記及び附属明細書の作成

・ 資本的支出や耐用年数に対する助言など

・ 財務書類作成支援業務 ・連結財務書類作成、決算整理仕訳作成、財務書類（一般・全体）
の整合性確認、指標の算出・分析、公表資料作成

・ 職員向け研修業務 ・実際の財務書類を使い、見方のポイントや指標等について解説

・ 作成にあたっての疑義照会、四表の内容確認、連結作業を主に委託

・ 連結財務書類作成伴う部分

①-2）固定資産台帳の作成に関する庁内体制等について

①-2-1） 固定資産台帳の作成に関する庁内体制-担当の状況

・ 財務書類の作成とほぼ同様で、担当者１～２名の区も多い。主たる担当者の平均

在職年も１～３年程度で、専門性の確保は課題といえる。

・ 財務書類と固定資産台帳の作成の担当課・担当者が兼ねる区も多い。

・ 一方で、主たる担当者の平均在籍年数が５年程度と長期になっている区が４区あ

り、専門性の確保に一定の認識・配慮をしているものと考えられる。

あり, 18, 78.3%

なし, 5, 21.7%

(n=23)

【財務書類の作成に関する外部委託の概要】
・�財務書類作成支援
・�財務書類等の作成支援に対する指導助言及び分析
・�連結財務書類作成支援
・�作成支援委託あり（相談・質問に対する回答、整合性の確認等）
・�全体計画の策定、決算整理仕訳の作成支援、連結組替処理等
・�財務書類作成等支援業務委託
・�財務書類作成に係る指導・助言
・�１．財務書類の作成等支援　２．固定資産台帳更新に係る支援　３．財務書類の
分析に関する支援　４．財務分析レポートの作成支援および説明会の開催　５．経
営情報誌の作成支援　６．その他公会計に関する支援
・�固定資産台帳更新業務、財務書類作成支援、地方公会計制度活用支援
・�連結財務書類の作成等
・�ⅰ内容確認・助言・提案　ⅱ連結財務書類の作成支援
・�（固定資産台帳と同一契約）伝票データ取込、決算整理仕訳、連結会計処理、財
務書類出力・検証、精算表・注記及び附属明細書の作成

・�資本的支出や耐用年数に対する助言など
・�財務書類作成支援業務�・連結財務書類作成、決算整理仕訳作成、財務書類（一般・
全体）の整合性確認、指標の算出・分析、公表資料作成

・�職員向け研修業務�・実際の財務書類を使い、見方のポイントや指標等について解
説

・�作成にあたっての疑義照会、四表の内容確認、連結作業を主に委託
・�連結財務書類作成伴う部分
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①-2）固定資産台帳の作成に関する庁内体制等について
① -2-1）固定資産台帳の作成に関する庁内体制 -担当の状況
・ 財務書類の作成とほぼ同様で、担当者１～２名の区も多い。主たる担当
者の平均在職年も１～３年程度で、専門性の確保は課題といえる。
・ 財務書類と固定資産台帳の作成の担当課・担当者が兼ねる区も多い。
・ 一方で、主たる担当者の平均在籍年数が５年程度と長期になっている区が
４区あり、専門性の確保に一定の認識・配慮をしているものと考えられる。
・ また、専門職の会計年度任用職員の雇用を行っている区もある。

① -2-2）固定資産台帳の作成に関する庁内体制 -外部委託の有無
・ 固定資産台帳の作成に関する外部委託については、10区（43.5%）が行っ
ており、半数以上の13区は自前で作成している。
・ 外部委託を行っている区も、指導・助言やデータ確認など、一部を委託し
ているケースが多い。

図表24　固定資産台帳の作成に関する外部委託の有無（単一回答）

①-2-2）固定資産台帳の作成に関する庁内体制-外部委託の有無

・ 固定資産台帳の作成に関する外部委託については、10区（43.5％）が行っており、

半数以上の 13区は自前で作成している。

・ 外部委託を行っている区も、指導・助言やデータ確認など、一部を委託しているケ

ースが多い。

図表 24 固定資産台帳の作成に関する外部委託の有無（単一回答）

【固定資産台帳の作成に関する外部委託の概要】

・ 財務書類作成支援

・ 作成支援委託あり（相談・質問に対する回答）

・ 財務書類作成等支援業務委託

・ 固定資産台帳の更新に係る指導・助言

・ 一部有（システム上の動作確認や仕訳等、一部業務を委託している）

・ 固定資産台帳更新業務、財務書類作成支援、地方公会計制度活用支援

・ （財務四表と同一契約）区提供データを用いた固定資産台帳システムの更新（支出と資
産のマッチング作業）、当期減価償却処理

・ 資本的支出や耐用年数に対する助言など

・ （固定資産台帳の基となる公有財産台帳については、一部外部委託を行っています。）

・ データ確認を主に委託

・ 財務四表に関わる部分のみ

①-3）システムの対応状況について

①-3-1）システムベンダー

・ システムベンダーは、システムディが 10区、ジャパンシステムが 8区となってお

あり, 10, 43.5%

なし, 13, 56.5%

(n=23)

【固定資産台帳の作成に関する外部委託の概要】
・ 財務書類作成支援
・ 作成支援委託あり（相談・質問に対する回答）
・ 財務書類作成等支援業務委託
・ 固定資産台帳の更新に係る指導・助言
・ 一部有（システム上の動作確認や仕訳等、一部業務を委託している）
・ 固定資産台帳更新業務、財務書類作成支援、地方公会計制度活用支援
・ （財務四表と同一契約）区提供データを用いた固定資産台帳システムの更新（支
出と資産のマッチング作業）、当期減価償却処理

・ 資本的支出や耐用年数に対する助言など
・ （固定資産台帳の基となる公有財産台帳については、一部外部委託を行っています。）
・ データ確認を主に委託
・ 財務四表に関わる部分のみ
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①-3）システムの対応状況について
① -3-1）システムベンダー
・ システムベンダーは、システムディが10区、ジャパンシステムが８区と
なっており、この２社で大半を占める。
・ 財務書類と固定資産台帳が同じシステムベンダーであるケースが多い。
・ ジャパンシステムは、財務会計システムも含めて同一システムのケースが
多い。

① -3-2） 財務会計システムとのデータの連携
・ 財務会計システムとのデータ連携は、CSVデータを出力して取り込む
ケースが多い。
・ ジャパンシステムの場合は、財務会計システムも同一システムとなってい
るため、システム内でデータ連携を行っている。

①-4） 財務書類・固定資産台帳の作成・更新における体制面の課題について
① -4-1） 財務書類の作成・更新における体制面の課題
・ 主な課題としては、マンパワー不足・経験不足があげられており、それに
起因する担当者の引継ぎやチェック体制の不備・不安をあげる区が多い。
・ また、意識やスキルが所管課の担当者まで浸透していないことなども課題
としてあげられている。

【財務書類の作成・更新における体制面の課題】
・ 財務書類の作成・更新は専門性が高く、広い知識と実務経験が欠かせないが、担
当者が３人と少数であるため、在係年数の長い職員が異動すると、その知識の承
継が大きな課題となる。
・ 財務書類の作成・更新は公有財産を管理している経理課など資産管理部門との情
報共有が欠かせないが、資産管理部門の担当職員の異動などにより情報が共有さ
れないことがあるため、その強化が課題である。
・ 担当の職員が１名のため、引継ぎ等がスムーズに行えるのかが課題である。
・ 現行体制は、現金主義会計を採用している。決算については、例年、総務省の地
方財政調査のため普通会計決算分析後、一般会計の決算審査のための諸作業を
行っている。法令でもその審査に必要な書類として、歳入歳出決算事項別明細
書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書が定められている。また、夏期
から次年度の予算編成に着手している。したがって、異質な発生主義に基づく財
務書類作成については、毎年、多忙な体制の中、人員１名が、専門性の有無にか
かわらず、交代で期末一括仕訳作業を兼任している。
・ ２名体制のため、１人が処理をしてもう１人が確認をするという流れになる。担
当在籍年数の浅い職員同士だとミスに気付きにくくなってしまう。
・ 財務書類作成におけるマンパワー不足と経験不足
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・�異動による知識の継承
・�他自治体の活用事例等を研究し、新たな活用方法を検討する必要があるが、作
成・更新作業に時間がかかるため、活用の検討にまで至っていない。

・�担当職員が他の業務との兼務のため、本来業務を優先することで公会計の作業に
遅れが生じてしまう。予算事業を担当していない部署（会計管理室）で連関表を
作成している。

・�人事異動等に伴う担当者引継ぎ
・�現状は職員１名（一部の補助業務のみ委託）を中心に作成作業を行っているが、
地方公会計の全庁的な活用の推進を見据えると、一層の普遍化（各所属による
日々仕分け等）も検討する必要がある。

・�公会計施設や固定資産台帳の所管が異なるため、綿密に情報共有や連携を図る必
要がある。

・�歳入歳出の処理を行う際、仕訳が自動発生する仕組みがあることにより、公会計
の知識がなくとも大部分の仕訳が適正に行われる状態であるが、各所管で意識的
に仕訳内容を確認するところまでは至っていないため、仕訳区分の選択肢が複数
ある場合に誤りが発生するなど、財務書類の作成担当での修正が必要となること
も多い点

・�専門的な知識を要する内容が含まれるため、後任者への事務引継ぎに時間を要す
る点

・�担当者数や作成時期の問題もあり、ある担当者が行った仕訳等作業を、別の担当
者が完全に検証・チェックすることが難しく、結果として「１人で作った財務書
類」になりやすい。

・�担当者数が少ないため、チェックの負担が大きくなっている。出納閉鎖後から決
算議会までの作業分量が多く、業務負担が短期間に集中してしまっている。財務
書類作成に必要な知識を有する人材（職員）育成。

・�本区では日々仕訳により財務書類を作成しているが、仕訳マニュアルの作成、研
修、各課による毎月の仕訳のチェックを実施しているものの、それでも仕訳の間
違いが一定割合発生しており、なかなか減少していない状況である。また、資産
に関係する仕訳や資産登録の間違いは金額も大きく致命的になるので、建設工事
等を行う部署や資産登録をする部署に対しては、より丁寧な説明を繰り返し行う
必要があると感じている。

・�財務書類を作成・更新する知見を持った職員が少ない。
・�担当する職員が、複式簿記の知識をもっているとは限らないため、財務書類の作
成・更新のための知識の引継ぎに時間がかかる可能性がある。

・�第三回定例会で行う決算審査に資料として提出するため、スケジュール管理が肝
要

・�職員の異動によって、公会計事務の業務知識の継承に課題があると考えている。
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① -4-2） 固定資産台帳の作成・更新における体制面の課題
・ 財務書類の作成・更新における課題とほぼ同様で、主な課題としては、マ
ンパワー不足・経験不足があげられており、それに起因する担当者の引継
ぎやチェック体制の不備・不安をあげる区が多い。
・ その他、固定資産台帳の作成に関する特有の課題としては、現地確認等の
体制確保や繁忙期となる資産登録期のマンパワー不足等があげられてい
る。

【固定資産台帳の作成・更新における体制面の課題】
・ 担当者数は２名だが、正副の担当者となっており、実際は正担当１名で処理を行
なっている。そのため、チェック機能が働いていない。
・ 担当の職員が１名のため、引継ぎ等がスムーズに行えるのかが課題である。
・ 契約管財課職員１名により全財産を仕訳けているため、業務負担が大きい。
・ 固定資産台帳の導入前後で係（公有財産を所管）の人数に変更がないため、決算
整理期を中心に職員の数的負担が大きい。住民福祉に直結する業務ではないた
め、職員配置の優先度も高くはないと考えられる。また、定期的な人事異動もあ
るため、職員の知識や経験の継承も難しい。日常の財務会計事務は引き続き単式
簿記で行われているため、転入者が複式簿記に馴染むためには時間がかかり、馴
染んだ頃には転出してしまうことになる。新公会計制度導入時からの経年によ
り、導入当初の状況を知る職員も少なくなり、職員の経験値の低下が懸念され
る。
・ 支払後に資産登録とマッチングを行うため、年度末から出納閉鎖期間にかけて資
産登録が急増する。人事異動時期とも重なり、マンパワーが不足している。
・ 異動による知識の継承
・ 各固定資産については、現地確認等にもとづく棚卸などが必要と考えているが、
他部署との役割分担など、どのような体制のもとに行なっていくか検討が必要で
ある。
・ 更新作業を財政課のみで実施していることによる作業負担 ・固定資産台帳の正確
な更新方法の整備 ・人事異動等に伴う担当者引継ぎ
・ 現状は職員１名（一部の補助業務のみ委託）を中心に更新作業を行っているが、
地方公会計の全庁的な活用の推進を見据えると、一層の普遍化（各所属による
日々仕分け等）も検討する必要がある。
・ 担当者が少ないため、業務のノウハウが継承しにくい。
・ 担当者数や作成時期の問題もあり、ある担当者が行った仕訳等作業を、別の担当
者が完全に検証・チェックすることが難しく、結果として「１人で作った財務書
類」になりやすい。
・ 担当者数が少ないため、チェックの負担が大きくなっている。固定資産台帳更新
のための資料作成（支出が費用なのか資本的支出なのかの区別等）を各資産の管
理をしている所管に依頼しているが、各所管の資料作成者は、固定資産台帳に対
する理解が不十分であるため、資料の作成に苦慮している。
・ 関係各課１名程度で業務を担当しているため、業務の引継ぎにやや課題がある。
・ インフラ資産の一部については、別部署（担当者１名）が行っているため、連携
をとって作成・更新している。
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・�契約管財課における固定資産台帳管理業務が、実質１人で行っているため知識の
共有及び引継ぎに課題がある。

・�台帳の更新について、所管課からの申請に基づいて契約管財課にて更新処理を
行っているため、所管課からの申請漏れがあると更新が遅れてしまう。

・�建設仮勘定から本勘定へ振り替える際、仕訳と不一致が生じる事例が散見され
る。営繕部門、公有財産管理部門、固定資産管理部門（財政課）において調整を
図る必要がある。

・�資産を管理している所管が複数あり、役割分担及び連携が不十分なことに課題が
あると考えている。

・�財務書類の作成及び固定資産台帳の作成は財務会計システム内で連携を行ってい
る。財務会計システム内に財務書類作成及び固定資産台帳の機能を搭載

②�財務書類の作成について
②-1）�財務書類の作成方式について
② -1-1）�東京都方式の採用状況
・�東京都方式を採用している区は７区（30.4%）である。
・�７区すべてが統一的な基準（総務省）への組替えを行い、公表している。

図表25　財務書類の作成方式について、東京都方式を採用しているか（単一回答）
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全に検証・チェックすることが難しく、結果として「１人で作った財務書類」になりや
すい。

・ 担当者数が少ないため、チェックの負担が大きくなっている。固定資産台帳更新のため
の資料作成（支出が費用なのか資本的支出なのかの区別等）を各資産の管理をしている
所管に依頼しているが、各所管の資料作成者は、固定資産台帳に対する理解が不十分で
あるため、資料の作成に苦慮している。

・ 関係各課 1名程度で業務を担当しているため、業務の引継ぎにやや課題がある。

・ インフラ資産の一部については、別部署（担当者１名）が行っているため、連携をとっ
て作成・更新している。

・ 契約管財課における固定資産台帳管理業務が、実質１人で行っているため知識の共有及
び引継ぎに課題がある。

・ 台帳の更新について、所管課からの申請に基づいて契約管財課にて更新処理を行ってい
るため、所管課からの申請漏れがあると更新が遅れてしまう。

・ 建設仮勘定から本勘定へ振り替える際、仕訳と不一致が生じる事例が散見される。営繕
部門、公有財産管理部門、固定資産管理部門（財政課）において調整を図る必要がある。

・ 資産を管理している所管が複数あり、役割分担及び連携が不十分なことに課題があると
考えている。

・ 財務書類の作成及び固定資産台帳の作成は財務会計システム内で連携を行っている。財
務会計システム内に財務書類作成及び固定資産台帳の機能を搭載。

② 財務書類の作成について

②-1）財務書類の作成方式について

②-1-1）東京都方式の採用状況

・ 東京都方式を採用している区は 7区（30.4％）である。

・ 7区すべてが統一的な基準（総務省）への組替えを行い、公表している。

図表 25 財務書類の作成方式について、東京都方式を採用しているか（単一回答）

採用している, 7, 

30.4%

採用していない, 16, 

69.6%

(n=23)
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図表26　 東京都方式を採用している場合、統一的な基準（総務省）への組替えを行っているか
（単一回答）
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図表 26 東京都方式を採用している場合、統一的な基準（総務省）への組替えを行

っているか（単一回答）

②-1-2）仕訳方法

・ 仕訳方法については、日々仕訳が 14区（60.9％）と多くを占める。

・ 統一的な基準で作成していても、日々仕訳を採用しているケースが約半数を占め

る。

図表 27 仕訳方法（単一回答）

②-2）財務書類の作成における留意点

②-2-1）セグメント分析の実施に向けて、財務書類の作成時点で取り組んでいるこ

と・工夫していること

・ 固定資産台帳に施設コードを設定している区が９区となっている。

・ また、事業コードを設定している区が４区となっている。

・ このうち２区は、施設コードと事業コードの双方を設定している。

組替えを行い、公表して

いる, 7, 100.0%

(n=7)

日々仕訳, 14, 60.9%

期末一括仕訳, 9, 

39.1%

(n=23)

② -1-2） 仕訳方法
・ 仕訳方法については、日々仕訳が14区（60.9%）と多くを占める。
・ 統一的な基準で作成していても、日々仕訳を採用しているケースが約半数
を占める。

図表27　仕訳方法（単一回答）
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る。
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②-2）財務書類の作成における留意点

②-2-1）セグメント分析の実施に向けて、財務書類の作成時点で取り組んでいるこ

と・工夫していること

・ 固定資産台帳に施設コードを設定している区が９区となっている。

・ また、事業コードを設定している区が４区となっている。

・ このうち２区は、施設コードと事業コードの双方を設定している。

組替えを行い、公表して

いる, 7, 100.0%

(n=7)

日々仕訳, 14, 60.9%

期末一括仕訳, 9, 

39.1%

(n=23)

②-2） 財務書類の作成における留意点
② -2-1） セグメント分析の実施に向けて、財務書類の作成時点で取り組ん

でいること・工夫していること
・ 固定資産台帳に施設コードを設定している区が９区となっている。
・ また、事業コードを設定している区が４区となっている。
・ このうち２区は、施設コードと事業コードの双方を設定している。
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【セグメント分析の実施に向けて、財務書類の作成時点で取り組んでいること・ 
工夫していること】
・ 固定資産台帳に施設別セグメント分析に必要な施設コードを設定している。
・ 現時点でセグメント分析の実施に向けて、取り組んでいることはない。
・ 固定資産台帳に施設別セグメント分析に必要な施設コードを設定している。
・ 暫定的ではあるが、従前より区HPで公表している施設データ集における「施設
コード」を固定資産台帳に設定している。

・ 事業別セグメント分析に必要なセグメントコードを設定している。
・ 各施設に施設別セグメント分析に必要な施設コードを設定している。
・ 各予算事業に事業別セグメント分析に必要な事業コードを設定している。
・ 財務書類の作成単位（予算事業ごと）にあわせた、予算事業単位の事務事業評価
を実施している。

・ 日々仕訳による仕訳発生時に、セグメント分析に必要な事業コード及び施設コー
ドを選択できるように設定している。

・ 固定資産台帳に施設別セグメント分析に必要な施設コードを設定している。（事
業別財務書類については、財務会計システムにおける科目情報から支出伝票を特
定し、分析を行っている）

・ 固定資産台帳に事業別セグメント分析に必要な事業別コードを設定している。
・ 財務会計システムの入力時には、施設情報等を入力していないため、連関表を作
成し、別途情報を付与している。・給与情報など、特定の課で計上しているもの
は、配賦処理にて各課に振り分けをし、部門別情報を作成している。

・ セグメント分析が行えるデータ作成は従前より取り組みを行っている。
・ 固定資産台帳に施設別セグメント分析に必要な施設コードの設定を導入すべく検
討している。

・ 本区では類型（施設運営受益者負担型、施設運営型、受益者負担型、その他）で
分類したセグメント別に財務レポートを作成している。施設運営受益者負担型、
受益者負担型のセグメントについては、財務レポートの巻末に「有形固定資産減
価償却率」や「受益者負担比率」を一覧で掲載しており、類似事業の比較分析が
できるようにしている。

② -2-2） 取得が昭和59年度以前、又は取得原価が不明な有形固定資産の
評価方法

・ 取得が昭和59年度以前、又は取得原価が不明な有形固定資産の評価方法
については、「原則再調達原価だが、道路、河川及び水路敷地については
備忘価格１円」が11区（47.8%）と半数弱を占める。
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図表28　取得が昭和59年度以前、又は取得原価が不明な有形固定資産の評価方法（複数回答）
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図表 28 取得が昭和 59年度以前、又は取得原価が不明な有形固定資産の評価方法

（複数回答）

②-2-3）区の管理対象であるが、所有していないインフラ資産（建物・工作物等；

指定区間外の国道や一級河川等）の取扱い

・ 区の管理対象であるが、所有していないインフラ資産（建物・工作物等；指定区間

外の国道や一級河川等）については、把握していないが 18区（78.3％）と大半を

占める。

・ 把握はしているが財務書類には記載していない区が 3 区、その他の 2 区は、対象

資産なしとなっている。

・ その他、所有外資産の該当金額について記載があるのは、「公会計制度導入前から

使用していた取得価格」、「道路底地のみ昭和 59年度以前は 1円。それ以外は公有

財産台帳に乗っている直工費や単価×面積等（基準モデル作成当初算定の金額）」、

「東京都研究会の手順に基づいた計算価格」である。

図表 29 区の管理対象であるが、所有していないインフラ資産（建物・工作物等；

指定区間外の国道や一級河川等）の取扱い（単一回答）

3, 13.0%

8, 34.8%

11, 47.8%

4, 17.4%
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推計原価

再調達原価

原則再調達原価だが、道路、河川及び

水路敷地については備忘価格1円

その他

(n=23)

② -2-3） 区の管理対象であるが、所有していないインフラ資産（建物・工
作物等；指定区間外の国道や一級河川等）の取扱い

・ 区の管理対象であるが、所有していないインフラ資産（建物・工作物等；
指定区間外の国道や一級河川等）については、把握していないが18区
（78.3%）と大半を占める。
・ 把握はしているが財務書類には記載していない区が３区、その他の２区
は、対象資産なしとなっている。
・ その他、所有外資産の該当金額について記載があるのは、「公会計制度導
入前から使用していた取得価格」、「道路底地のみ昭和59年度以前は１円。
それ以外は公有財産台帳に乗っている直工費や単価×面積等（基準モデル
作成当初算定の金額）」、「東京都研究会の手順に基づいた計算価格」である。

図表29　 区の管理対象であるが、所有していないインフラ資産（建物・工作物等；指定区間外
の国道や一級河川等）の取扱い（単一回答）
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② -2-4） 後年度に都市計画交付金等による交付措置がある特別区債につい
て、貸借対照表の注記に後年度の基準財政需要額見込額を記載し
ているか

・ 「記載していない」が22区（95.7%）とほとんどを占め、「記載している」
のは１区（4.3%）のみである。

・ 後年度に都市計画交付金等による交付措置がある特別区債について、貸借
対照表の注記に後年度の基準財政需要額見込額を記載しているのは１区の
み（地方債現在高等に係る基準財政需要見込額を記載）。

図表30　 後年度に都市計画交付金等による交付措置がある特別区債について、貸借対照表の注
記に後年度の基準財政需要額見込額を記載しているか（単一回答）
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図表 30 後年度に都市計画交付金等による交付措置がある特別区債について、貸借

対照表の注記に後年度の基準財政需要額見込額を記載しているか（単一回答）

②-3）財務書類・固定資産台帳の作成・更新における体制面以外の課題について

②-3-1）財務書類の作成・更新における体制面以外の課題

・ 財務書類の作成・更新における体制面以外の課題については、「日々仕訳の考え方・

作業が定着していないこと」「資産管理や予算編成への活用が進んでいないこと」、

「セグメント分析が進んでいないこと」「他自治体との比較が難しい・できていな

いこと」「作業量が多いこと」などがあげられている。

【財務書類の作成・更新における体制面以外の課題】

・ 職員研修を行い、仕訳の考え方やシステム上の操作方法など日常業務における留意点や
財務書類作成のための知識を浸透させることで日々仕訳での誤りを防ぐほか、決算整理
における職員の理解を深めているが、その効果は十分とは言い難い。

・ 令和 4年度から職員による日々仕訳を導入したが、仕訳の考え方が定着していない。

・ セグメント分析の実施の予定がなく、実施にむけての取り組みを行っていない。

・ 整理仕訳について、決算データのみでは作成できない項目があり、作業が煩雑であるこ
と。

・ 仕訳作業など、専門的な知識が必要な場面が多く、職員だけで財務書類を作成すること
が困難な状況であり、作成・更新をスムーズに行うことができていない。

・ 公会計の知識が豊富な専門家（公認会計士）のサポートが必要なこと。

・ 総務省マニュアルで曖昧な部分について、自治体や担当者に判断が委ねられているとこ
ろがあり、判断が難しい。

記載している, 1, 4.3%

記載していない, 22, 

95.7%

(n=23)

②-3） 財務書類・固定資産台帳の作成・更新における体制面以外の課題につ
いて

② -3-1） 財務書類の作成・更新における体制面以外の課題
・ 財務書類の作成・更新における体制面以外の課題については、「日々仕訳
の考え方・作業が定着していないこと」「資産管理や予算編成への活用が
進んでいないこと」、「セグメント分析が進んでいないこと」「他自治体と
の比較が難しい・できていないこと」「作業量が多いこと」などがあげら
れている。

【財務書類の作成・更新における体制面以外の課題】
・ 職員研修を行い、仕訳の考え方やシステム上の操作方法など日常業務における留
意点や財務書類作成のための知識を浸透させることで日々仕訳での誤りを防ぐほ
か、決算整理における職員の理解を深めているが、その効果は十分とは言い難い。
・ 令和４年度から職員による日々仕訳を導入したが、仕訳の考え方が定着していな
い。

・ セグメント分析の実施の予定がなく、実施にむけての取り組みを行っていない。
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・�整理仕訳について、決算データのみでは作成できない項目があり、作業が煩雑で
あること。

・�仕訳作業など、専門的な知識が必要な場面が多く、職員だけで財務書類を作成す
ることが困難な状況であり、作成・更新をスムーズに行うことができていない。

・�公会計の知識が豊富な専門家（公認会計士）のサポートが必要なこと。
・�総務省マニュアルで曖昧な部分について、自治体や担当者に判断が委ねられてい
るところがあり、判断が難しい。

・�資産管理、予算編成等における活用
・�業務知識の円滑な承継・決算事務作業の簡素化・効率化。各事業所管課が、決算
整理事務の一部（仕訳や事業別財務書類の内容確認など）を行っているが、理解
について差がある。

・�連結財務書類作成の際に、対象団体財務書類に新規勘定科目がある場合、正確な
勘定科目の組換案作成や相殺の根拠を調べることに時間を要する点

・�自団体の財務書類の精度について、客観的にどれくらいの精度であるかを把握す
ることが難しい。

・�附属明細書と注記について、作成はしているものの、財務四表に比べて話題にあ
がることが少ない。

・�総務省のマニュアルは実務的な処理方法が不明瞭な部分や実態にそぐわないと思
われるものがある。総務省へ照会しても、各自治体の判断とされることもあり、
自治体によって取り扱いが違う事例も生じていると思われる。現場の実情を踏ま
えて、総務省から実務的な処理方法が的確に示されることが望ましい。

・�予算事業が、財務書類を作成するための単位となっていないため、事業別財務書
類を作成する際、分類によっては困難な場合がある。

・�システムが会計別財務書類を作成するものがベースとなっているため、セグメン
ト別財務諸書類を作成する際に、システム外のアクセス等を使用し、作成方法が
複雑となっている。

・�令和２年度から日々仕訳を導入しているが、修正が多いことが課題と考えてい
る。

・�システム化されていない部分が多く、職員による作業量が多くなっている。
・�財務書類の作成は各所属が財務会計システムに入力した日々仕訳が積みあがった
ものに決算整理処理（配賦処理など）を行っているため、各職員が複式簿記・発
生主義の会計方法について理解していくことが課題

② -3-2）�固定資産台帳の作成・更新における体制面以外の課題
・�固定資産台帳の作成・更新における体制面以外の課題としては、「耐用年
数と使用可能年数の乖離が大きいこと」「公有財産台帳及び道路台帳との
連携ができていないこと」「固定資産台帳の精度が低いこと」「資本的支出
と修繕費の区分ができていないこと」「資産計上の単位が統一されていな
いこと（特に附属設備や工作物）」「除却処理ができていないこと」「シス
テム連携がうまくできていないこと」などがあげられている。
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【固定資産台帳の作成・更新における体制面以外の課題】
・�公有財産台帳の管理項目と共通している項目が多いが、同台帳との連携が不足し
ているため、業務の重複がみられる。

・�固定資産台帳に記載されている資産について、現物確認ができていないため、登
録や除却の処理が漏れているケースがある。

・�財務会計システムの操作性に改善の余地があると考える。
・�庁内における資産登録の認識不足
・�耐用年数と実際の使用可能年数との乖離が大きく、長寿命化を台帳に反映できな
い。

・�固定資産台帳の公表に向けた内容の精緻化や公表項目の精査など
・�固定資産台帳の更新方法について自治体や担当者に判断が委ねられているところ
があり、各自治体の事務処理に合わせた更新方法があるため、比較分析の有効性
の判断が難しい。

・�公有財産台帳及び道路台帳との連携
・�建物や工作物の新築・増改築以外の工事（改修工事）については原則として費用
計上しており、改修工事等の中で、資産価値の増加を伴う工事の選別及び登録の
方法については整備の余地がある。

・�自団体の固定資産台帳の精度について、客観的にどれくらいの精度であるかを把
握することが難しい。精度を指標化するチェックシートが必要ではないか（例：
公有財産台帳と紐付けされていれば３点、土地の取得価額に補償費等の付随費用
を含めていれば２点など）。

・�改修工事等の資本的支出と修繕費の区分について、資産性の判断基準が抽象的で
具体性に欠ける。自治体であれば保有する固定資産は似たようなものであり、改
修工事などもある程度のパターン化が推測されるため、より具体的な資産・費用
の判断指針があると事務負担軽減のほか、固定資産情報の精緻化、自治体間比較
の推進にも寄与するのではないか。

・�資産計上する単位について、特に建物附属設備や工作物を計上する際、どこまで
を一つの単位とすべきか判断に迷う時がある。総務省の作成要領においては「現
物との照合が可能で、取替を行う単位」とされているため、個々の機械単位がよ
いと考えられるが、細かくしすぎるとかえって管理が煩雑になることが想定され
る。一方で単位が大きすぎると取替を実施した際の既存資産を除却するかどうか
にも影響するため、判断が難しい部分がある。

・�設備等の取替を実施し、固定資産に新しく資産を計上する場合には、既存の資産
は除却することが必要である（除却をしないと二重計上になる）。しかし、過去
の資産が特定できない、除却処理をしていない（処理誤り含む）など、除却の実
態を適切に固定資産台帳に反映できていないケースがある。

・�建物によっては、実際には棟が分かれているが固定資産台帳では１つの資産とし
てまとまっており、棟ごとの取得年度が反映していない場合がある。

・�建物附属設備については、工事単位での資産登録をしており現物の管理ができて
いないため、分割や除却をすることができず、現建物がある限り資産として残り
続ける。

・�インフラ資産（特に道路）については、正確な把握が難しく各自治体によって事
務処理方法が異なっている部分があると思われる。

・�台帳と現況の一致
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・�特になし（公有財産台帳に登録された内容から必要な項目を抽出する作業であり、
公有財産台帳のシステム登録が完了していれば、特段問題なくできる作業です。）

・�導入しているシステムの仕様上の問題から、台帳更新時の多くのケースにて職員
による整理仕訳（オンラインによる手仕訳）が生じる。

・�公表にむけた項目、内容の整理が課題と考えている。
・�システムの運用状況（データ量が多く作業がスムーズに行えないなど）

③�財務書類及び固定資産台帳の活用状況について
③-1）�財務書類及び固定資産台帳の「活用意向・期待度」と「現在の活用状況」
・�全体的な傾向として、「活用意向・期待度」が高い項目については、「現在の
活用状況」も高いという相関関係が見られる。新地方公会計の導入から一定
期間が経過しており、総務省や東京都の研究会等において財務書類等の活用
に関する研究が進められてきていることから、自治体においても一定の取
組・試行が進んできているものと考えられる。

・�ただし、「現在の活用状況」が、５段階評価で３を超えている項目はほとん
どなく、活用が十分に進んでいるという状況にはない。

・�「活用意向・期待度」と「現在の活用状況」の関係でみると、特徴的なグルー
プが３つある。一つは、「活用意向・期待度が高く、現在の活用状況が進ん
でいるグループ」で、「情報開示への活用」に関する項目が多く含まれる。
最も活用度が高くなっているのも「区民へのわかりやすい情報公開の資料と
して活用」や「議会の決算審査における説明資料として活用」といった項目
であり、アカウンタビリティの分野から財務書類の活用が進みつつある状況
がうかがえる。

・�次に、「活用意向・期待度が高く、現在の活用状況がやや進んでいるグルー
プ」で、「公共施設マネジメントや行政評価におけるセグメント分析」に関
する項目が多く含まれる。施設別や事業別の行政コスト計算書を作成・活用
する取組が広がりつつある状況がうかがえる。

・�さらに、「活用意向・期待度がやや高いが、現在の活用状況がほとんど進ん
でいないグループ」で、「予算編成」関する項目が多く含まれる。活用意向・
期待度と現在の活用状況との乖離が最も大きな項目で、実際に活用している
事例もほとんどないため、活用事例が出始め、活用イメージが広がれば、さ
らに活用意向・期待度が高まることも考えられる。

・�これらのグルーピングから、財務書類の活用は「アカウンタビリティ」から
「マネジメント」へとステージが移りつつあるといえる。「マネジメント」の
中でも、活用意向・期待度が高く、先進的な取組が進みつつあるセグメント
分析（公共施設マネジメント及び行政評価）について、先進事例をもとに実
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践的な取組を広げることを核として、潜在的な活用意向・期待度が高い予算
編成における活用について試行的・モデル的な取組を展開していくことが、
さらなる活用の促進に有効であると考えられる。
・ なお、その他の地方債IRへの活用やGISを用いた活用、債権管理への活用、
PPP/PFI等への活用等については、現在の活用状況もほとんど進んでおら
ず、活用意向・期待度もほとんど高まっていない（活用イメージができない）
状況といえる。
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図表31　財務書類及び固定資産台帳の「活用意向・期待度」と「現在の活用状況」（単一回答）
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図表32　 財務書類及び固定資産台帳の「活用意向・期待度」と「現在の活用状況」のマトリク
ス分析
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図表 32 財務書類及び固定資産台帳の「活用意向・期待度」と「現在の活用状況」の

マトリクス分析

③-2）財務書類及び固定資産台帳の「活用意向・期待度」が高い・低い理由

③-2-1）財務指標の設定・分析

・ 活用意向は比較的高いが、「わからない」とする区も多い。

・ まずは総務省が示す指標を設定・分析することの意向が高く、次いで団体間比較

の意向がある。独自指標の設定・分析に対する意向はあまり高くない。

【活用意向・期待度が高い理由】 【活用意向・期待度が低い理由】

・ 区の財政運営の状況を議会・区民へ説明
資料の一つとして、総務省が示す指標や
団体間の比較を活用しているため。

・ 「財政レポート」を作成し、その中で議
会や区民への説明のため用いているた
め。

・ 自団体の財政状況のおおまかな特徴や傾
向を把握することができるため。

・ 財務書類及び分析内容を「区財政レポー
ト」として取りまとめており、区の財政
状況の理解の一助となっている。

・ 直接的な事業見直し等の活用に結びつく

・ 総務省が示す各指標については、数値を
示すにとどまり、それをもって財政の目
指すべき方向について示しえていない。
適正水準などが定かでなく、また、団体
間比較についても自治体ごとに財政規模
や環境の違いがあり、評価が難しい。

・ 「新公会計制度普及促進連絡会議」に参
加し、団体間比較を実施しているが、参
加団体が少ないため、データとしての信
頼性は低いため。

総務省が示す指標を設定・

分析

独自指標を設定・分析

団体間比較を実施

総合管理計画・個別施設計

画の策定・改訂時に財務書

類の情報を活用

公共施設の維持・更新に係

る将来コスト推計に活用

施設別の行政コスト計算書

等の財務書類を作成

公共施設の見直し・統廃合

等、施設の適正管理に活用

施設使用料の見直しに活用

未収債権の徴収体

制の強化等に活用

中長期的な財政運営における

指標設定や財務分析に活用

予算編成における

コスト情報に活用

ライフサイクルコストを踏

まえた施設建設の検討や、

基金積立額の算出等、予算

編成に活用

施設改修等に関する予算を

査定するにあたり、減価償

却率等のデータを補足デー

タとして活用

事業別行政コスト計算書等

の財務書類を作成し、参考

資料として行政評価に活用

事業別行政コスト計算書の

データを活用し、事業別コ

スト分析、利用者１人あた

りコスト分析等を実施

事業別行政コスト計算書の

データを活用し、事業の見

直しに活用

PPP/PFI等の事業性分析に

活用

固定資産台帳を公表し、民

間提案を募集

議会の決算審査における説

明資料として活用

区民へのわかりやすい情報

公開の資料として活用

GIS（地理情報システム）

を用いた固定資産台帳の地

理的可視化の活用

地方債ＩＲへの活用
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分析

事業別行政コスト計算書の事業別行政コスト計算書の

データを活用し、事業別コデータを活用し、事業別コ

スト分析、利用者１人あた

議会の決算審査における説

明資料として活用

公開の資料として活用

施設別の行政コスト計算書

等の財務書類を作成中長期的な財政運営における

指標設定や財務分析に活用

予算編成における

事業別行政コスト計算書等

の財務書類を作成し、参考

資料として行政評価に活用

スト分析、利用者１人あたスト分析、利用者１人あたスト分析、利用者１人あたスト分析、利用者１人あたスト分析、利用者１人あた

りコスト分析等を実施

指標設定や財務分析に活用指標設定や財務分析に活用

予算編成における

コスト情報に活用

ライフサイクルコストを踏

まえた施設建設の検討や、

基金積立額の算出等、予算

編成に活用

施設改修等に関する予算を

査定するにあたり、減価償

却率等のデータを補足デー

タとして活用

①期待が高く、活用度も高い

②期待が高く、活用度がやや低い

③期待がやや高く、活用度が低い

③-2） 財務書類及び固定資産台帳の「活用意向・期待度」が高い・低い理由
③ -2-1） 財務指標の設定・分析
・ 活用意向は比較的高いが、「わからない」とする区も多い。
・ まずは総務省が示す指標を設定・分析することの意向が高く、次いで団体
間比較の意向がある。独自指標の設定・分析に対する意向はあまり高くな
い。

【活用意向・期待度が高い理由】 【活用意向・期待度が低い理由】

・ 区の財政運営の状況を議会・区民へ説
明資料の一つとして、総務省が示す指
標や団体間の比較を活用しているため。

・ 「財政レポート」を作成し、その中で議
会や区民への説明のため用いているた
め。

・ 自団体の財政状況のおおまかな特徴や
傾向を把握することができるため。

・ 財務書類及び分析内容を「区財政レポー
ト」として取りまとめており、区の財
政状況の理解の一助となっている。

・ 総務省が示す各指標については、数値
を示すにとどまり、それをもって財政
の目指すべき方向について示しえてい
ない。適正水準などが定かでなく、ま
た、団体間比較についても自治体ごと
に財政規模や環境の違いがあり、評価
が難しい。

・ 「新公会計制度普及促進連絡会議」に参
加し、団体間比較を実施しているが、
参加団体が少ないため、データとして
の信頼性は低いため。
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【活用意向・期待度が高い理由】 【活用意向・期待度が低い理由】

・ 直接的な事業見直し等の活用に結びつ
くわけではないが、指標分析が既存の
資料で手軽に効果を示すことができる。

・ 独自指標の設定・分析や団体間比較を
行うことで、当区におけるより多面的
な財政分析・検討への活用を期待する
ため。

・ 指標を設定し、分析することにより、
世代間負担の状況、財政の持続可能性
といった区の財政状況が明確になるた
め。

・ 総務省の指標分析については、経年で
の比較やセグメント別での分析に一定
の期待度がある。また、指標は団体間
比較を実施することで数値の妥当性が
みえてくるため、団体間比較への期待
度は高い。

・ 発生主義を採り入れた指標を設定する
ことで、区財政を多角的に捉えること
ができる。

・ 区の財政状況及び今後の課題をまとめ
た刊行物「財政白書」や広報誌、決算
書へ記載をしているため。

・ 新公会計制度の導入により、企業の財
務分析に用いられている各種指標を算
出し、財務分析を行うことが可能と
なった。財務分析は、今後継続して財
務書類を作成することで、区政の課題
の検討資料として活用していくため。

・ 将来的に各団体の作成する経年データ
が蓄積されれば、財務書類からも財政
力を伺うことが出来ると考える。

・ 有形固定資産減価償却率を施設更新の
検討の一つの材料となり得ると考えて
いる。

③ -2-2） 公共施設マネジメントへの活用
・ ６割弱の区で活用意向があり、意向の低い区はほとんどなく、全般的に意
向が高い（使用料の見直しへの活用は意向の低い区もある。）。
・ 特に総合管理計画等の策定・改訂における財務書類の情報の活用や公共施
設の維持・更新に係る将来コスト推計への活用などのマクロ分析及び施設
使用料の見直しにおける活用意向が高い。
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【活用意向・期待度が高い理由】 【活用意向・期待度が低い理由】

・ 公共施設等の総合的かつ計画的な管理
についてはライフサイクルコストの勘
案や費用の縮減等が重要であるから。

・ 複式簿記・発生主義に基づく財務書類
の活用を進めていくためには、官庁会
計では見ることができない減価償却費
を活用することが、一番メリットを示
しやすい。

・ 公共施設のコストや有形固定資産減価
償却率の状況、各施設の利用状況等を
踏まえた、公共施設のあり方検討等へ
の活用を期待するため。

・ 施設の維持管理に関して、実際のコス
トを把握することにより、将来コスト
推計に活用できるため。

・ 稼働状況と併せて各施設を比較するこ
とで、サービスの拡充又は縮小などを
客観的に判断することができるため。

・ 公共施設の維持・更新に係る将来コス
ト推計については、現在活用策を検討
しており、期待度が高い。こうした将
来コスト推計を踏まえた個別施設計画
の策定や、施設適正管理への活用につ
いても一定の期待がある。ただし、施
設の統廃合については既に一定進んで
いること、適正管理については実地検
査等による状況把握が重要なことを考
慮する必要がある。

・ 区立施設再編整備計画の策定に係る基
礎情報を、固定資産台帳に基づく数値
を用いて整理することができるため。

・ 使用料の見直しにおいて、対象経費に
施設建設費（減価償却費）が含まれて
いるため固定資産台帳を活用している。

・ 施設種別の傾向や、個別の施設を分析
する際の一つの指標となるため。

・ 「現在の活用状況」に記載した活用内容
で利用しており、財務書類の情報が必
要なため。

・ 中長期的な財政見通しなどを検討する
うえで、各施設における行政コストに
ついて把握することが必要と考えてい
る。

・ 有形固定資産減価償却率も参考にして
施設整備基金積立額を設定した。

・ 過去に施設使用料の見直しへの活用の
ための検証を行ったが、使用料の大幅
な引き上げが必要という結果となり断
念した経緯があるため。

・ 本区は令和５年度に公共施設等総合管
理計画の改定を行うが、国の示す「公
共施設等総合管理計画の策定にあたっ
ての指針の改訂等について」にて固定
資産台帳の活用があるため。施設使用
料の算定においては、固定資産台帳の
整備により正確な評価額が把握できた
としても、その全てを受益者負担とし
て原価に転嫁するものではないため（施
設使用料そのものが高額になってしま
う。）、使用料の算定よりも前の段階に
ある、公共施設の維持や更新に活用す
ることの方が重要と考える。

・ 施設用途ごとの延床面積や築年別延床
面積、有形固定資産減価償却率の現状
把握や、今後40年間の改築・改修等経
費の試算を実施する等、区立施設再編
整備計画の策定にあたっての基礎情報
として活用している。

・ 施設別コスト計算を実施し、施設マネ
ジメントの推進に係る基礎資料として
活用している。

・ 【施設使用料の見直しについて】本区で
は概ね３年おきに使用料額とコストの
実態調査を実施しており、調査結果を
踏まえて、使用料額とコストの乖離が
できるだけ小さくなるよう使用料額を
見直しているため。
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【活用意向・期待度が高い理由】 【活用意向・期待度が低い理由】

・ 施設更新や施設使用料の検討の一つの
材料となり得ると考えている。

・ 今後も公共施設の維持管理のため、将
来コスト推計や適切な施設量等、数値
目標を算出するために活用していく必
要があるため。施設使用料の見直しへ
の活用に関しては、適切な財政運営に
向けた検討の必要がある。

③ -2-3） 債権管理への活用
・ 活用意向はあまり見られない（活用意向が高いとする区はゼロ）。わから
ないとする区も多い。

【活用意向・期待度が高い理由】 【活用意向・期待度が低い理由】

・ 個々の債権管理の事業別財務書類を作
成する等の活用イメージがある。一方
で、現金主義で説明できるため、新地
方公会計情報を使用する範囲について
は検討が必要である。

・ 本区では財務情報に非財務情報を交え
て分析をした財務レポートを全課にお
いて作成をしており、HPによる公表や
決算審査における参考資料として活用
をしている。税の徴収や貸付事業を実
施する課のレポートにおいては、不納
欠損引当金の状況や債権回収に取り組
み状況を確認することができ、区民や
議会への説明に活用しているため。

・ 決算数値の収入未済や不納欠損で概ね
把握できるものであり、財務書類の数
字が必要不可欠とは言い難い。

③ -2-4） 予算編成への活用
・ ４割程度の区に活用意向が見られるが、２割弱の区の活用意向は低い。わ
からないとする区も２割弱見られ、具体的な活用イメージが湧いていない
ことも考えられる。
・ 具体的には、ライフサイクルコストを踏まえた施設建設の検討や、基金積
立額の算出等や、予算編成におけるコスト情報の活用における活用意向が
高い。
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【活用意向・期待度が高い理由】 【活用意向・期待度が低い理由】

・ 財務書類・固定資産台帳から得られる
情報を活用して、施設等の長期的に見
たコストの削減や支出の平準化が図ら
れることを期待している。

・ 決算分析の１つの手段として財務書類
を活用していくことで、より多角的な
分析が可能となり、その結果を予算編
成に反映できると考えている。

・ 持続可能で効率的な行財政運営の推進
には有限な資源に対してのコストの実
態把握や推計が不可欠であるから。

・ 可能であれば、区の財政運営や予算編
成のバックデータとして複式簿記・発
生主義に基づく財務書類を活用してい
きたい。

・ 公共施設の整備などに係る投資的経費
の後年度推計や各種財政指標等を検討
し、財政運営への活用を期待するため。

・ 将来予測に財務書類の数値を用いるこ
とについては一定の期待がある。予算
編成について、現金主義である予算の
編成に新地方公会計情報を有効活用で
きる範囲は狭いと思われるが、適切な
手法が確立できれば活用意向はある。
予算査定における活用について、固定
資産台帳には施設改修等にかかる情報
がまとまっているため、補足データと
しての活用については一定の意義があ
るように思われる。一方で、公会計担
当者以外が固定資産台帳を読み解くス
キルをどのように身につけるか、そも
そも台帳が活用しやすく整備されてい
るかなどについて課題がある。

・ 予算編成の説明資料作成の参考として
いるため。

・ 予算編成において、財務書類が記載さ
れている「事務事業分析シート」を確
認しているが、参考情報の一つとする
ことしかできず、具体的な活用は図れ
ていない。

・ 投資的経費の中長期的な見通しを検討
するには、コスト情報や財務分析が必
要と考えている。

・ 中長期定な収支計画、施設建設の検討
などは他のデータを活用するため

・ 一人あたりコスト等を事務事業の改善・
見直しへ活用できる可能性があると考
えられるため。

・ 施設建設・施設改修において行政に
とって重要なのは、建物の資産価値で
はなく使用価値（使用可能性）であり、
減価償却の状況は参考にとどまる。そ
れに加え、既存の建物を同一用途・同
規模で建て直すとは限らないので、減
価償却分の積み立ては不要の場合も不
足の場合もある。

・ 現行の予算編成もしくは収支見通しに
ついては、各所管課からの積み上げや
それらへの査定の結果を根拠としてお
り、必要十分と考えているため、財務
書類を予算編成に活用する必要性が薄
い。
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【活用意向・期待度が高い理由】 【活用意向・期待度が低い理由】

・�財務レポートにおいて人に関わるコス
トや有形固定資産減価償却率などが掲
載されており、事業にかかっているフ
ルコスト情報を確認することができる
ため。

③ -2-5）�行政評価への活用
・�５割弱の区で活用意向を示しており、全般的に活用意向が高い。わからな
い、という回答は少なく、ある程度活用イメージができていると考えられ
る。
・�具体的には、事業別行政コスト計算書の活用が主に想定されている。

【活用意向・期待度が高い理由】 【活用意向・期待度が低い理由】

・�行政評価において、基本計画で掲げた
目標に対し、決算情報を盛り込み評価
を行うことで、より確かなPDCAを実
現していくため。

・�議会・区民への説明のために「財政レ
ポート」を作成し、その中で事業別の
行政コスト計算書を掲載しているため。

・�行政評価の指標として、目標値への到
達度や具体的成果のほかに事業に係る
コストも重要な評価・分析要因の一つ
であるから。

・�令和５年度より、事業別の財務書類（行
政コスト計算書・貸借対照表）を活用
した行政評価を実施。

・�財務情報に基づくコスト分析を行政評
価に活用し、限られた財源の中で安定
した行財政運営を図り、予算編成に活
用することが求められている。

・�各事業におけるコスト分析に活用し、
費用対効果等の評価・検証への活用が
期待されるため。

・�財務書類を活用することで、人件費や
減価償却費といった目に見えないコス
トなど、事業のフルコストを踏まえた
評価・分析が可能となるため。・数値的
に示すことにより、外部に客観的に説
明が可能となるため。

・�各事業に係る損益情報が適格に拾われ
ているとは言い難い状況であること。
また、他区比較という観点でも、賞与
引当金や退職手当引当金の人件費にお
ける扱い方など各科目の運用が統一さ
れているか疑義が生じているため。

・�本区では既に行政評価において事業別
にコストを算出しており、必要性、効
率性及び有効性の視点で必要な評価を
実施できているため。
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【活用意向・期待度が高い理由】 【活用意向・期待度が低い理由】

・�事業別、施設別のセグメント分析を行い、
単位あたりコストを分析するなどして、
費用対効果を詳細に説明できれば、行政
評価、事業見直し、その先の予算編成に
おける意思決定への活用が期待できる。

・�当区では、毎年度、すべての予算事務
事業について行政評価を行っているが、
そのうちの数事業について事業別行政
コスト計算書を作成している。ただし
財務書類との関連性は低い。

・�「現在の活用状況」に記載した活用内容
で利用しており、財務書類の情報が必
要なため。

・�行政評価を行う際に、財務書類を用い
ることで、当該事業の必要性、効率性、
目標の達成状況等の評価に活用できる
ため。

③ -2-6）�PPP/PFI等への活用
・�活用意向は２割弱であまり高くはない。PPP/PFI等と財務書類の活用を
直接結びつけて検討されていないケースも見られる。固定資産台帳を公表
し、民間提案を募集することについては、活用意向が低いとする区が２割
強を占め、固定資産台帳の公表にあまり積極的でない区が多いことがうか
がえる。

【活用意向・期待度が高い理由】 【活用意向・期待度が低い理由】

・�コスト分析を用いてPPP/PFI等の活用
を検討することで、公共施設等のより
効率的な整備・運営の検討に活用でき
るため。

・�未利用地等について、公表により、民
間の視点から効果的な利活用の提案等
を得られることが期待されるため。

・�PPP及びPFI導入検討の事業分析にあた
り、固定資産台帳の情報を活用するこ
とにより、正確な事業分析が可能とな
るため。

・�（PPP/PFI）更なるサービスの質の向上
及び行政コストの削減につながる可能
性があるから。

・�固定資産台帳は既に区ホームページで
公開しているが、PPP ／ PFI等の官民
連携手法は、施設の規模や特性等に応
じて個々に検討を行い、導入するもの
と考えているため。

・�区市町村レベルで具体的にどのように
活用できるかについての情報が乏しい
ため、現状では低い活用意向となって
いる。

・�PFIを新たに導入する対象施設がないた
め。

・�「固定資産台帳の公表」そのものと「民
間提案の募集」が直結するものではな
いと考える。

・�（固定資産台帳）導入に向けて具体的な
検討を行っていないため。
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③ -2-7）�情報開示への活用
・�議会や区民への説明・公開への活用意向が６割強と高い。
・�GIS及び地方債IRへの活用については、「わからない」が４割前後を占める。
ただし、GISの活用については、地理的可視化により台帳の精緻化に寄与
するという期待理由を示す区もある。地方債IRについては「意向が低い」
とする区も２割弱を占める。

【活用意向・期待度が高い理由】 【活用意向・期待度が低い理由】

・�従来の地方公共団体の会計ではわかり
にくい資産や負債といったストック情
報明らかにし、区の財政運営の状況を
説明できるため。

・�アカウンタビリティ強化の一助となっ
ている。

・�議会・区民への説明のために「財政レ
ポート」を作成しているため。

・�各事業に係るフルコストを可視化する
ことができるため、区民としてもわか
りやすいと考えられるため。

・�財務書類及び分析内容を「区財政レポー
ト」として取りまとめており、区の財
政状況の理解の一助となっている。

・�ストック情報や正確なコスト情報を明
示できるため。

・�区民への説明責任の充実、透明性の確
保に寄与できるため。

・�議会への決算審査における説明資料につ
いては、施設別財務書類及び23区比較
が議員の質問におけるバックデータとな
ることがままあり、アカウンタビリティ
における期待度は高い。区民への情報公
開について、これまでに区民からの直接
的なリアクションは無いが、そもそも区
民にとって分かりやすい情報公開ができ
ているかという課題があるため、期待度
についてはやや高いとした。GISについ
ては今年度から固定資産台帳情報の公開
を予定しており、アカウンタビリティに
おいて一定の効果があると思われる。ま
た、外部へのアカウンタビリティのみな
らず、地理的可視化により内部での固定
資産台帳の精緻化にも寄与するため、期
待度は高い。地方債IRについては区市
町村レベルで具体的にどのように活用で
きるかについての情報が乏しいため、現
状では低い活用意向となっている。

・�地方債IRを作成していない
・�議会の参考資料として配布しているの
みのため。

・�地方債IRについては、現時点で公募債
を発行する予定がない。

・�議会・区民への説明資料として活用で
きることが望まれる部分もあるが、他
の活用方法と比較すると優先順位が低
いこと

・�財務書類の数字を財政の健全性を検証
する指標として用いる基準が定かでな
く、そこから財政の課題・目指すべき
方向性は直ちに導けないため、情報（数
字）を開示しても、その数字が何を意
味するかを区民・議員等に説明するの
に困難を覚える。

・�【地方債IR】当区においては、起債は公
的資金等が主である。銀行債の発行を
行うケースは稀であり、市場公募債の
発行は行っていないことから、活用可
能性は低いと考えている。
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【活用意向・期待度が高い理由】 【活用意向・期待度が低い理由】

・�区の財政状況及び今後の課題をまとめ
た刊行物「ふるさと財政白書」や広報誌、
決算書へ記載をしているため。

・�決算書の内容で不足している情報を補
完しているため、より詳細な情報を報
告できるため。

・�決算審査資料として提出しているが、
質疑にはあまり活用されていない。

・�保有する資産や財政状況をより客観的
に把握･分析できると考えている。

・�（財政課）財務書類を基に作成している
財務レポートは各課の財務情報に加え
て、非財務情報が掲載されており、事
業の「数値化・見える化・分かる化」
が図られているため

③-3）�財務書類及び固定資産台帳の活用状況及び具体的な活用内容
③ -3-1）�財務指標の設定・分析
・�活用状況については、総務省が示す指標を設定・分析については７割弱の
区で活用が進んでいる。ただし、「意思決定に寄与」するレベルで活用し
ている区は見られていない。
・�具体的には、議会や区民向けの情報公開資料を作成・公開しているケース
が多い。
・�団体間比較については、８区（36.4%）が実施している他、試行している
区も５区（22.7%）あり、一定の活用ニーズ・実績があるといえる。また、
独自指標を設定・分析している区も４区ある。

【具体的な活用内容】
・�財政課で発行している「主要施策の成果」にて「財務書類で見る区の財政状況」
を掲載し、議会・区民に対して区の財政運営の状況を説明する資料として活用し
ている。

・�特別区平均及び全国平均の指標値を独自に算出し、他団体比較やレーダーチャー
トを公表資料に反映することで、分かりやすい説明に努めている。

・�「区財政レポート」としてホームページで公表している。
・�財務書類の公表資料「区の財務書類」の中で、総務省が示す指標を公表し、一部
指標について他団体と比較している。

・�年次財務報告書にて、有形固定資産減価償却率等の分析指標を公表している。
・�①「有形固定資産減価償却率」、②「歳入額対資産比率」、③「純資産比率」、④「住
民一人あたり資産額」、⑤「住民一人あたり負債額」、⑥「住民一人あたり行政コ
スト」、⑦「受益者負担率」といった指標を活用し、議会・区民へ公表している。
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・�新公会計制度普及促進連絡会議内の検討部会にて自治体間比較を行っている。
・�一般会計の貸借対照表に独自指標を追加し、議会での決算参考資料として用いて
いる。

・�新公会計制度普及促進連絡会議主催の「自治体間比較部会」に参加している。
・�例年、決算議会の参考資料となる「財政白書」において、総務省が示す指標を分
析しているほか、一部指標の23区比較についても掲載している。また、「区構造
改革実行プログラム」において、行政コスト対税収等比率を対前年度比で改善さ
せる目標を掲げている。

・�区の独自の指標「財政健全化と持続可能な財政運営を確保するための基本的な考
え方」において、発生主義の考え方を採り入れた指標を設定している。

・�総務省が示す指標及び団体間比較を財務書類に記載し公表している。
・�区の財政状況及び今後の課題をまとめた刊行物「ふるさと財政白書」や広報誌、
決算書へ記載をしている。

・�包括年次財務報告書にて、有形固定資産減価償却費率や将来負担比率等の各種指
標を記載している。

・�財務書類の概要版に、将来世代負担比率など指標を掲載し、情報を公開している。
・�議会へ決算審査資料として財務書類を提出している。
・�財務書類に、財務指標を記載したものを公表している。
・�会計課：財務書類概要版として、区民１人あたりの財務書類数値や有形固定資産
の老朽化比率などを掲載している。

③ -3-2）�公共施設マネジメントへの活用
・�活用状況については、「意思決定に寄与」するレベルでの活用割合が最も
高く、計画策定や将来コスト推計への活用が５区（21.7%）、施設や使用料
の見直しへの活用が４区（16.7%）、公共施設の見直し・統廃合等への活用
が３区（13.0%）を占めており、活用度が高い。
・�具体的には、固定資産台帳の情報を正として総合管理計画等を作成してい
る区や施設全体の老朽化度の説明に有形固定資産減価償却率を用いている
区、一部施設類型について施設別行政コスト計算書による比較分析を行っ
ている区、使用料の改定に減価償却費を活用している区などが見られる。

【具体的な活用内容】
・�固定資産台帳は公共施設等総合管理方針における施設一覧に活用
・�現金収支を伴わないコスト（減価償却費等）を反映し、施設単位でのフルコスト
把握が可能となった。
・�公共施設等の維持管理・更新等に係る中長期的な経費の見込みの算出や、公共施
設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針の充実などに活用。
・�以下の内容は、活用に向けた試行的な取組になる。住区センター会議室や図書館
といった一部施設について、施設別行政コスト計算書を作成した。令和５年度中
に「公の施設使用料の見直し方針」を改訂し、施設使用料算定の対象経費に減価
償却費を参入し、令和７年４月に使用料を改訂する予定である。
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・�「区の新公会計制度活用計画」を策定し、施設の財務データ等の分析、施設整備
や再編に向けた分析データとしての活用、施設コストに対する区民・職員の理解
促進に活用している。

・�総合管理計画及び個別施設計画策定時に、財政状況及び将来費用の見込において
固定資産台帳の情報を活用した。

・�総合管理計画・個別施設計画について、現状では施設全体の老朽化度合いの説明
に有形固定資産減価償却率を用いているが、個別施設において具体的に新地方公
会計の数値を用いた計画策定をすることはできていない。施設別の財務書類につ
いては、一部の施設類型について、類型別での財務書類を作成している。議会か
らの関心も高く、個別の施設単位での作成も必要と認識しているが、作業が煩雑
となるため、行政コスト計算書の形にとらわれず、財務書類の一部数値や指標の
みで作成することも検討が必要である。施設使用料の見直しにおいて、固定資産
台帳の減価償却費を原価に算入している。公共施設の維持・更新にかかるコスト
の妥当性をはかる「ものさし」として、「資産価値の減少相当は維持補修をする
ことが許容される」という仮説のもと、減価償却費データから維持補修費を統制
することができないか、現在検討を行っている。

・�施設用途ごとの延床面積や築年別延床面積、有形固定資産減価償却率の現状把握
や、今後40年間の改築・改修等経費の試算を実施する等、区立施設再編整備計画
の策定にあたっての基礎情報として活用している。

・�施設別コスト計算を実施し施設マネジメントの推進に係る基礎資料として活用し
ている。

・�将来コスト推計：改修更新・運営経費・事業費をもとに、建物面積を削減した場
合の経費削減額を試算

・�行政評価の中で施設分析シートを作成し、財務書類の分析・評価を行っている。
・�大幅な改修があった際に、減価償却費等を活用して施設使用料改定を検討してい
る。

・�（総合管理計画／個別施設計画）の施設情報は固定資産台帳の情報を正としてお
り、その情報に基づいてライフサイクルコストの試算を行い、今後の施設更新需
要の見通しや長寿命化の効果等を対外的に説明している。・固定資産台帳の情報
に基づいて、築年・建物の構造から施設更新の目標時期を定め、改築・改修の事
業実施等を判断している。

・�資料編は財務書類のうち、施設別行政コスト計算書の情報を記載している。
・�施設使用料の見直しに対しては、減価償却費の金額に使用している。
・�有形固定資産減価償却率も参考にして施設整備基金積立額を設定した。
・�固定資産台帳を将来コスト推計に使用するには精度が低いため、活用の期待度は
低い。

・�今後も適切に維持管理を実施し、長期的に安全安心な公共施設を目指すべく、財
政状況の悪化とならないよう、適切な施設量の検討を行った。その際に、直近５
年間の財政状況や資産状況を踏まえて、将来の推計を行った。
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③ -3-3）債権管理への活用
・�活用状況については、活用していない区が22区（95.7%）とほとんどを占
める。
・�１区のみ活用している区があり、全課で作成する財務レポートのうち、税
の徴収や貸付事業を実施する課のレポートで、不納欠損引当金の状況や債
権回収の取組状況を確認できるようにしている。

【具体的な活用内容】
・�本区では財務情報に非財務情報を交えて分析をした財務レポートを全課において
作成をしており、HPによる公表や決算審査における参考資料として活用をして
いる。税の徴収や貸付事業を実施する課のレポートにおいては、不納欠損引当金
の状況や債権回収に取り組み状況を確認することができ、区民や議会への説明に
活用しているため。

③ -3-4）予算編成への活用
・�活用状況については、８割弱のほとんどが活用していない。中長期での財
務分析や施設改修等の予算査定における減価償却率等の活用について試行
する区が４区において見られるが、ほとんど活用できていない状況であ
る。「意思決定に寄与」するレベルで活用している区が１区ある（固定資
産台帳の減価償却費情報を用いて、現状の施設整備に係る基金の積立額が
適切であるかを測る物差しとしている）。
・�その他の具体的な活用事例としては、予算査定の参考データとして減価償
却費を活用するものとして、施設の資産価値を踏まえた営繕経費の予算要
求を行わせる区や、長期的な視点による事業の要否の検討に活用する区、
その他予算査定の参考データとして活用する区などが見られる。

【具体的な活用内容】
・�予算編成の際に、各公共施設の減価償却額を所管課に示すことで、施設の資産価
値を踏まえた営繕経費の予算要求を行うよう促している。
・�財務書類を活用して指標による分析、過去の年度と比較した増減分析、減価償却
累計額に対する基金残高の割合などを経年比較した「財政白書」を発行し、議会
や区民に対して公表している。
・�施設改修等の予算査定の際に、参考データとして活用
・�行財政改革実施計画において指標の目標値を設定している。
・�固定資産台帳の減価償却費情報を用いて、現状の施設整備に係る基金の積立額が
適切であるかを測る物差しとしている。
・�予算編成に係る会議に使用する説明資料の参考資料としている。
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・�新規事業（一部）の実施にあたり、将来的なコスト推計を行うことにより、長期
的な視点による事業の要否の検討や説明を行うことが可能となった。

・�開始３年目を迎える事業について財務レポートに記載してもらい、予算編成の中
で一つの参考資料として活用している。

③ -3-5）�行政評価への活用
・�活用状況については、９区（39.1％）の区が議会・区民への説明に活用し
ており、活用度は高いといえるが、「意思決定に寄与」するレベルで活用
している区はなく、半数以上の区で活用できていない。

・�具体的な活用事例としては、事業別行政コスト計算書を作成・活用してい
る区、単位量・行動量あたりのフルコストを算出・活用している区、財務
レポートを作成し外部評価委員会に提出している区などが見られる。

・�また、図書館事業における自治体間比較を実施したり、コスト試算に基づ
き事業廃止を検討したりする他、新規事業の実施や事業の見直し時に各事
業手法のコスト情報を比較分析したりしている区もある。

【具体的な活用内容】
・�行政評価において、基本計画で掲げた目標に対し、決算情報を盛り込み評価を行
うことで、より確かなPDCAを行っている。また、決算資料として議会へ提出及
びホームページ等で公開している。

・�行政評価の様式に「単位あたりのコスト」欄を設け、事業分析情報の一つとして
区民一人あたりのコストを掲載している。

・�現金収支を伴わないコスト（各引当金繰入額）を反映し、事業単位でのフルコス
ト把握が可能となった。

・�活用に向けた試行的場取組として、施設と結びついた事業である住区センター会
議室や図書館といった一部事業について、施設別行政コスト計算書と同様に施設
別行政コスト計算書を作成しコスト分析を実施している。また、図書館事業につ
いて自治体間比較を実施して、事業見直しへの活用に向けた分析を実施した。

・�一部事業について、財務書類のコスト情報を用いたコスト試算に基づき、事業廃
止に向けたデータに活用した。

・�新規事業の実施や事業見直しに際し、事業実施手法に複数の選択肢が存在するも
のについて、コスト情報の比較分析の試算を行った。

・�実施計画の施策評価において事業別行政コスト計算書を使用。また、計画に掲げ
る行動量ごとのフルコストを算出し、コストを踏まえた事業の評価に活用してい
る。

・�施設の整理統合や民間委託にかかる直営コストとの比較などに活用している。
・�上記のとおり、毎年度数事業について事業別行政コスト計算書を作成しており、
これを行政評価における参考とすることで、PDCAサイクルの着実な推進につな
げている。ただし財務書類との関連性は低い。

・�行政評価で活用しているため、結果をホームページで公表している。
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・�各事業に要した費用をフルコストで分析し、経年比較することで事業の改善・見
直し、休止・完了等を判断する際の要素の一つとして活用している

・�事業別行政評価シートの作成の際、減価償却費など行政コスト計算書の内容を記
載している。また、事業別行政評価シートは、令和２年度の４事業から令和３年
度は10事業に拡大し、HPで公開している。

・�事業別評価シート対象所管においては、フルコスト構成割合の分析により、事業
の見直しに活用している。

・�行政評価を行う際に、財務書類を用いた財務レポートに基づき、事業の目的・目
標、成果指標の妥当性、費用対効果、課題認識などについて、学識経験者や区民
の方で構成される外部評価委員による評価を実施し、その結果を各部局における
今後の事業の検討や予算編成に役立てている。

③ -3-6）�PPP/PFI等への活用
・�活用状況については、９割強のほとんどの区が活用していない状況であ
る。
・�活用しているのは３区であり、具体的な活用事例としては、費用・便益分
析を行い土地の利活用に関する意思決定に反映している区や、普通財産の
活用状況をホームページで公開し民間の提案募集することを検討している
区が見られる。

【具体的な活用内容】
・�普通財産等について、今後、原則区ホームページで活用状況を公表し、民間の視
点による新たな活用方法の提案募集などを通して、貸付などによる利活用の推進
を図る取組みの検討を進めている。
・�PPP及びPFI事業の導入検討において、活用予定である。
・�土地の利活用を検討する際、固定資産台帳の情報や施設別行政コスト計算書の情
報をもとに、費用・便益の分析を行い、当該利活用の方針決定の参考としている
（土地の利活用によって得られる利益と活用に係る経費、統廃合によって削減さ
れる維持管理コストや減価償却費等のトータルコストを分析している）。

③ -3-7）�情報開示への活用
・�活用状況については、区民へのわかりやすい情報公開の資料として活用し
ているのが９割以上、議会の決算審査における説明資料として活用してい
るのが８割弱とほとんどの区で活用済みの状況である。
・�具体的な活用事例としては、財政白書や財政レポートとしてホームページ
等で情報公開している区が多い。また、議会の決算における参考資料とし
て提示している区も見られる。財務書類の公表資料に財務書類の解説等を
記載している区もある。
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・�一方　GISでの活用及び地方債IRにおける活用については、９割強のほ
とんどの区が活用していない。

【具体的な活用内容】
・�財政課で発行している「主要施策の成果」にて「財務書類で見る区の財政状況」
を掲載し、議会・区民に対して区の財政運営の状況を説明する資料として活用し
ている。

・�財務書類を区のホームページに掲載するとともに、財政白書において財務分析を
行い、区民へ公表している。

・�主要事業の行政コスト計算書を作成し、財政公表誌に掲載している。
・�広報紙・HPで公開している。
・�財務書類は、これまでの決算書では読み取ることができない資産、負債、費用、
収益が整理されており、各種指標をレーダーチャート化することにより、自団体
の財政状況のおおまかな特徴や傾向を容易に把握することができるなど、特に住
民等への説明責任を果たすうえで重要な手段となっている。

・�「区財政レポート」としてホームページで公表している。
・�財務４表（一般会計・各会計合算）を決算書に参考資料として掲載し、決算特別
委員会で報告している。

・�「区�財務書類」の公表資料に財務書類の解説等を掲載している。
・�年次財務報告書にて、有形固定資産減価償却率等の分析指標を公表している。
・�決算参考資料として会計別及び各会計合算財務書類を議会に提出し、連結財務書
類とともに公表している。

・�財務書類を分かりやすく解説した概要版を公表している。
・�全事業別財務書類を公表している。
・�一般、全体、連結の財務４表を、議会での決算参考資料として用いている。
・�一般、全体、連結の財務４表を区ホームページで公表している。
・�例年、決算議会の参考資料となる「財政白書」を作成し、新地方公会計情報につ
いても掲載している。また、区のホームページでも財務書類及び固定資産台帳の
情報を公開している。また、財政白書の内容を簡潔にまとめた「概要版」を図書
館などの庁外施設へ掲出し、区民が手に取れるようにしている。

・�区政経営報告書（決算資料）内に財務書類の概要を掲載している。
・�議会への提出及びホームページでの公表
・�区の財政状況及び今後の課題をまとめた刊行物「財政白書」や広報誌、決算書へ
記載をしている。

・�各分析シート（事務事業、施策、政策、施設）にコスト情報を紐づけ、成果や問
題点を分析した上で、区ホームページ等で公開している。

・�財務書類に関して、議会に提出・説明をしている。また、HPに財務書類を公開
し、区民にわかりやすいように概要版を掲載し、公開している。

・�財務書類に、財務指標を記載したものを公表している。
・�会計課：議会の決算審査における参考資料として議員に配布。区民への情報公開
として区ホームページへの掲載及び区内図書館へ閲覧用として配布。

・�財政課：財務レポートを議会に提供するとともに、ホームページで公開してい
る。
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③ -3-8）�その他の活用内容
・�その他の活用事例としては、基金額の設定に減価償却のデータを活用して
いる区、使用料の算定に簿価や減価償却費情報を活用している区、セグメ
ント分析を試行・実施している区、行政評価の資料として財務レポートを
提供している区、財務書類とは別にわかりやすい概要版をホームページで
公開している区などが見られる。

【具体的な活用内容】
・�減価償却累計額に対する基金残高の割合を経年比較し、施設の建替需要への財政
的な備えの検討を行っている。
・�行政財産使用料の算定に使用：適正な使用料を算定するため、固定資産台帳の現
在簿価を使用している。
・�受益者負担の公平性確保や使用料等算定の透明性の確保のため、固定資産台帳の
減価償却費情報を使用料算定に活用している。
・�「会計別財務書類・各会計合算財務書類」「事業別財務書類」「連結財務書類」「統
一的な基準による財務書類」「固定資産台帳」「施設別行政コスト計算書」「特定
事業の行政コスト情報」を公表している。
・�情報公開への活用として、HPで固定資産台帳を公表している。
・�区の主要事業である実施計画事業については、施策評価に行政コスト計算書を使
用し財務分析を実施している。また、計画に掲げる行動量ごとのフルコストを掲
載し、コストの増減や効率的な実施手法について評価・分析を実施している。
・�試行的にセグメント分析を実施した。
・�詳細な内容を記載した財務書類とは別に、概要版としてよりわかりやすくコンパ
クトにまとめた資料を作成し、ホームページで公表している。
・�「政策分析シート」「施策分析シート」「事務事業分析シート」「施設分析シート」
を作成し、政策・施策・事務事業及び施設ごとにコスト情報を紐づけ、セグメン
ト分析を行っている
・�有形固定資産減価償却率も参考にして施設整備基金積立額を設定した。
・�（会計課）独自基準による財務書類、及び統一的な基準による財務書類を区ホー
ムページに掲載することで区民に限らず、幅広く情報提供を行えている。
・�財政課：財務レポートに新規事業３年目を迎える事業を記載してもらい、予算編
成の中で一つの参考資料として活用している。
・�行政評価の資料として財務レポートを提供している。

③-4）�財務書類の活用における効果と課題
③ -4-1）�財務書類の活用において期待されている効果
・�財務書類の活用において期待されている効果としては、わかりやすい公表
や説明といったアカウンタビリティの向上、職員におけるコスト意識や費
用対効果に対する意識の向上、持続可能な財政運営や事業の見直し・事業
のスクラップ＆ビルドにつながること、財務書類の活用による分析力の向
上（発生主義による財政力の分析、事業検証ツールとしての活用、施設規
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模に見合った行政サービスのチェック等）があげられている。

【財務書類の活用において期待されている効果】
・�かつての官庁会計（単式簿記）では、決算数値として現れなかった減価償却費や
引当金なども含めたフルコスト情報が見える化され、政策決定や職員の意識にお
いて、費用対効果が重視されることを期待している。

・�職員の区の資産や負債、コストに関する意識が高まり、区民等への説明責任の充
実が図られる。

・�区民へのアカウンタビリティの向上や費用対効果の観点からの事務事業の改善
・�財務書類から得られる情報を活用することで、区の財政状況をより分かりやすく
説明できることを期待している。

・�課別、事業別及び小事業別の財務情報については、行政評価シートで活用
・�区としては、事業にかかるコストを新地方公会計のエッセンスである減価償却費
や引当金を踏まえたフルコストで算出した上で、行政評価に活用し、その情報を
予算編成に活用することで、事業のビルドアンドスクラップに繋げたい。

・�コスト情報・ストック情報を含めた財務情報のわかりやすい公表、予算編成への
活用。

・�行政評価や予算編成における根拠として活用することにより、持続可能な財政運
営や事業見直しが期待できる。

・�区事業に関する意思決定において、財務書類を活用したコスト推移や将来コスト
の試算、事業費の妥当性などの情報として活用される。

・�他自治体との事業比較が可能となる。
・�財産の有効活用に繋がる活用方法の提案等
・�行政をチェックし業務改善に繋げるマネジメントの取組においては、指標だけで
はない財務書類・固定資産台帳の情報についても活用が可能と考えられる。例え
ば、PLで資産除却損となった資産について、取得価額に対する資産除却損の割合
から過去投資の妥当性をチェックし、将来の投資の改善に繋げていくことが考え
られる。また、施設を当期減価償却額の大きい順に示し、施設規模に見合った行
政サービスが提供されているかチェックすること等も考えられる。

・�コスト計算の際に減価償却費を取り入れることができる。
・�説明責任の履行
・�各事業の分析においてアウトカム及びアウトプット指標だけでなく、財務会計
データを活用し、事業の改善、見直し、休止、完了の促進をすることで質の高い
サービスを重点歴に提供していくこと。

・�地方自治体が行っている事業は、経費効果や効率性の多寡だけで取捨選択するこ
とは難しいと思われるが、財務書類の活用によって、区の財政、資産等の情報
を、区民により一層わかりやすく説明するためのツールとなることを期待してい
る。

・�フルコスト構成割合や財源構成割合の分析による事業の見直しするための検討材
料として期待している。

・�将来的に各団体の作成する経年データが蓄積されれば、財務書類からも財政力を
伺うことが出来ると考える。

・�（財政課）事業検証ツールとして活用していくことを期待している。
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③ -4-2）�財務書類の活用における課題
・�財務書類の活用における課題としては、基準や指標などがバラバラで団体
間比較が難しいこと、全庁的な理解や気運が高まっていないこと、職員の
事務負担が大きいこと、現実的な実務への活用方法が確立されていないこ
と、固定資産台帳や減価償却費等のデータの精緻化が必要なことなどがあ
げられている。

【財務書類の活用における課題】
・�財務書類の完成時期について、区によって差があること。他区との比較を行いた
い際に同一年度で比較できないことがあり、不便に感じる時がある。
・�「財務書類の数値やその変化」と「当該施策・事業における要因」の相関関係が
理解できていない。
・�全ての伝票にセグメントコードを付けるとなると、職員の事務負担も増えるた
め、バランスが難しい。
・�有効的な活用方法の検討
・�活用範囲が限定的であること。
・�他自治体との比較において、客観的な指標がないため、評価が難しい。
・�退職手当引当金の計算式について、現行の健全化の算定方法では調整額の対象期
間が５年間であるのに対し、特別区では20年間のため実態と異なる。また、前年
度自己都合退職者の割合を基に算定すると、年度によって著しい変動となる。こ
のため、フルコストと言えば見栄えは良いものの、当該調整額の影響を受けた退
職手当引当金繰入額を人件費に含めることに疑問がある。
・�活用方法が限られており、財務書類を活かし切れていない状況である。
・�より積極的な活用を図るにあたっては、固定資産台帳など、財務書類作成のベー
スとなる情報の精緻化を進めていく必要がある。
・�仕訳に必要な根拠資料を整理するとともに、必要に応じて事務フロー
・�役割分担の見直し、EUC機能の活用を検討・東京都等の会計基準を参考に、新基
準による連結の範囲や作成手順等を決定する必要
・�財務書類の区政運営における具体的な活用を目指している一方で、その活用内容
が複式簿記・発生主義に基づくコスト情報から飛躍しており、何もかもを財務書
類の活用で解決しようとしている。
・�複式簿記・発生主義に基づくコスト情報にて分かる情報を周知できていない。
・�財務書類によるコスト情報を活用しなくとも、官庁会計で解決することができる
事例が多く、わざわざ財務書類によるコスト情報を用いるメリットが少ないこと
から、全庁的な広がりに結びつけることが難しい。
・�財務書類が全庁的に浸透していないため、積極的に活用が図られていない。
・�各事業所管課の新地方公会計に対する理解が不足している。
・�全庁的に新地方公会計を予算編成や政策決定に活用しようとする機運が低い。
・�財務書類の活用の視点が庁内に浸透しない。
・�活用には一定程度の知識が必要であり、業務負担も発生する。・各自治体の準拠
モデルやセグメントの考え方、組織体系の違い等により、財務書類を活用した自
治体間比較のハードルが高い。
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・�固定資産台帳の整備、個別施設計画の策定等に活用しているが、予算編成など実
務への活用方法が見いだせていない。

・�財務書類の活用においては団体間比較が有用だが、現状では会計基準の差異や、
会計基準に明記されていないレベルでの処理方法の差異（団体によって判断が異
なる部分）があり、単純な比較が難しい。今後を踏まえ、処理方法の統一化や画
一化を目指すべきではないか。

・�自庁内での財務書類や固定資産台帳に対する関心が薄いため、「誰も見ない財務
書類・固定資産台帳」になりやすい。例えば固定資産台帳を庁内に公開するにし
ても、単なる簡素な情報の羅列で終わらせず、ソート順を工夫する・セルを色分
けするなど、より分かりやすい体裁に整えて公開することが必要ではないか。

・�団体間比較を行うにあたり、総務省が公表している各団体の財務書類まとめデー
タを活用したいが、比較分析を行うためにはデータを二次加工する必要があり、
使いやすいデータとは言い難い。また、総務省はストック情報調査の結果も公開
しているが、数値が各団体の財政状況資料集に分散しており、分析しやすいデー
タとしてまとまっていない。

・�現状では各団体がバラバラに分析や活用の取組を行っており、各団体間のハブと
なる機能がない。

・�正しい減価償却費の算出、統一的な基準前後で附属設備や資本的支出の取り扱い
が異なること、総務省の統一的な基準作成マニュアルに曖昧な箇所があり自治体
によって事務処理方法等が異なること等の技術的な課題・困難さが払拭されない
一方、そもそも財務書類を精緻化することでどのような活用可能性が広がるのか
が今もって見えて来ない。目的の見えない精緻化作業には自己目的化のきらいが
窺える。最近では固定資産台帳やセグメント分析が取り上げられているが、いず
れも財務書類本体の活用とは言い難い。財務書類の作成及び精緻化が膨大な実
務・検討に見合うものなのか、財務書類の限界を踏まえた現実的な“落とし所”
を探るべき時期なのではないか。

・�セグメント別分析やマネジメントへの活用など未だ道半ばという認識はあるもの
の、人材面や費用対効果の観点から、現状ではこれ以上の活用は難しいと感じて
いる。

・�財務情報の分析に長けた職員の育成が必要。
・�公会計情報の活用について推進するための組織作りが必要。
・�他自治体の調査研究を進めており、より効果的な活用方法や新たな活用方法等
（自治体間比較等）について検討が必要
・�区の財政状況に関する説明責任を果たすことや中長期的な視点による事業の要否
検討を行う上で財務書類が有効なツールであると考えられるが、財務書類に関す
る職員の知識や区民認知度を向上させる必要がある。

・�事業別行政コスト計算書を作成する際、分析したい単位の事業別行政コスト計算
書をシステム上作成が困難な場合がある。

・�特別区間でも地価の差が大きく、特に貸借対照表での比較が難しい。
・�全庁的に財務書類の具体的な活用方法の理解が進んでいない。
・�財政課:本区では財務書類を基に非財務情報もいれた財務レポートを作成してい
るが、この中で事業の成果指標なども設定しているが、どのような指標が適切で
あるか判断が難しく課題である。
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③-5）�財務書類の活用に関する外部委託
・�財務書類の活用に関して、外部に分析やコンサルティングを委託している区
が　９区（39.1%）となっている。

図表33　財務書類の活用に関して、外部に分析やコンサルティングを委託しているか（単一回答）
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③-5）財務書類の活用に関する外部委託

・ 財務書類の活用に関して、外部に分析やコンサルティングを委託している区が

９区（39.1%）となっている。

図表 33 財務書類の活用に関して、外部に分析やコンサルティングを委託しているか

（単一回答）

【財務書類の活用に関する外部委託の具体的な内容】

・ 経年分析や他区との比較を委託している。

・ 一般会計等財務書類からみた財政状況や指標等を分析し、文章化する。

・ 連結財務書類作成支援

・ 全体財務書類の分析（概要分析、過去６の財務書類との経年分析、他区との比較分析）

・ 作成等支援業務委託に分析を含めており、指標の組合せを行っている。

・ 小事業別の行政コスト計算書と貸借対照表の特徴的事項の分析・助言など

・ 事業見直し等行政運営への活用に向けた事業別・施設別行政コスト計算書の作成に対す
る助言指導

・ 事業別・施設別行政コスト計算書に基づくコスト分析により、費用対効果の分析や比較
検討作業を行い、課題の発見と業務改善等につなげていく取組に対する助言指導

・ 財務分析レポートを作成し、区の財政状況について管理職等への報告を実施している。

・ 財務書類作成支援業務(連結財務書類作成、決算整理仕訳作成、財務書類（一般・全体）
の整合性確認、

・ 指標の算出・分析、公表資料作成

委託している, 9, 

39.1%

委託していない, 14, 

60.9%

(n=23)

【財務書類の活用に関する外部委託の具体的な内容】
・�経年分析や他区との比較を委託している。
・�一般会計等財務書類からみた財政状況や指標等を分析し、文章化する。
・�連結財務書類作成支援
・�全体財務書類の分析（概要分析、過去６の財務書類との経年分析、他区との比較
分析）
・�作成等支援業務委託に分析を含めており、指標の組合せを行っている。
・�小事業別の行政コスト計算書と貸借対照表の特徴的事項の分析・助言など
・�事業見直し等行政運営への活用に向けた事業別・施設別行政コスト計算書の作成
に対する助言指導
・�事業別・施設別行政コスト計算書に基づくコスト分析により、費用対効果の分析
や比較検討作業を行い、課題の発見と業務改善等につなげていく取組に対する助
言指導
・�財務分析レポートを作成し、区の財政状況について管理職等への報告を実施して
いる。
・�財務書類作成支援業務（連結財務書類作成、決算整理仕訳作成、財務書類（一般・
全体）の整合性確認
・�指標の算出・分析、公表資料作成
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③-6）�財務書類の作成・活用に関する職員研修
・�財務書類の作成・活用に関する職員研修を実施している区が15区（65.2%）
と多くを占める。
・�２区では、職層別研修を実施している。

図表34　財務書類の作成・活用に関する職員研修を実施しているか（全庁/課内を含む（単一回答）
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③-6）財務書類の作成・活用に関する職員研修

・ 財務書類の作成・活用に関する職員研修を実施している区が 15区（65.2％）と多

くを占める。

・ ２区では、職層別研修を実施している。

図表 34 財務書類の作成・活用に関する職員研修を実施しているか（全庁/課内を含

む（単一回答）

【財務書類の作成・活用に関する職員研修の具体的内容】

・ 財務研修（公会計制度の基礎研修）・財務書類分析及び解説セミナー

・ 令和 3 年度 日々仕訳に関する財務会計システムの操作研修、公会計に関する動画研修
令和 4 年度 公会計に関するテキストを事前に学習し、その内容に関して
MicrosoftForms を利用して確認テストを行う形式での研修

・ 日々仕訳及び財務書類の見方に関する研修

・ 数値例を用いて読み方・分析方法を解説・事業別財務書類の読み方、事業評価への活用
についても解説

・ ①財務書類分析研修(管理職対象、同内容で半日×３回、財務書類の分析・活用手法等）

②財務書類の読み方研修（実務担当者対象、同内容で半日×２回、財務書類の基礎知識・
読み方等）

③新公会計制度出前講座（希望する課対象、随時、制度の概要・実務・システム操作等）
④庁内報発行（全職員対象、年４回、年次決算の説明、財務書類の説明等）

・ 各所管の職員向けに、公会計の概念的な説明を中心とした e ラーニング研修を実施して
いる。

・ 管理職等を対象に、財務書類の数値を用いた決算説明を実施している。

・ 公会計の制度概要を一般職員向けに説明する研修を委託業者が実施しているが、その際
に、他の自治体の活用例も紹介してもらっている。

・ (1)財務書類の見方（e-ラーニング形式）

・全職員対象（受講は任意）、年 1回、受託業者が研修資料作成

・実際の財務書類を使い、見方のポイントや指標等について解説

(2)実務担当者研修

・実務担当者対象（希望者）、年 1回、区担当職員が講師

・地方公会計の基礎知識、システム処理上の注意点等を解説

(3)係長昇任前研修

実施している, 15, 

65.2%

実施していない, 7, 

30.4%

その他, 1, 4.3% (n=23)

【財務書類の作成・活用に関する職員研修の具体的内容】
・�財務研修（公会計制度の基礎研修）・財務書類分析及び解説セミナー
・�令和３年度　日々仕訳に関する財務会計システム操作研究、公会計に関する動画
研修（令和４年度　公会計に関するテキストを事前に学習し、その内容に関して
MicrosoftFormsを利用して確認テストを行う形式での研修）

・�日々仕訳及び財務書類の見方に関する研修
・�数値例を用いて読み方・分析方法を解説・事業別財務書類の読み方、事業評価へ
の活用についても解説

・①�財務書類分析研修（管理職対象、同内容で半日×３回、財務書類の分析・活用
手法等）

　②�財務書類の読み方研修（実務担当者対象、同内容で半日×２回、財務書類の基
礎知識・読み方等）

　③�新公会計制度出前講座（希望する課対象、随時、制度の概要・実務・システム
操作等）

　④庁内報発行（全職員対象、年４回、年次決算の説明、財務書類の説明等）
・�各所管の職員向けに、公会計の概念的な説明を中心としたeラーニング研修を実
施している。

・�管理職等を対象に、財務書類の数値を用いた決算説明を実施している。
・�公会計の制度概要を一般職員向けに説明する研修を委託業者が実施しているが、
その際に、他の自治体の活用例も紹介してもらっている。

・�（1）財務書類の見方（e- ラーニング形式）
　・全職員対象（受講は任意）、年１回、受託業者が研修資料作成
　・実際の財務書類を使い、見方のポイントや指標等について解説
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　（2）実務担当者研修
　・実務担当者対象（希望者）、年１回、区担当職員が講師
　・地方公会計の基礎知識、システム処理上の注意点等を解説
　（3）係長昇任前研修
　・係長昇任試験合格者（必須）、年１回、区担当職員が講師
　・地方公会計の基礎知識、システム処理上の注意点等を解説
・�初任者向け財務実務研修の一部として研修を実施。
・�係長職昇任者向け研修の一部として研修を実施。
・�公認会計士・税理士の講師による財務書類の読み解き方を身に付け、行政実務に
活かしていただくための実践的な研修を実施している。

・�令和５年度は、新公会計の概要などを係長向けの研修で予定している
・�公会計の概要、日々仕訳情報の重要性などを簡単に説明
・�財務書類とは何か、財務書類の見方、区の決算の状況についての研修を行ってい
る。

・�会計課：各種マニュアルの整備、財務書類作成要領の作成及び周知、新公会計制
度情報紙の発行など

・�財政課：公認会計士を講師として、実際の事業マネジメントを行う、管理職等を
中心に財務レポートの事例などを紹介し活用を促している。

・�地方公会計制度の基礎知識
・�公会計制度の施設マネジメントへの活用（施設別コスト比較・分析、先進自治体
の事例

③-7）�財務書類の活用に向けた今後の方向性・展望等
・�他自治体の先進事例や研究会など、さらなる活用方法の研究・検討していく
とする区が多い。事業評価への活用の意向や、自治体間比較の意向をあげる
区も見られる。

・�課題としては、職員の意識・知識や区民認知度の向上などがあげられてい
る。また、現状であまり活用されておらず、区としての活用意思を明確にす
ることも必要といった指摘も見られる。

【財務書類の活用に向けた今後の方向性・展望等】
・�事業別・施設別のセグメント分析の実施を検討している。
・�有効的な活用方法があれば活用していく
・�職員一人ひとりのコスト意識の醸成を図り、効率的な行財政運営を行うために、
行政コスト計算書を用いた事務事業の改善及び見直しについて、その具体的な活
用方法を検討していく。
・�連結会計にかかる労力に見合う成果がなく、作成自体をなくす検討が望まれる。
・�他自治体の活用事例等を研究し、新たな活用方法について検討が必要である。
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・�財務書類で数値化された財務状況から自治体の負債や資産の情報を読み取り、行
政経営に利活用を図ることで、中長期的に「何に投資すべきか」という意思決定
の根拠づけとなる。と同時に、住民への開かれた開示と説明責任を果たすことも
できる。しかし、会計に詳しくない区民や職員にとっては理解しづらい情報でも
ある。したがって、新地方公会計の情報を、区民や職員が理解しやすく活用しや
すい書類に加工し、表現することも検討していく必要がある。

・�現在は、官庁会計による決算書、普通会計ベースの決算統計、統一的な基準によ
る財務書類と自治体の決算が３種類存在している。異なる用途に利用しているの
は理解しているが、将来的に財務書類の活用にシフトしていくためには、官庁会
計による決算書や普通会計ベースの決算統計のあり方を見直さない限り、財務書
類は浸透しないものと考えています。

・�財務書類の活用、特に行政評価や予算編成には、自治体内だけで比較しているだ
けではメリットを示しづらいところがあるため、事業単位での自治体間比較が効
果的であると考えていますが、基礎自治体ではできることが限られているので、
国・都道府県単位での分析が必要だと考えています。

・�資産管理や予算編成等における財務書類の活用、事業評価の実施や公共施設マネ
ジメントのさらなる強化。

・�財務書類の作成や資料の公表等は進んできたところだが、財務書類を活用した取
組みには大きな進展がない状況である。まずは、区として新地方公会計情報を活
用していくという明確な意思が必要。その上で、各事業所管課が事業見直しや政
策決定に活用していくため、より知識を深めていくことが、財務書類の活用に繋
がっていくと考える。今後は、行政評価へのさらなる活用や見える化と連動した
取組みや、施設使用料検討における受益者負担割合の算定、事業の自治体間比較
の取組みなどについて検討していく。

・�現在開催されている総務省の研究会や、今回の特別区長会調査研究機構での研究
結果も踏まえ、活用方法を積極的に検討していく。

・�これまで、当区では基金積立額や施設使用料の算定に減価償却費情報を活用して
きたが、これらは「それまで物差しのなかったところに、新たな物差しを作る」
という活用であったと思われる。既に現金主義で物差しのあるところに新地方公
会計で物差しを作っても価値は薄いため、今後も新地方公会計ならではの新たな
物差しを作ることが活用において重要であると考える。

・�セグメント分析などを取り入れた活用方法等を検討していく。
・�財務書類に関する職員の知識や区民認知度の向上などの課題に対応するととも
に、他自治体の先進事例などを参考にし、より有効な活用方法等を検討してい
く。

・�行政評価を通じた新公会計の活用を図りつつ、事業別行政評価シートをHP等で
公開し、アカウンタビリティの向上を目的として、区民が身近に感じられる事業
を対象として事業別行政評価シートとして活用している。今後は、事業別評価
シートの対象範囲の拡大により、アカウンタビリティをさらに向上を目指してい
く。

・�将来的に団体間比較、セグメント別分析など活用がなされる状況になった際に、
正確な情報提供が出来るよう、正確な財務書類作成に取り組んでいく。

・�財政課：財務レポートについて事業検証に活用されるよう内容等について研究し
ていきたい。
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ケーススタディ１　維持・改修費の査定

（1）�ケーススタディの概要

図表35　維持・改修費の査定における活用イメージ�16
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ケーススタディ１ 維持・改修費の査定 

（（１１））ケケーーススススタタデディィのの概概要要  

図表 35 維持・改修費の査定における活用イメージ 

施設名：Ｂ保育園

施設名：Ｃ保育園

施設単位で経年比較する

Ｒ４年度決算

Ａ保育園 Ｂ保育園 Ｃ保育園

取得価額 555,555千円 666,666千円 77,777千円

減価償却累計額 444,444千円 555,555千円 66,666千円

有形固定資産減価償却率
(資産老朽化比率)

80.0% 83.3% 85.7%

当期減価償却額 45,000千円 56,565千円 86,912千円

維持補修費 ●工事3,000千円 ▲工事2,500千円 ◎工事4,000千円

施設管理費 15,000千円 18,000千円 20,000千円

固定資産所管部署が作成

施設名：Ａ保育園

【施設の概要】

建築年度 1987年

延床面積 1,377㎡

土地面積 1,000㎡

運営形態 直営

【利用状況】

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

定員 102人 105人 103人

園児数 101人 104人 103人

【財務情報】

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

取得価額 532,665千円 541,654千円 555,555千円

減価償却累計額 123,054千円 100,552千円 444,444千円

有形固定資産減価償却率
(資産老朽化比率)

23.1% 18.6% 80.0%

当期減価償却額 47,500千円 50,000千円 45,000千円

維持補修費 ◆工事3,500千円 実績なし ●工事3,000千円

施設管理費 18,000千円 13,000千円 15,000千円

施設所管課が数値を入力

16　�図表35はP.26からP.28の調査概要を一例としたものである。施設の利用状況や財務情報を経年で確認す
ることで設備投資等の妥当性を補完するための一助とする。
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ケーススタディ２　施設別コスト分析

（1）�ケーススタディの概要

①�作成する事業と粒度
図書館事業を図書館条例の施設単位で作成

②�作成する年度
令和４年度の施設別行政コスト計算書を作成

③�経費の範囲
施設維持管理経費とその事業に要する経費を抽出した分析

④�施設別行政コスト計算書作成方法の前提条件

図表36　施設別行政コスト計算書作成方法の前提条件

項番 項目 提案内容

A 人件費の配賦方法

各施設の配置人員や定数をもとに配賦する。
なお、職員給与費・退職手当引当金繰入額算出方法は、
参考資料「01-1（作成ベース）図書館事業行政コスト
計算書（総務省）」に基づいて算出する。

B 共通経費の按分方法

・施設維持管理経費
　施設面積で按分して配賦する。
・施設で実施している事業に要する経費
　図書館事業は蔵書数で按分して配賦する。

C 指定管理施設経費の
取扱い

分かる範囲で各経費に分割する。
難しいようであれば（公会計担当課で分からないようで
あれば）、物件費で処理する。

⑤�収集した非財務情報
図書館事業：施設面積、貸出数、蔵書数、開館日数、来館者数、運営方法
（単位あたりコストを算出することで分析に活用）
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⑥�東京都方式における作成方法
東京都方式の自治体も総務省方式に読み替えることなく作成できるようにする
�（自治体間で比較するときには、東京都方式の自治体も総務省方式に置き換
えて、総務省方式をもとに比較分析している。）

⑦�分析内容
自治体内比較分析と自治体間比較分析を行う
　自治体内比較分析：�各施設単位で分析（単位あたりコスト分析、有形固定

資産減価償却率等）
　自治体間比較分析：�各施設単位・各自治体単位（住民一人あたりコスト）

で分析

（2）�ケーススタディの前提条件の違いについて

○管理・運営形態

図表37　各区における図書館の管理・運営形態

A区 B区 C区 D区 E区

指定管理 直営・委託 直営・委託・
指定管理 指定管理 直営・

指定管理

121

複式簿記・発生主義会計に基づく財務書類の活用策

第１章
1-1.
1-2.
1-3.

第２章
2-1.
2-2.

第３章
3-1.
3-2.

第４章
4-1.
4-2.

第５章
5-1.
5-2.
5-3.

調査研究内容編

おわりに

参考資料編



（3）�ケーススタディの結果

図表38　住民１人あたりコストの比較
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図表 37 各区における図書館の管理・運営形態

Ａ区 Ｂ区 Ｃ区 Ｄ区 Ｅ区

指定管理 直営・委託
直営・委託・

指定管理
指定管理 直営・指定管理

（（３３））ケケーーススススタタデディィのの結結果果

図表 38 住民１人あたりコストの比較

図表 39 施設１㎡あたりコストの比較
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図表39　施設１㎡あたりコストの比較
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（（２２））ケケーーススススタタデディィのの前前提提条条件件のの違違いいににつついいてて

○管理・運営形態

図表 37 各区における図書館の管理・運営形態

Ａ区 Ｂ区 Ｃ区 Ｄ区 Ｅ区

指定管理 直営・委託
直営・委託・

指定管理
指定管理 直営・指定管理

（（３３））ケケーーススススタタデディィのの結結果果

図表 38 住民１人あたりコストの比較

図表 39 施設１㎡あたりコストの比較
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図表40　貸出数１冊あたりコストの比較
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図表 41 蔵書数１冊あたりコストの比較
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図表42　開館日数１日あたりコストの比較
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図表 43 有形固定資産減価償却率の比較
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図表44　住民１人あたりコストと住民１人あたり貸出数の分析
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図表46　貸出数１冊あたりコストと蔵書回転率を用いた分析
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図表48　貸出数１冊あたりコストの施設間の比較
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図表 49 有形固定資産減価償却率の施設間の比較

※Ｃ区の施設には有形固定資産減価償却率が不明の施設がある。
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図表50　施設別コストと貸出数を用いた比較
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図表 51 貸出数１冊あたりコストと蔵書回転率を用いた比較
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図表52　施設面積１㎡あたりコストと減価償却費の比較
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図表 53 貸出数と有形固定資産減価償却率を用いた比較

Ａ1

Ａ2
Ａ3

Ａ4Ａ5
Ａ6

Ａ7Ａ8

Ａ9
Ａ10

Ａ11

Ｂ1

Ｂ2 Ｂ3

Ｂ4

Ｂ5

Ｂ6 Ｂ7Ｂ8

Ｃ1

Ｃ2

Ｃ3

Ｃ4

Ｃ5 Ｃ6

Ｃ7Ｃ8
Ｃ9

Ｃ10 Ｃ11

Ｃ12Ｃ13
Ｃ14
Ｃ15

Ｃ16

Ｄ1

Ｄ2

Ｄ3

Ｄ4

Ｄ5 Ｄ6

Ｄ7

Ｄ8
Ｄ9Ｄ10

Ｅ1

Ｅ2

Ｅ3Ｅ4
Ｅ5

Ｅ6

Ｅ7 Ｅ8

Ｅ9

Ｅ10

Ｅ11

Ｅ12
Ｅ13

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

減
価
償
却
費
（
千
円
）

施設1㎡あたりコスト（円）

施設面積1㎡あたりコストと減価償却費の分析

Ａ1

Ａ2

Ａ3

Ａ4 Ａ5

Ａ6

Ａ7

Ａ8

Ａ9Ａ10

Ａ11 Ｂ1

Ｂ2

Ｂ3

Ｂ4

Ｂ5

Ｂ6

Ｂ7

Ｂ8

Ｃ1

Ｃ2

Ｃ3

Ｃ4

Ｃ5 Ｃ6

Ｃ7

Ｃ8

Ｃ9

Ｃ10Ｃ11 Ｃ12Ｃ13

Ｃ14

Ｃ15

Ｃ16

Ｄ1

Ｄ2

Ｄ3
Ｄ4

Ｄ5
Ｄ6

Ｄ7

Ｄ8 Ｄ9

Ｄ10

Ｅ1

Ｅ2

Ｅ3Ｅ4

Ｅ5

Ｅ6

Ｅ7
Ｅ8

Ｅ9

Ｅ10 Ｅ11

Ｅ12

Ｅ13

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000

有
形
固
定
資
産
減
価
償
却
率
（
％
）

貸出数（冊）

貸出数と有形固定資産減価償却率を用いた分析

図表53　貸出数と有形固定資産減価償却率を用いた比較

119 

図表 52 施設面積１㎡あたりコストと減価償却費の比較

図表 53 貸出数と有形固定資産減価償却率を用いた比較

Ａ1

Ａ2
Ａ3

Ａ4Ａ5
Ａ6

Ａ7Ａ8

Ａ9
Ａ10

Ａ11

Ｂ1

Ｂ2 Ｂ3

Ｂ4

Ｂ5

Ｂ6 Ｂ7Ｂ8

Ｃ1

Ｃ2

Ｃ3

Ｃ4

Ｃ5 Ｃ6

Ｃ7Ｃ8
Ｃ9

Ｃ10 Ｃ11

Ｃ12Ｃ13
Ｃ14
Ｃ15

Ｃ16

Ｄ1

Ｄ2

Ｄ3

Ｄ4

Ｄ5 Ｄ6

Ｄ7

Ｄ8
Ｄ9Ｄ10

Ｅ1

Ｅ2

Ｅ3Ｅ4
Ｅ5

Ｅ6

Ｅ7 Ｅ8

Ｅ9

Ｅ10

Ｅ11

Ｅ12
Ｅ13

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

減
価
償
却
費
（
千
円
）

施設1㎡あたりコスト（円）

施設面積1㎡あたりコストと減価償却費の分析

Ａ1

Ａ2

Ａ3

Ａ4 Ａ5

Ａ6

Ａ7

Ａ8

Ａ9Ａ10

Ａ11 Ｂ1

Ｂ2

Ｂ3

Ｂ4

Ｂ5

Ｂ6

Ｂ7

Ｂ8

Ｃ1

Ｃ2

Ｃ3

Ｃ4

Ｃ5 Ｃ6

Ｃ7

Ｃ8

Ｃ9

Ｃ10Ｃ11 Ｃ12Ｃ13

Ｃ14

Ｃ15

Ｃ16

Ｄ1

Ｄ2

Ｄ3
Ｄ4

Ｄ5
Ｄ6

Ｄ7

Ｄ8 Ｄ9

Ｄ10

Ｅ1

Ｅ2

Ｅ3Ｅ4

Ｅ5

Ｅ6

Ｅ7
Ｅ8

Ｅ9

Ｅ10 Ｅ11

Ｅ12

Ｅ13

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000

有
形
固
定
資
産
減
価
償
却
率
（
％
）

貸出数（冊）

貸出数と有形固定資産減価償却率を用いた分析

129

複式簿記・発生主義会計に基づく財務書類の活用策

第１章
1-1.
1-2.
1-3.

第２章
2-1.
2-2.

第３章
3-1.
3-2.

第４章
4-1.
4-2.

第５章
5-1.
5-2.
5-3.

調査研究内容編

おわりに

参考資料編



図表54　施設１㎡あたりコストの施設間の比較
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図表 55 貸出数１冊あたりコストの施設間の比較
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図表56　行政コスト計算書作成用エクセルシート（図書館事業　東京都方式）

備考（算出方法のメモ・課題等をご記載ください） 【自治体名を入力】合計【自治体名を入力】1 【自治体名を入力】2 【自治体名を入力】3

0 0 0 0
＊総務省方式のPLには含まれない 0
＊総務省方式のPLには含まれない 0
＊総務省方式のPLには含まれない 0
＊総務省方式のPLには含まれない 0
＊総務省方式のPLには含まれない 0
＊総務省方式のPLには含まれない 0
＊総務省方式のPLには含まれない 0
＊総務省方式のPLには含まれない 0
＊総務省方式のPLには含まれない 0

0
＊うち貸付収入のみ含む 0

0
＊総務省方式のPLには含まれない 0
＊総務省方式のPLには含まれない 0

0
0 0 0 0

＊総務省方式の職員給与費 0
0 0 0 0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0

＊総務省方式の移転費用 0 0 0 0
0

＊総務省方式の移転費用 0 0 0 0
0

＊総務省方式のPLには含まれない 0
＊総務省方式のPLには含まれない 0
＊総務省方式のPLには含まれない 0
＊総務省方式のPLには含まれない 0
＊総務省方式のPLには含まれない 0

0
＊総務省方式のPLには含まれない 0
＊総務省方式の徴収不能引当金（図書館事業はなし） 0
＊総務省方式の損失補償等引当金繰入額（図書館事業はなし） 0
＊総務省方式では人件費に含まれる 0
＊総務省方式では人件費に含まれる 0

0
0 0 0 0
0 0 0 0

＊総務省方式のPLでは経常収益その他に含まれる（図書館事業なし） 0
0 0 0 0

＊図書館事業なし 0
＊図書館事業なし 0
＊図書館事業なし 0

0 0 0 0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

－
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#REF! － － －

0 － － －

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

開館日数1日あたり貸出数(冊)
蔵書回転率(貸出冊数/蔵書数)

蔵書数1冊あたりに係るスペース(面積/蔵書数)

図書館１館あたりコスト(円)

来館者１人あたりコスト(円)
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

施設1㎡あたり光熱水費(円) 大型ビルの一室を利用している一部施設の管理経費は含まない指数
来館者1人あたり貸出数(冊)

来館者１人あたり平均コスト(円)
住民1人あたりコスト(円)

１冊あたり貸出平均コスト(円)
貸出数１冊あたりコスト(円)

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

開館日数１日あたり平均コスト(円)
開館日数１日あたりコスト(円)

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

１㎡あたり平均コスト(円)
施設１㎡あたりコスト(円)

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

蔵書数１冊あたり平均コスト(円)
蔵書数１冊あたりコスト(円)

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

金融収支差額
施設別コスト合計

0 0 0

金融収入
受取利息及び配当金

金融費用
特別区債利子
特別区債発行費
その他借入金利子等

１館あたり平均コスト(円)

不納欠損引当金繰入額
貸倒引当金繰入額
賞与引当金繰入額
退職給与引当金繰入額
その他行政費用

行政収支差額

出資金・出捐金
投資及び出資金

繰出金
繰出金

減価償却費
調整減価償却費

維持補修費
扶助費

扶助費
補助費等

負担金、補助及び交付金
投資的経費

使用料及び賃借料 蔵書数按分・個別実績
備品購入費 蔵書数按分・個別実績

図書購入費 蔵書数比で按分

警備 面積按分・個別実績
設備保守 面積按分・個別実績
施設運営（ビル総合管理・窓口委託） 面積按分・個別実績
その他 面積按分・蔵書数按分・個別実績

手数料 蔵書数按分・個別実績
保険料 全額本館

委託料
清掃 面積按分・個別実績

役務費
通信運搬費 蔵書数按分・個別実績

賃金 配置人数按分・個別実績
需用費

消耗品費 蔵書数比で按分
印刷製本費 蔵書数比で按分

物件費
報償費 蔵書数比で按分

諸収入
寄附金
繰入金

光熱水費 面積按分・個別実績
図書購入費 蔵書数比で按分

【自治体名を入力】
算出（按分）基準

行政収入
特別区税
地方譲与税

その他行政収入
行政費用

人件費

分担金及び負担金
使用料及び手数料
財産収入

地方特例交付金
特別区財政調整交付金
その他交付金
保険料
国庫支出金
都支出金
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図表57　行政コスト計算書作成用エクセルシート（図書館事業　総務省統一的基準）

備考（算出方法のメモ・課題等をご記載ください） 【自治体名を入力】合計【自治体名を入力】1 【自治体名を入力】2 【自治体名を入力】3

- - - -
- - - -
- - - -
-
-
-
-
- - - -
- - - -
-
- - - -
-
-
-
-
- - - -
-
-
-
- - - -
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
- - - -
- - - -
-
- - - -
-
-
-
-

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

－
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! － － －

- － － －

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!蔵書数1冊あたりに係るスペース(面積/蔵書数)

住民1人あたりコスト(円)
図書館１館あたりコスト(円)

施設1㎡あたり光熱水費(円)
来館者1人あたり貸出数(冊)

開館日数1日あたり貸出数(冊)
蔵書回転率(貸出冊数/蔵書数)

来館者１人あたり平均コスト(円)
来館者１人あたりコスト(円)

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

開館日数１日あたり平均コスト(円)
開館日数１日あたりコスト(円)

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

１冊あたり貸出平均コスト(円)
貸出数１冊あたりコスト(円)

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

蔵書数１冊あたり平均コスト(円)
蔵書数１冊あたりコスト(円)

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

１㎡あたり平均コスト(円)

１館あたり平均コスト(円)
施設１㎡あたりコスト(円)

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- -

使用料 個別実績
その他 個別実績

施設別コスト合計
-

その他
移転費用

補助金等
負担金、補助及び交付金 個別実績

経常収益

図書購入費 蔵書数比で按分
維持補修費 面積按分・個別実績
減価償却費 個別実績

その他 面積按分・蔵書数按分・個別実績

使用料及び賃借料 蔵書数按分・個別実績
備品購入費 蔵書数按分・個別実績

委託料
清掃 面積按分・個別実績
警備 面積按分・個別実績
設備保守 面積按分・個別実績
施設運営（ビル総合管理・窓口委託） 面積按分・個別実績

役務費
通信運搬費 蔵書数按分・個別実績
手数料 蔵書数按分・個別実績
保険料 全額本館

印刷製本費 蔵書数比で按分
光熱水費 面積按分・個別実績
図書購入費 蔵書数比で按分

物件費等
物件費

報償費 蔵書数比で按分
需用費

消耗品費 蔵書数比で按分

職員給与費 平均単価×職員数
賞与等引当金繰入額 賞与等引当金繰入額
退職手当引当金繰入額 退職手当引当金繰入額
その他 非常勤職員報酬等

【自治体名を入力】
算出（按分）基準

経常費用
業務費用

人件費
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図表58　参考情報入力用エクセルシート（図書館事業　共通）

【自治体名を入力】合計【自治体名を入力】1 【自治体名を入力】2 【自治体名を入力】3

―
#DIV/0!

0
0.00
0
0
―

#DIV/0!
―
―

人口密度（人/k㎡） #DIV/0!

人口（人）
世帯数
自治体面積（k㎡）

施設運営状況 指定管理者制度の導入等記載
施設（複合・単独） 複合施設or単独施設

（2）自治体基本情報等
令和3年4月1日現在 -

来館者数（人）
面積(㎡) 複合施設の場合、可能な限り図書館事業部分のみの面積
蔵書数(冊)
貸出数(冊)

有形固定資産減価償却率 ※総務省のストック調査での回答や各自治体で公表している内容をもとに追記（可能な限り）

Ⅱ　参考情報
（1）施設基本情報

令和3年度
開館年月
開館日数(日)

施設建築年度

図表59　出力シート・概要版（図書館事業　共通）

【自治体名を入力】合計 【自治体名を入力】1 【自治体名を入力】2 【自治体名を入力】3 【自治体名を入力】4 【自治体名を入力】5

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

【自治体名を入力】合計 【自治体名を入力】1 【自治体名を入力】2 【自治体名を入力】3 【自治体名を入力】4 【自治体名を入力】5

― - - - - -
#DIV/0! - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

#DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
― - - - - -
― - - - - -施設類型

来館者数（人）
面積(㎡)
蔵書数(冊)
貸出数(冊)
有形固定資産減価償却率

施設運営状況

開館日数(日)

施設1㎡あたりコスト(円)
蔵書数1冊あたりコスト(円)
貸出数1冊あたりコスト(円)

（3）事業に着目した指標分析
開館日数1日あたり貸出数(冊)
蔵書回転率(貸出冊数/蔵書数)

蔵書数1冊あたりに係るスペース(面積/蔵書数)

Ⅱ　基本情報
（1）施設基本情報

施設開館日

来館者数1人あたりコスト(円)

概要版

経常費用
人件費
物件費等
移転費用

経常収益
施設別コスト合計

（2）測定単位あたりコスト
開館日数1日あたりコスト(円)
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ケーススタディ３　基金積立額の算定

（1）�ケーススタディの概要

①�実施内容
①-1）�固定資産台帳の情報をもとにした基金種類別の将来の減価償却費及び

減価償却累計額の算定
・�基金分類と固定資産台帳の紐付け（固定資産台帳の各資産に基金分類を付与）
・�令和14年度までの各年度の減価償却費及び各年度末の減価償却累計額の算
定

①-2）�当該減価償却費及び減価償却累計額と基金の積立額・残高の比較分析
・�将来の基金積立予定額や基金残高の予測情報がある場合には、

�パターンA：25％とした場合に、各年度においてどの程度過剰（又は不足）
となっているか
�パターンB：将来の各年度の積立額や基金残高は、減価償却費（及び累計
額）の何パーセント相当となっているか

を可視化し、直近の施設の整備・建替実績では取得費の何パーセントを基金
で充当したのか、それと比べてパターンAやパターンBはどの程度乖離があ
るかなどを分析するのが有用

①-3）�当該算定方法における疑問点やメリット・デメリット、各自治体で取
り入れようとした場合の課題等の洗い出し

・�担当者が、上司から「財務書類の活用で何か良い活用方法はないか？」と言
われ、「基金の積立額の算定」として上司に当該方法を提案することをイメー
ジ
�（減価償却費は将来のことであり、見積的な要素が強いため、「これは考慮し
ているのか？」、「こういう場合はどうする？」などの指摘が多く想定。その
場合に、「これはこのように整理しています」や「それは○○の理由により、
考慮していません」などと説明できるようになっておくことが望ましい）
・�実務担当者レベルでの疑問点や課題を洗い出し、メリット・デメリットを共
有し、（可能であれば）ある程度解決の方向性などを提示
・�「現場で取り組みやすい活用方法（メリットがわかりやすく、手間がかから
ず、小さく始められるもの）」としての確立を目指す
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（2）�ケーススタディ結果

○総額の推移（減価償却費及び減価償却累計額の25%）

図表60　A区における減価償却費及び減価償却累計額の25%の推移
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（（２２））ケケーーススススタタデディィ結結果果

○総額の推移（減価償却費及び減価償却累計額の 25％）

図表 60 Ａ区における減価償却費及び減価償却累計額の 25％の推移

図表 61 Ｂ区における減価償却費及び減価償却累計額の 25％の推移
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図表61　B区における減価償却費及び減価償却累計額の25%の推移
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（（２２））ケケーーススススタタデディィ結結果果

○総額の推移（減価償却費及び減価償却累計額の 25％）

図表 60 Ａ区における減価償却費及び減価償却累計額の 25％の推移

図表 61 Ｂ区における減価償却費及び減価償却累計額の 25％の推移
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図表62　C区における減価償却費及び減価償却累計額の25%の推移
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図表 62 Ｂ区における減価償却費及び減価償却累計額の 25％の推移

図表 63 Ｄ区における減価償却費及び減価償却累計額の 25％の推移

図表 64 Ｅ区における減価償却費及び減価償却累計額の 25％の推移
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図表63　D区における減価償却費及び減価償却累計額の25%の推移
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図表 62 Ｂ区における減価償却費及び減価償却累計額の 25％の推移

図表 63 Ｄ区における減価償却費及び減価償却累計額の 25％の推移

図表 64 Ｅ区における減価償却費及び減価償却累計額の 25％の推移
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図表64　E区における減価償却費及び減価償却累計額の25%の推移
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図表 62 Ｂ区における減価償却費及び減価償却累計額の 25％の推移

図表 63 Ｄ区における減価償却費及び減価償却累計額の 25％の推移

図表 64 Ｅ区における減価償却費及び減価償却累計額の 25％の推移
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図表65　算定手順（償却資産）
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図表66　算定手順（建設仮勘定）
No.

4

5
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20

21
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図表67　入力用エクセルシート（償却資産）

図表68　入力用エクセルシート（建設仮勘定）

aaaaaaaaaaaaaaaa

図表69　集計表
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特別区における指標の比較について

（1）�概要

本調査研究において、23区を対象としたアンケートを実施した際に、併せ
て各区から令和３年度の財務書類を収集した。本資料では総務省「財務書類等
活用の手引き�17」「指標の説明�18」を参考に、各種指標�19における比較を行った。
以下では、統一的な基準（総務省）に基づき作成された一般会計の財務書類

（東京都方式を採用する区においては、統一的な基準（総務省）に組替えた財
務書類）を用いた。また住民一人あたりの指標を算出する際には、特別区協議
会ホームページにて公開されている令和４年１月１日時点の住民基本台帳人口
（外国人を含む）�20を用いた。

17　https://www.soumu.go.jp/main_content/000335900.pdf
18　https://www.soumu.go.jp/main_content/000687574.pdf
19　�なおアンケートでは財務四表と併せて附属明細表の提出を依頼していたが、実際に提出した区が少なかっ
ため、総務省「財務書類等活用の手引き」に記載されている指標のうち、一部指標の算出ができない。

20　https://www.tokyo-23city.or.jp/chosa/tokei/joho/setai2022.html

140



（2）�指標の比較

①�住民一人あたり資産額

指標の
概要�21

　資産額を住民基本台帳人口で除して住民一人あたり資産額とすることに
より、住民等にとってわかりやすい情報となるとともに、他団体との比較
が容易になります。

算定式�22 資産合計÷住民基本台帳人口

131 

（（２２））指指標標のの比比較較

① 住民一人当たり資産額

指標の

概要 19

資産額を住民基本台帳人口で除して住民一人当たり資産額とすることにより、住

民等にとってわかりやすい情報となるとともに、他団体との比較が容易になりま

す。

算定式 20 資産合計÷住民基本台帳人口

図表 70 住民一人当たり資産額

※中央区（28,240千円／人）は、昭和 59年度以前の道路敷地について、原則として取得価額が不明な場合は取得

当時の基準地価に面積を乗じたものを取得価額として計上しており、他団体との比較においては異常値となる
21ため、グラフから除いている。

19 総務省「財務書類等活用の手引き」
20 総務省「指標の説明」
21 新公会計制度普及促進連絡会議「新公会計制度普及促進連絡会議自治体間比較部会報告書（複数の指標を組み

合わせた分析）」（https://www.kaikeikanri.metro.tokyo.lg.jp/050731(5-3).pdf）

9,074 
14,010 

2,657 
2,397 

1,341 
1,456 

1,298 
5,755 

2,246 
1,192 

2,206 
4,224 

1,834 
1,349 
1,440 

2,003 
1,952 

1,321 
1,972 

1,381 
1,713 

4,984 

0 5,000 10,000 15,000

千代田区

港区

新宿区

文京区

台東区

墨田区

江東区

品川区

目黒区

大田区

世田谷区

渋谷区

中野区

杉並区

豊島区

北区

荒川区

板橋区

練馬区

足立区

葛飾区

江戸川区

（千円／人）

※�中央区（28,240千円／人）は、昭和59年度以前の道路敷地について、原則として取得価額が不明な場合は
取得当時の基準地価に面積を乗じたものを取得価額として計上しており、他団体との比較においては異常値
となる23ため、グラフから除いている。

図表70　住民一人あたり資産額

21　総務省「財務書類等活用の手引き」
22　総務省「指標の説明」
23　�新公会計制度普及促進連絡会議「新公会計制度普及促進連絡会議自治体間比較部会報告書（複数の指標を
組み合わせた分析）」（https://www.kaikeikanri.metro.tokyo.lg.jp/050731（5-3）.pdf）
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②�資産対歳入額比率�24

指標の
概要

資産に対する当該年度の歳入総額の比率を算出しています。

算定式 歳入総額÷資産合計

132 

② 資産対歳入額比率 22

指標の

概要

資産に対する当該年度の歳入総額の比率を算出しています。

算定式 歳入総額÷資産合計

図表 71 資産対歳入額比率

※中央区（2.8%）は、昭和 59年度以前の道路敷地について、原則として取得価額が不明な場合は取得当時の基準

地価に面積を乗じたものを取得価額として計上しており、他団体との比較においては異常値となる 23ため、グ

ラフから除いている。

22 本指標は研究会独自で設定したものである。
23 新公会計制度普及促進連絡会議「新公会計制度普及促進連絡会議自治体間比較部会報告書（複数の指標を組み

合わせた分析）」（https://www.kaikeikanri.metro.tokyo.lg.jp/050731(5-3).pdf）
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※�中央区（2.8%）は、昭和59年度以前の道路敷地について、原則として取得価額が不明な場合は取得当時の
基準地価に面積を乗じたものを取得価額として計上しており、他団体との比較においては異常値となる�25た
め、グラフから除いている。

図表71　資産対歳入額比率

24　本指標は研究会独自で設定したものである。
25　�新公会計制度普及促進連絡会議「新公会計制度普及促進連絡会議自治体間比較部会報告書（複数の指標を
組み合わせた分析）」（https://www.kaikeikanri.metro.tokyo.lg.jp/050731（5-3）.pdf）
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③�純資産比率

指標の
概要�26

　地方公共団体は、地方債の発行を通じて、将来世代と現世代の負担の配
分を行います。したがって、純資産の変動は、将来世代と現世代との間で
負担の割合が変動したことを意味します。例えば、純資産の減少は、現世
代が将来世代にとっても利用可能であった資源を費消して便益を享受する
一方で、将来世代に負担が先送りされたことを意味し、逆に、純資産の増
加は、現世代が自らの負担によって将来世代も利用可能な資源を蓄積した
ことを意味すると捉えることもできます。ただし、純資産は固定資産等形
成分及び余剰分（不足分）に分類されるため、その内訳にも留意する必要
があります。

算定式�27 純資産÷資産合計

図表72　純資産比率
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③ 純資産比率

指標の

概要 24

地方公共団体は、地方債の発行を通じて、将来世代と現世代の負担の配分を行

います。したがって、純資産の変動は、将来世代と現世代との間で負担の割合が

変動したことを意味します。例えば、純資産の減少は、現世代が将来世代にとっ

ても利用可能であった資源を費消して便益を享受する一方で、将来世代に負担が

先送りされたことを意味し、逆に、純資産の増加は、現世代が自らの負担によっ

て将来世代も利用可能な資源を蓄積したことを意味すると捉えることもできま

す。ただし、純資産は固定資産等形成分及び余剰分（不足分）に分類されるため、

その内訳にも留意する必要があります。

算定式 25 純資産÷資産合計

図表 72 純資産比率

24 総務省「財務書類等活用の手引き」
25 総務省「指標の説明」
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26　総務省「財務書類等活用の手引き」
27　総務省「指標の説明」
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④�住民一人あたり負債額

指標の
概要�28

　負債額を住民基本台帳人口で除して住民一人あたり負債額とすることに
より、住民にとってわかりやすい情報となるとともに、他団体との比較が
容易となります。

算定式�29 負債合計÷住民基本台帳人口

図表73　住民一人あたり負債額

134 

④ 住民一人当たり負債額

指標の

概要 26

負債額を住民基本台帳人口で除して住民一人当たり負債額とすることによ

り、住民にとってわかりやすい情報となるとともに、他団体との比較が容易と

なります。

算定式 27 負債合計÷住民基本台帳人口

図表 73 住民一人当たり負債額

26 総務省「財務書類等活用の手引き」
27 総務省「指標の説明」
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28　総務省「財務書類等活用の手引き」
29　総務省「指標の説明」
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⑤�基礎的財政収支（プライマリーバランス）

指標の
概要�30

　資金収支計算書上の業務活動収支（支払利息支出を除く。）及び投資活動
収支の合算額を算出することにより、地方債等の元利償還額を除いた歳出
と、地方債等発行収入を除いた歳入のバランスを示す指標となり、当該バ
ランスが均衡している場合には、経済成長率が長期金利を下回らない限り
経済規模に対する地方債等の比率は増加せず、持続可能な財政運営である
といえます。
　なお、基礎的財政収支については、国の財政健全化目標にも用いられて
いますが、地方の場合は国とは異なって、前述の建設公債主義等がより厳
密に適用されており、自己判断で赤字公債に依存することができないため、
国と地方で基礎的財政収支を一概に比較すべきでないことにも留意する必
要があります。

算定式�31 業務活動収支（支払利息支出を除く）＋
投資活動収支（基金積立金支出及び基金取崩収入を除く）
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⑤ 基礎的財政収支(プライマリーバランス) 

指標の

概要 28

資金収支計算書上の業務活動収支（支払利息支出を除く。）及び投資活動収支の

合算額を算出することにより、地方債等の元利償還額を除いた歳出と、地方債等

発行収入を除いた歳入のバランスを示す指標となり、当該バランスが均衡してい

る場合には、経済成長率が長期金利を下回らない限り経済規模に対する地方債等

の比率は増加せず、持続可能な財政運営であるといえます。

なお、基礎的財政収支については、国の財政健全化目標にも用いられています

が、地方の場合は国とは異なって、前述の建設公債主義等がより厳密に適用され

ており、自己判断で赤字公債に依存することができないため、国と地方で基礎的

財政収支を一概に比較すべきでないことにも留意する必要があります。

算定式 29 業務活動収支（支払利息支出を除く）＋

投資活動収支（基金積立金支出及び基金取崩収入を除く）

図表 74 基礎的財政収支(プライマリーバランス)

※中央区は、晴海地区における小・中学校及び特別出張所等複合施設用地取得などの投資的経費の増加 30により、

令和３年度においては赤字となっている。なお晴海地区における小・中学校及び特別出張所等複合施設用地取

得などの財源として特別区債を発行している 31が、財務活動収支差額は基礎的財政収支(プライマリーバラン

ス)の算出に含まれない。

28 総務省「財務書類等活用の手引き」
29 総務省「指標の説明」
30 中央区「令和４年度財政白書」（https://www.city.chuo.lg.jp/documents/2748/r4zaiseihakusho.pdf）
31 中央区「令和４年度財政白書」（https://www.city.chuo.lg.jp/documents/2748/r4zaiseihakusho.pdf）

2,882 
-10,870 

1,509 
10,830 

3,394 
5,155 

11,028 
17,254 

12,267 
14,199 

11,080 
28,711 

20,563 
3,556 

12,913 
13,995 

4,919 
4,637 

14,458 
7,981 

10,905 
4,510 

15,230 

-20,000 -10,000 0 10,000 20,000 30,000

千代田区
中央区

港区
新宿区
文京区
台東区
墨田区
江東区
品川区
目黒区
大田区

世田谷区
渋谷区
中野区
杉並区
豊島区

北区
荒川区
板橋区
練馬区
足立区
葛飾区

江戸川区

（百万円）

※�中央区は、晴海地区における小・中学校及び特別出張所等複合施設用地取得などの投資的経費の増加�32によ
り、令和３年度においては赤字となっている。なお晴海地区における小・中学校及び特別出張所等複合施設
用地取得などの財源として特別区債を発行している�33が、財務活動収支差額は基礎的財政収支（プライマリー
バランス）の算出に含まれない。

図表74　基礎的財政収支（プライマリーバランス）

30　総務省「財務書類等活用の手引き」
31　総務省「指標の説明」
32　中央区「令和４年度財政白書」（https://www.city.chuo.lg.jp/documents/2748/r ４zaiseihakusho.pdf）
33　中央区「令和４年度財政白書」（https://www.city.chuo.lg.jp/documents/2748/r ４zaiseihakusho.pdf）
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⑥�流動比率�34

指標の
概要

　流動負債に対する流動資産の比率を算出することにより、地方公共団体
の短期的な債務支払い能力をみることができます。

算定式 流動資産÷流動負債

図表75　流動比率

136 

⑥ 流動比率 32

指標の

概要

流動負債に対する流動資産の比率を算出することにより、地方公共団体の短期的

な債務支払い能力をみることができます。

算定式 流動資産÷流動負債

図表 75 流動比率

32 本指標は研究会独自で設定したものである。
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34　本指標は研究会独自で設定したものである。
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⑦�受益者負担比率

指標の
概要�35

　行政コスト計算書の経常収益は、使用料・手数料など行政サービスに係
る受益者負担の金額ですので、これを経常費用と比較することにより、行
政サービスの提供に対する受益者負担の割合を算出することができます。

算定式�36 経常収益÷経常費用

図表76　受益者負担率
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⑦ 受益者負担比率

指標の

概要 33

行政コスト計算書の経常収益は、使用料・手数料など行政サービスに係る受益

者負担の金額ですので、これを経常費用と比較することにより、行政サービスの

提供に対する受益者負担の割合を算出することができます。

算定式 34 経常収益÷経常費用

図表 76 受益者負担率

33 総務省「財務書類等活用の手引き」
34 総務省「指標の説明」
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35　総務省「財務書類等活用の手引き」
36　総務省「指標の説明」
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⑧�住民一人あたり行政コスト

指標の
概要�37

　行政コスト計算書で算出される行政コストを住民基本台帳人口で除して
住民一人あたり行政コストとすることにより、地方公共団体の行政活動の
効率性を測定することができます。また、当該指標を類似団体と比較する
ことで、当該団体の効率性の度合いを評価することができます。
　なお、住民一人あたり行政コストについては、地方公共団体の人口や面
積、行政権能等により自ずから異なるべきものであるため、一概に他団体
と比較するのではなく、類似団体と比較すべきことに留意する必要があり
ます。

算定式�38 純行政コスト÷住民基本台帳人口

図表77　住民一人あたり行政コスト
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⑧ 住民一人当たり行政コスト

指標の

概要 35

行政コスト計算書で算出される行政コストを住民基本台帳人口で除して住民一

人当たり行政コストとすることにより、地方公共団体の行政活動の効率性を測定

することができます。また、当該指標を類似団体と比較することで、当該団体の

効率性の度合いを評価することができます。

なお、住民一人当たり行政コストについては、地方公共団体の人口や面積、行

政権能等により自ずから異なるべきものであるため、一概に他団体と比較するの

ではなく、類似団体と比較すべきことに留意する必要があります。

算定式 36 純行政コスト÷住民基本台帳人口

図表 77 住民一人当たり行政コスト

35 総務省「財務書類等活用の手引き」
36 総務省「指標の説明」
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37　総務省「財務書類等活用の手引き」
38　総務省「指標の説明」

148



（3）�作業を実施した上でのポイント

アンケートに併せて送付された各団体の財務書類をデータとして整理するに
あたり、各区において財務書類のフォーマットは異なり、かつ、下記のように
紙で印刷した際の見栄えを優先したレイアウトとなっていた。この他にも、純
行政コスト及び純経常行政コストをプラスで記載する区とマイナスで記載�39す
る区の混在や、総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル（令和元年
８月改訂）」のフォーマットから一部の勘定科目を削除している区があること
などから、データとしての整理には工数を要した。よって、各区の職員が通常
業務の合間で、各区から提出された財務書類を元にデータを整理することには
困難が伴うと考えられる。

図表78　フォーマットの例

39　�総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル（平成28年５月改訂）」においてはマイナスが正とさ
れていたものの、平成29年の地方公会計の活用の促進に関する研究会における検討を経て、総務省「統一
的な基準による地方公会計マニュアル（令和元年８月改訂）」においてはプラスが正とされている。
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おわりに

「複式簿記・発生主義会計に基づく�財務書類の活用策」調査研究にあたり、
参加してくださった特別区職員の皆さん、副リーダーを担ってくださった嘉悦
大学真鍋雅史先生、中野区企画部竹内賢三財政課長、そして、研究を支援して
くださった三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社、特別区長会調査
研究機構の皆さんに厚くお礼申し上げます。
参加者の弛まない調査研究意欲で、本報告書が減価償却に起点を置き視野を
広げつつ実践的に活用可能な手引き的内容となったことは本研究会の貴重な成
果となりました。
私自身、財政を行政学の視点から学び公会計の設計にも関わってきました。そ

の中で公会計への理解と同時に「活用の動機づけ」をいかに生み出すかが大きな
ポイントであり、そのことは政治学の世界と一体の課題であることを今回の調査
研究で改めて強く認識させていただきました。本調査研究で実施したアンケート
調査結果でも明らかなように、複式簿記・発生主義会計に基づく公会計改革の成
果を期待しつつも、予算編成や行政評価への活用には必ずしも結び付いていない
実態が明らかとなっています。それは、公会計改革への「動機づけ」、すなわち
予算編成や行政評価の現実と理想のギャップをいかに描くかで大きく変わってき
ます。現実を重視すれば公会計改革は今までを維持する流れとなり、公会計を知
るほどに活用への動機づけが低下する逆機能を生み出します。公会計改革への
取組みは、予算編成や行政評価のギャップをいかに認識するかでその動機づけ、
そして効果への評価も多様に異なるものとなります。それだけに、複式簿記・発
生主義会計に基づく財務書類の活用には強いリーダーシップが必要となります。
今回の調査研究では「比較すること」を重視しました。比較とは「客観性」
を担保することを意味します。自分の特別区だけを見て財政情報やその活用の
良し悪しを判断することは主観的です。他の特別区等と比較しその相違をどの
ように認識して説明するかを考えることで客観性が担保されます。
前述のアンケート調査で公会計が区民説明等に活用されていることは確かで

す。そこで説明される内容は客観的であることが求められます。とくに今日求め
られているDXは単なるデジタル化ではありません。意思決定、行動様式を進化
させることであり公会計改革も一歩一歩この領域に活用される必要があります。
本報告書がその一歩の役割を少しでも果たしてくれることを期待しています。

リーダー 　　　　　　　　　　
宮脇　淳（北海道大学名誉教授）
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特別区アンケート調査票
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先行事例

（1）�概要

総務省「地方公会計の更なる活用について」においては、地方公会計情報（固
定資産台帳・財務書類）の一層の活用方法の検討が必要であるとされており、
具体的には行政内部での活用として「財政指標の設定」「適切な資産管理」「セ
グメント分析」、行政外部での活用として「情報開示」が挙げられている。本
資料ではこの視点に沿い、総務省地方公会計に関する各研究会、及び東京都
「新公会計制度普及促進連絡会議」資料を元に、先行事例を一覧化した。

出所：総務省自治財政局財務調査課「地方公会計の更なる活用について」
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（2）固定資産台帳及び財務書類の作成・更新

事例抽出の視点と取組事例

仕訳作業の分散化・早期化（茨城県土浦市）

日々仕訳の導入（神奈川県山北町）

予算と公会計の科目の統一化の取組（鳥取県琴浦町、埼玉県和光市）

固定資産台帳の更新（埼玉県和光市）

固定資産台帳への登録漏れを防ぐための取組（愛媛県砥部町）

財務書類の早期作成・公表（奈良県奈良市）

（3）固定資産台帳及び財務書類の活用

①行政内部での活用
1）財政指標の設定

事例抽出の視点と取組事例

有形固定資産減価償却率の公共施設等マネジメントへの活用（東京都町田市）

各種財政指標による類似団体比較（静岡県浜松市）

2）適切な資産管理

事例抽出の視点と取組事例

将来の施設更新必要額の推計（東京都稲城市）

適切な資産管理のための基金の創設（京都府精華町）

未収債権の徴収体制の強化（千葉県習志野市）

3）セグメント分析
ア　固定資産台帳を活用した未利用財産の売却

事例抽出の視点と取組事例

固定資産台帳を活用した遊休土地等の売却（宮城県大崎市、岡山県真庭市、熊本県芦
北町）

固定資産台帳を活用した未利用資産の売却（大分県竹田市）
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イ　公会計と施設マネジメントとの連携

事例抽出の視点と取組事例

地方公会計と連動した公共施設保全計画の更新（大阪府藤井寺市）

固定資産台帳を活用した公共施設等総合管理計画の策定（長崎県島原市、千葉県印西市）

固定資産台帳を活用した公共施設の個別分析（新潟県糸魚川市、兵庫県洲本市）

地方公会計と公共施設の適正管理との連携（鹿児島県和泊町）

地方公会計と施設マネジメントの一体的推進（福島県古殿町）

施設マイナンバーによる資産管理（千葉県習志野市）

施設別の財務書類の作成・分析による図書館の統廃合（熊本県宇城市）

ウ　予算編成への活用

事例抽出の視点と取組事例

ライフサイクルコストまでを含めた施設建設の検討（静岡県浜松市）

予算要求特別枠による中長期的なコストの削減（愛媛県砥部町）

予算編成のための行政コストの比較（熊本県宇城市）

フルコストによる検証を予算要求時に活用できる仕組みの導入（大阪市）

エ　行政評価と予算編成との連携

事例抽出の視点と取組事例

セグメント分析による図書館の行政評価等（静岡県浜松市）

オ　受益者負担の適正化

事例抽出の視点と取組事例

固定資産台帳を活用した受益者負担の適正化（東京都福生市、新潟県聖籠町）

セグメント分析による施設使用料の適正化（千葉県浦安市）

人件費等の按分基準の設定（大阪府）
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カ　施設別セグメント分析取組事例

事例抽出の視点と取組事例

東京都中野区

愛知県日進市

滋賀県長浜市

佐賀県唐津市

鹿児島県和泊町

キ　事業別セグメント分析取組事例

事例抽出の視点と取組事例

茨城県土浦市

神奈川県茅ヶ崎市

石川県小松市

栃木県日光市

熊本県荒尾市

神奈川県山北町

大阪府大東市

福島県郡山市

ク　セグメント別財務書類の他団体比較

事例抽出の視点と取組事例

廃棄物収集処理事業（茨城県土浦市、神奈川県茅ヶ崎市、石川県小松市）
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②行政外部での活用
○情報開示

事例抽出の視点と取組事例

財務書類の調査分析と監査意見（石川県加賀市）

議会での活用（岐阜県美濃加茂市）

地方債IR資料としての活用（東京都など）

③その他の取組

事例抽出の視点と取組事例

自治体間比較の試み（新公会計制度普及促進連絡会議　自治体間比較部会）
出所：（1）、（2）③を除く�総務省「地方公会計に関する取組事例集」、（2）③�本文中に記載
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（2）固定資産台帳及び財務書類の作成・更新

■仕訳作業の分散化・早期化　（茨城県土浦市）

■日々仕訳の導入　（神奈川県山北町）
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■予算と公会計の科目の統一化の取組（鳥取県琴浦町、埼玉県和光市）
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■固定資産台帳の更新　（埼玉県和光市）

■固定資産台帳への登録漏れを防ぐための取組　（愛媛県砥部町）
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■財務書類の早期作成・公表（奈良県奈良市）
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（3）固定資産台帳及び財務書類の活用

①行政内部での活用
①-1）財政指標の設定
■有形固定資産減価償却率の公共施設等マネジメントへの活用（東京都町田市）

■各種財政指標による類似団体比較（静岡県浜松市）
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①-2）適切な資産管理
■将来の施設更新必要額の推計（東京都稲城市）

■適切な資産管理のための基金の創設（京都府精華町）
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■未収債権の徴収体制の強化（千葉県習志野市）
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①-3）セグメント分析
　① -3-1）固定資産台帳を活用した未利用財産の売却
■固定資産台帳を活用した遊休土地等の売却（宮城県大崎市、岡山県真庭市、
熊本県芦北町）
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■固定資産台帳を活用した未利用資産の売却（878-0000）
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　① -3-2）公会計と施設マネジメントとの連携
■地方公会計と連動した公共施設保全計画の更新（大阪府藤井寺市）

■固定資産台帳を活用した公共施設等総合管理計画の策定（長崎県島原市、千
葉県印西市）
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■固定資産台帳を活用した公共施設の個別分析（新潟県糸魚川市、兵庫県洲本市）

177

複式簿記・発生主義会計に基づく財務書類の活用策

第１章
1-1.
1-2.
1-3.

第２章
2-1.
2-2.

第３章
3-1.
3-2.

第４章
4-1.
4-2.

第５章
5-1.
5-2.
5-3.

調査研究内容編

おわりに

参考資料編



■地方公会計と公共施設の適正管理との連携（鹿児島県和泊町）

■地方公会計と施設マネジメントの一体的推進（福島県古殿町）
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■施設マイナンバーによる資産管理（千葉県習志野市）

■施設別の財務書類の作成・分析による図書館の統廃合（熊本県宇城市）
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予算編成への活用
■ライフサイクルコストまでを含めた施設建設の検討（静岡県浜松市）

■予算要求特別枠による中長期的なコストの削減（愛媛県砥部町）
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■予算編成のための行政コストの比較（熊本県宇城市）

■フルコストによる検証を予算要求時に活用できる仕組みの導入（大阪市）

　大阪市では、令和５年度予算から、新たに民間委託化やシステム化を
行う場合において、市政改革室・会計室から財務書類のデータを活用し
た「フルコストによる施策・事業の見直し検証シート」の活用を依頼す
る仕組みを導入している。

□フルコスト比較による事業評価の仕組み

資料）大阪市会計室「大阪市における新公会計制度活用の取組」
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□フルコストによる施策・事業の見直し検証シート

資料）大阪市会計室「大阪市における新公会計制度活用の取組」

　① -3-3）行政評価と予算編成との連携
■セグメント分析による図書館の行政評価等（静岡県浜松市）
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　① -3-4）受益者負担の適正化
■固定資産台帳を活用した受益者負担の適正化（東京都福生市、新潟県聖籠町）

■セグメント分析による施設使用料の適正化（千葉県浦安市）
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■人件費等の按分基準の設定（大阪府）

　① -3-5）施設別セグメント分析取組事例
■東京都中野区
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■愛知県日進市

■滋賀県長浜市
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■佐賀県唐津市

■鹿児島県和泊町
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　① -3-6）事業別セグメント分析取組事例
■茨城県土浦市

■神奈川県茅ヶ崎市
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■石川県小松市

■栃木県日光市
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■熊本県荒尾市

■神奈川県山北町
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■大阪府大東市

■福島県郡山市
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　① -3-7）セグメント別財務書類の他団体比較
■廃棄物収集処理事業（茨城県土浦市、神奈川県茅ヶ崎市、石川県小松市）
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②行政外部での活用
◯情報開示
■財務書類の調査分析と監査意見（石川県加賀市）

■議会での活用（岐阜県美濃加茂市）
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■地方債IR資料としての活用（東京都など）
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③その他の取組み
■自治体間比較の試み（新公会計制度普及促進連絡会議　自治体間比較部会）

　新公会計制度普及促進連絡会議の自治体間比較部会では、「財務指標に
よる経年比較」と「複数の指標を組み合わせた分析」が行われている。
　「財務指標による経年比較」では、資産合計に対する各資産の構成、資
産に対する負債の比率、有形固定資産に対する地方債の比率、有形固定
資産に対する維持補修費の比率、経常費用に対する各費用の構成比、費
用に対する収入（税収等を含む）の比率、人口あたりの収入（税収等を
含む）、費用、減価償却費に対する公共施設等整備費支出の比率の算出が
なされている。

□経常費用に対する各費用の構成比（区部）

資料）�新公会計制度普及促進連絡会議「新公会計制度普及促進連絡会議自治体間比較部会報告書（財務
指標による経年比較）」
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　「複数の指標を組み合わせた分析」では、公共施設等の老朽化や施設量
に関する分析、CF支出総額に対する公共施設等整備費支出の割合、減価
償却費に対する償却資産の取得に要した支出の割合、減価償却累計額に
対する基金の割合、標準財政規模に対する地方債の割合、行政目的別に
よる比較等の視点での分析が行われている。

□�公共施設等の現状を比較するための表：参考（インフラ資産の工作物
を除いた指標）

16

（注１）散布図は目安のため、道路等の敷地などに関する評価方法を統一していません。

【エリアⅠ】

東京都、大阪府、町田市、中央区、四日市市

【エリアⅡ】

新潟県、愛知県、郡山市、福生市、板橋区、立川市

【エリアⅢ】

江戸川区、品川区

【エリアⅣ】

大阪市、世田谷区、習志野市

参考

算定式

老朽化の度合を測定する指標：（減価償却累計額の総額－インフラ資産工作物減価償却累計額）÷（償
却資産取得価額－インフラ資産工作物取得額）

施設量（サービス量）を測定する指標：（有形固定資産取得価額－インフラ資産工作物取得額）÷標準
財政規模

分析結果

エリアⅠ

特徴：施設の量は相対的に少なく老朽化も進んでいない自治体

課題：サービス量が適切かどうかについて検討が必要なエリア

該当：東京都、大阪府、町田市、中央区、四日市市

エリアⅡ

特徴：施設の量は相対的に少ないものの老朽化が進んでいる自治体

課題：老朽化が進んだ施設の更新について検討が必要なエリア

該当：新潟県、愛知県、郡山市、福生市、板橋区、立川市
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エリアⅢ

特徴：施設の量は相対的に多いが、老朽化は進んでいない自治体

課題：将来的な財政負担について検討が必要なエリア

該当：江戸川区、品川区

エリアⅣ

特徴：施設の量が相対的に多く、老朽化も進んでいる自治体

課題：統廃合も視野に入れた検討が必要なエリア

該当：大阪市、世田谷区、習志野市
注１）散布図は目安のため道路等の敷地などに関する評価方法を統一していない。
注２）指標は令和元年度統一的な基準一般会計等財務書類決算数値を使用。
資料）�新公会計制度普及促進連絡会議「新公会計制度普及促進連絡会議自治体間比較部会報告書（複数

の指標を組み合わせた分析）」
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【参考】セグメント分析作成手順の概要

出所：総務省自治財政局財務調査課「地方公会計の更なる活用について」
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研究会体制

リーダー

北海道大学名誉教授 宮脇　淳

副リーダー

嘉悦大学教授 真鍋　雅史

中野区企画部財政課長 竹内　賢三

研究員

中野区企画部企画課長 森　克久

中野区企画部財政課財政担当係長 西　芳典

中野区企画部財政課財政課主任 佐藤　周造

中野区企画部財政課財務分析等会計専門員 齋藤　大幸

品川区企画部財政課財政担当主査 河井　宏彦

目黒区企画経営部財政課財政担当主任 毛利　友哉

世田谷区政策経営部政策企画課係長 市橋　聖

世田谷区政策経営部政策企画課副係長 岡田　広

世田谷区会計室会計課会計制度係長 神田　哲平

杉並区会計管理室会計課出納係主任 山崎　貴浩

調査研究等支援

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
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研究会実施経過

日にち 議事

第１回 令和５年４月25日（火） １�オリエンテーション
（1）特別区長会調査研究機構の紹介
（2）研究会趣旨説明
２�研究体制の確認（自己紹介）
３�研究会の年間予定及び第１回研究会について
　－実施計画及び実施工程の説明
　－第１回研究会の目的・内容等の説明
４�意見交換
　－調査研究方針について
　－23区アンケートについて
５�事務局から連絡事項
６�今後の研究会の日程

第２回 令和５年５月19日（金） １�23区へのアンケート検討
２�先行研究・先行事例まとめ
３�その他

第３回 令和５年６月27日（火） １�23区アンケート分析（速報）
２�文献調査の紹介
３�財務書類の活用事例の発表
４�その他

第４回 令和５年８月４日（金） １�23区アンケート分析（詳細）
２��具体的な活用に向けた仮説の設定（ケースス

タディの実施案）
３�ヒアリング先の選定
４�その他

第５回 令和５年８月31日（木） １�ヒアリング調査の進捗状況
２�ケーススタディの実施
　①施設別コスト分析（目黒区）
　②維持・改修費の査定（中野区）
　③基金積立額の算定（中野区）
　④公共施設における将来コストの推計（中野区）
３�その他
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日にち 議事

第６回 令和５年10月10日（火） １�ケーススタディの分析
　①施設別コスト分析（目黒区）
　②維持・改修費の査定（中野区）
　③基金積立額の算定（中野区）
　④公共施設における将来コストの推計（中野区）
２��区政経営における具体的・効果的な活用策の�

検討
３�調査研究報告書の骨子案の検討
４�その他

第７回 令和５年11月17日（金） １��区政経営における具体的・効果的な活用策の�
検討

２�調査研究報告書案（たたき台）
３�その他

第８回 令和５年12月15日（金） １�調査研究報告書案の検討
２�その他
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令和５年度　調査研究報告書

複式簿記・発生主義会計に基づく財務書類の活用策

テーマ名 提案区

帰宅困難者対策における初動対応体制の確立に向けた取組み 港

水素を中心としたクリーンエネルギーの利活用推進 大田

特別区における女性を取り巻く状況と自治体支援の方策 世田谷

複式簿記・発生主義会計に基づく財務書類の活用策 中野

少子化の傾向が顕著な特別区で有効な少子化対策 葛飾

特別区におけるCO2の地産地消に向けて
～清掃工場のCO2分離・活用と23区の役割～

東京二十三区
清掃一部事務
組合

令和５年（2023）年度
特別区長会調査研究機構調査研究報告書一覧

以上の６テーマをテーマ別の報告書（計６冊）にまとめて発行しています。
各報告書は、特別区長会調査研究機構ホームページで閲覧できます。

特別区長会調査研究機構

https://www.tokyo23-kuchokai-kiko.jp/

令和６年３月発行

発行：特別区長会調査研究機構　　事務局：公益財団法人特別区協議会
　　　〒 102-0072  東京都千代田区飯田橋 3-5-1　　TEL：03-5210-9053　Fax：03-5210-9873

※本書の無断転載・複製は、著作権法上での例外を除き禁じられています。 印刷所：能登印刷株式会社
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